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はじめに

青森県原子力安全対策検証委員会は、平成２３年３月１１日に発生した東北地方

太平洋沖地震による東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に起因して、県民の

間に国・事業者の対応への不安が広がっている中で、県民の安全・安心を重視する

観点から、国や事業者が講じた安全対策を独自に厳しく検証するために、青森県が

同年６月７日に設置したものである。

本委員会は、現地調査（６月７日～８日）を経て、国が指示した緊急安全対策等

に基づき、各事業者が実施した対策及び国の確認の状況について、検証を行ったも

のである。

本委員会は、原子炉工学、核燃料サイクル工学、地震、津波、建築工学、リスク

マネジメント、原子力防災、放射線防護、マスコミの各専門家から構成されており、

検証にあたっては、それぞれの専門分野をベースに、青森県の自然条件、原子力関

連施設の立地状況等を踏まえ、多様な視点からの確認や検討がなされた。

この中で、県民の安全・安心を考えた時、緊急安全対策等を補完するものとして、

環境モニタリングやリスクコミュニーションなどへの対応も重要であるとの認識や

これらに関わるいくつかの意見も出された。

具体的な検証の進め方としては、今回の緊急安全対策等に係る事業者の対応及び

国の確認の状況について、具体的な確認を行った上で、必要な課題については独自

の視点からの確認も進めた。その上で、各委員からの意見を踏まえ、委員会として

の検証結果をとりまとめた。

検証結果には、今回の緊急安全対策等に対する委員会としての考え方を示すと共

に、今回の対策に呼応して事業者等が対応するべき対策について幅広く示している。

本報告書は、これらの確認・検討内容をとりまとめたものである。

なお、ストレステストについては、国の指示により事業者が検討を進めている状



況にあるが、現段階においてストレステストの結果が出されていない。今後、委員

会としては、ストレステストの動向を注視していくとともに、必要に応じて委員会

としての取扱いを判断していくものとする。

平成２３年１１月１０日



＊１ 原子力災害対策本部（2011.6）「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」より引用
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１. 東京電力(株)福島第一原子力発電所での事故の概要とその要因

（１）東北地方太平洋沖地震について

平成２３年３月１１日１４時４６分頃に、宮城県沖の北米プレートの下に太

平洋プレートが沈み込む日本海溝沿いのプレート境界を震源とする東北地方太

平洋沖地震が発生した。

この地震の震源域は幅約２００ｋｍ、長さ約４００ｋｍ、マグニチュードは

９．０、東京電力(株)福島第一原子力発電所の周辺自治体における震度は６強

であった。

（図１－１）

（第２回検証委員会 原子力安全・保安院提出資料＊１）

図１－１ 推定震度分布



＊２ 送電線により，発電所の外部から供給される電源

＊３ 原子力発電所敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から，発電用原子力施設等

の運転中に極めてまれではあるが，発生する可能性があり，施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定される地震動の

こと。
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（２）地震、津波発生当時の東京電力(株)福島第一原子力発電所の状況

①地震の影響

地震発生当時、東京電力(株)福島第一原子力発電所の１号機から３号機は

運転中、４号機から６号機は定期検査のため停止中であった。

地震発生により、運転中の１号機から３号機は自動停止した。

また、外部からの電源供給が遮断され、非常用ディーゼル発電機が起動し、

炉心の冷却を開始した。

震災後、国によりプラントデータ等を精査したところ、

・地震による被害は外部電源＊２系に係るものであり、原子炉施設の安全上

重要なシステムや設備、機器の被害は確認されておらず、津波到達まで

は管理された状況（非常用設備などが正常に作動してる状況）にあった

と考えられる。（表１－１）

・地震観測記録については、基準地震動Ｓｓ＊３に基づく応答を概ね下回っ

ているが、一部に超えるものが存在することから（表１－２）、国は今

後地震応答解析により詳細に影響を確認することとしている。

との結果が出されている。
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表１－１ 地震、津波発生当時の東京電力(株)福島第一原子力発電所の状況

（第２回検証委員会 原子力安全・保安院提出資料）



＊４ 原子炉内の冷却水が配管の破断等により喪失した場合に，直ちに原子炉に冷却水を注水して炉心を冷却するための安

全ｼｽﾃﾑ。

＊５ 冷却源として海水を用いた冷却設備。原子炉停止後に発生する崩壊熱など，各冷却設備で除熱された熱は，最終的に

海水冷却設備を介して海に排熱される。
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表１－２ 東京電力(株)福島第一・第二原子力発電所・原子炉建屋基礎版上の

最大加速度

※１：記録開始から約130～150秒程度で記録が終了している。

（第２回検証委員会 原子力安全・保安院提出資料）

②津波の影響

地震発生から約１時間弱後に１５ｍ規模（高さ７．５ｍ以上、浸水高さ１

５ｍ）の津波が襲来した。

この津波により、原子炉建屋やタービン建屋などが冠水し、１号機から３

号機においては一部の機器を除き、屋外に設置された全ての非常用炉心冷却

系
＊４

の海水冷却系設備
＊５

が冠水し、６号機の空冷式非常用ディーゼル発電機

を除いた１号機～６号機の非常用ディーゼル発電機が停止、その他多くの電

気設備類の損傷等が確認されている。（図１－２）
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（出典：第２回検証委員会 原子力安全・保安院提出資料）

図１－２ 東京電力(株)福島第一原子力発電所の敷地レベル

以上のとおり、地震により外部電源が喪失したことに加え、津波により６号機

の空冷式非常用ディーゼル発電機を除いた所内電源が全て失われ、いわゆる全交

流電源の喪失が起き、併せて、海水冷却系の設備が被災をしたことにより、非常

用の海水冷却系の機能も失われた。

なお、３月１１日以降多数の余震が観測されており、中でも４月７日２３時３

２分に発生した地震は、東京電力(株)福島第一及び第二原子力発電所近傍で震度

５弱を観測したものの、新たな異常は見られなかった。

（３）科学的データに基づく評価・分析結果

①科学的データに基づく評価

原子力安全・保安院は、５月２３日に東京電力(株)から福島第一原子力発

電所の事故に関するプラント運転記録や、事故に関する記録など数千ページ

に及ぶデータの分析結果に係る報告を受け、これらの科学的データに基づき、

地震発生時に「止める」「冷やす」「閉じこめる」の各安全機能が正常に作

動していたか等の、原子炉施設の安全性への影響について、評価を実施した。

その結果、地震発生直後に地震の揺れを感知して、全ての号機で全ての制

御棒が挿入され自動停止したこと、つまり「止める」機能が正しく動作した

ことを確認した。

しかし、地震の約１時間弱後に来襲した津波により、非常用電源や海水冷

却機能を全て失ったことにより、炉心の冷却ができず、炉心が露出し、そし

１５ｍ規模の津波が襲来
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て炉心損傷が開始して、溶融に至ったこと、さらに原子炉建屋外へ放射性物

質が放出されて原子力災害に至ったこと、つまり「冷やす」「閉じこめる」

の安全機能が十分に動作しなかったことと評価した。

②科学的データに基づいた分析結果

原子力安全・保安院は、東京電力(株)から報告のあったプラントデータ等

について、(独)原子力安全基盤機構の独自解析も踏まえ評価を実施したとこ

ろ、

・地震発生時に各プラントは正常に停止するとともに、地震による外部電

源喪失後に、非常用ディーゼル発電機は正常に起動した。冷却機能につ

いても、各原子炉の状態に応じた機器が作動していることがデータ等に

より確認された。

・しかしながら、津波の到達により、全交流電源を失った上に、バッテリ

ー、配電盤等の電源系も被水・冠水したため、電源喪失期間が長期に渡

り、全ての冷却機能が停止し、原子炉の冷却ができなくなり、炉心が損

傷し、炉心溶融に至るなど深刻な事態に至った。

との結果となった。

また、東京電力(株)は、原子力安全・保安院の指示に基づき、福島第一原

子力発電所及び福島第二原子力発電所の原子炉建屋及びそれに付随する重要

な機器・配管系に関して地震観測記録を用いた地震応答解析を行っており、

これまでの結果として、

・東京電力(株)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所につい

て、安全上重要な機能を有する主要な設備は、地震時及び地震直後にお

いて安全機能を保持できる状態にあったと推定される。

旨を国に報告しており、国は報告内容を確認中である。



＊６ Tokyo Peil（東京湾平均海面）
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２． 東日本大震災に伴う県内原子力施設の被害･対応状況

（津波の状況、電源＜外部電源含む＞の状況、冷却機能の維持等）

２０１１年東北地方太平洋沖地震の際に、青森県内では、八戸市、東北町、五戸

町、階上町、おいらせ町で震度５強を観測し、原子力施設が設置されている地域で

は、東通村で震度５強、六ヶ所村、むつ市、大間町では震度４を観測した。また、

青森市も震度４を観測した。

また、この地震により津波が発生し、青森県内の太平洋側に位置する八戸港の気

象庁検潮所では、Ｔ.Ｐ.＊６＋２．７ｍ以上の津波高さを観測した後、潮位計が破壊

された。なお、その後の現地調査で、周囲に残されていた痕跡などから、Ｔ.Ｐ.＋

６．２ｍの津波（遡上高さ）が襲ったと考えられている。

さらに、地震発生直後に青森県内全域で停電が発生し、東北電力による夜を徹し

た復旧作業が行われた。

その後、多数の余震が観測され、中でも４月７日２３時３２分には、宮城県沖を

震源とするマグニチュード７規模の地震が発生し、宮城県北部の震度６強を筆頭に、

各地で高い震度を観測した。この地震により広域にわたって停電が発生した。ちな

みに、この地震はその震源深さからプレート境界ではなく、プレート内で発生した

地震であるといわれている。

以下に、県内原子力施設の地震発生時の状況及び対応について記載する。

（１）東北電力（株）東通原子力発電所

①地震発生時の発電所の状況

東北電力(株)東通原子力発電所１号機は、平成２３年２月６日から第４回

定期検査のため停止中であった。

定期検査開始以降、燃料集合体の取替えや制御棒駆動機構の点検、出力領



＊７ 核分裂によって発生する中性子の量を計測し，原子炉の出力を監視する計器

＊８ 原子炉で発生し蒸気ﾀｰﾋﾞﾝを回したあとの蒸気を，海水との熱交換により冷却凝縮して水に戻す装置（復水器）に設置

された多数の冷却管。この冷却管の内部を海水が流れ，管外側の蒸気と熱交換が行われる。

＊９ 原子炉内の冷却水を循環させるために原子炉内に設置されたｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟの取付け，取外し時に，部品が脱落するのを

防止するための金具。

＊１０ 使用済燃料ﾌﾟｰﾙ内に貯蔵されている使用済燃料から発生する崩壊熱を冷却するとともに，使用済燃料と一緒に持ち

込まれる腐食生成物等を除去するための設備。
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域モニタ
＊７

の取替え、復水器細管
＊８

の点検等を実施し、３月１１日の地震発

生当日は、ジェットポンプリティーナ
＊９

点検工事や蒸気タービンの点検など

の作業を実施していた。また、４月７日の地震発生時は、夜間のため作業は

行われていなかった。

原子炉内の燃料は、全て使用済燃料プールへ移送された状態であり、使用

済燃料プールの冷却は、燃料プール冷却浄化系
＊１０

により安定的に行われて

いた。

②地震による発電設備への影響

ア．３月１１日の状況

３月１１日１４時４６分頃に発生した地震により、発電所敷地内におい

て観測された地震動は約１７ガル（基準地震動の設定位置に最も近い深度

の観測点では約１８ガル）であり、基準地震動の最大加速度の４５０ガル

に比べて十分小さいものであり、発電所設備に被害はなかった。

また、発電所港湾で観測された津波高さはＴ.Ｐ.＋２．６ｍ未満であり、

発電所の設置（設計）にあたっての想定津波高さＴ.Ｐ.＋６．５ｍおよ

び敷地の高さＴ.Ｐ.＋１３ｍに対して十分小さいものであり、発電所設備

などへの被害はなかった。

使用済燃料プールは、その機能を安全に保つために水温と水位を適切に

維持することが必要であり、それに必要な設備は非常用電源に接続されて

いる。今回の地震では、外部電源の一時停止により燃料プール冷却浄化系

は停止したが、ただちに非常用ディーゼル発電機が自動起動し、その後、
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速やかに燃料プール冷却浄化系を再起動させた。このため、使用済燃料プ

ールは安定した状態に維持された。

さらに、排気筒モニタ、モニタリングポストの値に変化はなく、本地震

による発電所周辺の環境への影響はなかった。

イ．４月７日の状況

４月７日２３時３２分に発生した地震により、発電所敷地内において観

測された最大加速度は約８ガルであり、発電所設備への被害ならびに発電

所周辺の環境への影響はなかった。

地震による外部電源の一時停止により、燃料プール冷却浄化系は停止し

たが、３月１１日と同様に、非常用ディーゼル発電機が自動起動し、速や

かに燃料プール冷却浄化系を再起動できたため、使用済燃料プールは安定

した状態に維持された。

③地震発生直後の対応状況

３月１１日の地震発生を受け、発電所ではただちに対策本部を設置し、作

業を停止し作業員を退避させるとともに、点検を実施し、異常のないことを

関係機関に情報発信した。

また、４月７日の地震発生時にも、対策本部を設置し、社外関係機関への

情報発信を行うとともに、発電所安全機能への影響がないことを確認した。

④電源の状況

ア．３月１１日の状況

発電所設備の電源としては、外部電源としてむつ幹線２回線および東北

白糠線が、また、非常用発電設備として原子炉建屋内に計３台の非常用の

ディーゼル発電機が設置されている。なお３月１１日は、むつ幹線１回線

および非常用ディーゼル発電機２台は定期点検中であった。

地震発生直後、外部電源のむつ幹線１回線および東北白糠線が停止した

ものの、発電所内の電源は、非常用ディーゼル発電機１台が自動起動して

確保された。なお外部電源は、同日２３時５９分に東北白糠線が復旧した。

また、８台あるモニタリングポストのうち４台がバッテリー切れにより



＊１１ 使用済核燃料再処理工場で操業前に実施する使用済燃料による総合試験。ｱｸﾃｨﾌﾞ試験では，プルトニウムや核分裂

生成物の取扱いに係る再処理施設の安全機能及び機器・設備の性能を確認する。具体的な確認内容は、環境への放出放射能

量、核分裂生成物の分離性能、ウランとプルトニウムの分配性能、液体廃棄物・固体廃棄物の処理能力等である。
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停止したが、残り４台は非常用電源からの受電により測定を継続した。な

お、その後復旧し、８台全てのモニタリングポストで測定をしている。

イ．４月７日の状況

４月７日は、東北白糠線および非常用ディーゼル発電機２台が定期点検

中であった。

地震に伴い２３時３３分、外部電源のむつ幹線２回線が停止したものの、

発電所内の電源は、非常用ディーゼル発電機１台が自動起動して確保され

た。なお外部電源は、４月８日３時３０分に東北白糠線が復旧した。

その後，運転中の非常用ディーゼル発電機１台について、燃料（軽油）

の漏れを確認したことから同日１４時６分に停止したが、その時点で外部

電源は確保されており、原子力発電所の安全機能への影響はなかった。

⑤震災後の対応

震災後、地震の影響により交通機関の一部制限やガソリン等の不足が発生

し、しばらくの間、発電所への人の移動および物流が滞った状況にあったが、

定期検査は継続された。

（２）日本原燃（株）再処理施設他

①地震発生時の各施設の状況

日本原燃(株)は、地震発生当時、再処理施設はアクティブ試験
＊１１

中（進

捗率９４％）で、ガラス固化施設の事前確認試験に向けた準備作業中であり、

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターではガラス固化体の受入作業等はな

かった。ウラン濃縮施設は生産運転を停止しており、既設遠心機の一部を新

型遠心機に更新中（据付工事中）であった。低レベル放射性廃棄物埋設セン

ターは廃棄体の建屋内への受入作業、ＭＯＸ燃料加工施設は建設工事中（進

捗率０．６％）であった。
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なお、４月７日の地震発生時は、夜間のため作業は行われてなかった。

②地震による各施設への影響

ア．３月１１日の状況

３月１１日１４時４６分頃に発生した東北地方太平洋沖地震により、再

処理工場の分離建屋で観測された地震動は約３７ガルで、設計に用いた基

準地震動の最大加速度の４５０ガルに基づいた設計値４３６ガルに比べて

十分小さい値であった。

また、施設近傍のむつ小川原港で観測された津波の高さはＴ.Ｐ.＋３．

５ｍ（３月３１日、国土交通省東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務

所の発表）であった。

六ヶ所原子燃料サイクル施設は、海岸から５ｋｍ以上離れた内陸に立地

し、再処理施設、高レベル廃棄物貯蔵管理センター及び建設中であるＭＯ

Ｘ燃料加工施設は標高５５ｍ、ウラン濃縮施設及び低レベル放射性廃棄物

埋設センターは標高３０ｍの高さにあることから、津波による人的被害お

よび設備被害はなかった。

今回の地震では「運転予備用ディーゼル発電機への重油供給配管（フィ

ルタの差圧を計測する配管）からの漏えい」や「使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋におけるプール水の溢水」などのトラブルはあったものの、設備には

異常がなく、地震による建物および施設への大きな影響はなかった。

さらに、排気筒モニタ、モニタリングポストの値に変化はなく、本地震

による環境への影響はなかった。

イ．４月７日の状況

４月７日２３時３２分に発生した地震により、再処理工場の分離建屋で

観測された地震動は約１５ガルで、基準地震動４５０ガルに基づいた設計

値４３６ガルに比べて十分小さい値であり、地震による建物および施設へ

の大きな影響はなかった。

さらに、排気筒モニタ、モニタリングポストの値に変化はなく、本地震

による環境への影響はなかった。
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③地震発生直後の対応状況

日本原燃(株)では、地震発生後、ただちに社長を本部長とする全社対策本

部を設置するとともに、再処理事務所、濃縮・埋設事務所にそれぞれ現場本

部を設け、青森本部や東京事務所とも情報共有しつつ、同社施設の点検なら

びに定期的なモニタリング状況などの確認を行い、社外関係機関に情報発信

するとともに、ホームページ等で公表を行った。

また、４月７日の地震発生時にも、３月１１日と同様の対応を行った。

④電源の状況

ア．３月１１日の状況

３月１１日１４時４６分頃に発生した地震直後に、外部から受電してい

る全ての電源が停止した。直ちに、各施設ともに非常用電源設備が起動し、

保安上必要な設備に給電した。非常用電源設備は３月１３日から段階的に

外部電源への切替を実施し、３月１５日までに全て外部電源へ復旧した。

イ．４月７日の状況

４月７日２３時３２分 地震発生に伴い、外部から受電している全ての

電源が停止した。これに伴い、各施設ともに非常用電源設備が起動し、保

安上必要な設備に給電した。非常用電源設備は４月８日に全て外部電源へ

復旧した。

⑤震災後の対応

外部電源への復旧により、施設は震災前の状態に戻った。原子力安全・保

安院の指示に基づく緊急安全対策等の対応をするほか、原子力災害時におけ

る原子力事業者間協力協定による東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に

係る要員の派遣等を実施している。

（３）電源開発(株)大間原子力発電所

①地震発生時の建設工事の状況

電源開発(株)大間原子力発電所は、平成２０年５月に着工し、これまでに
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原子炉建屋においては本体鉄骨を組上げ、原子炉格納容器内張鋼板（下部）、

原子炉圧力容器台座等を設置している。

タービン建屋においては、タービン・発電機の架台、復水器・給水加熱器

等を設置している。

地震発生時、原子炉建屋・タービン建屋等の主建屋においては、建築工事

と機器・配管等の据付工事を、地組みエリアにおいては、原子炉格納容器内

張鋼板（上部）等の組立工事を、さらに、取放水路工事等を実施していた。

これらの工事の総合進捗率は３７．６％であった。

②地震による建設中設備への影響

３月１１日１４時４６分頃に発生した地震により、電源開発(株)大間原子

力発電所で観測された地震動は約２７ガルで、基準地震動の最大加速度と同

等に設定した設計値４５０ガルに比べて十分に小さい値であり、建設中の設

備等の被害はなかった。

また、大間港の津波の高さはＴ.Ｐ.＋０．９ｍであり、敷地高さ標高Ｔ.Ｐ.

＋１２ｍに対して十分低く、人的被害および設備被害はなかった。

③地震発生直後の対応状況

電源開発(株)大間原子力発電所では、対策本部を設置し、建設作業を中断

して作業員の退避、安否確認、現場の点検を行い、関係機関に情報発信を行

なった。

④工事用電源の状況

地震発生に伴い、工事用電源を含め事務所の電源など外部から受電してい

る全ての電源が停止した。これらの電源は１３日１５時４５分頃より除々に

復旧した。

⑤震災後の対応

地震発生に伴う工事用電源の停止、燃料・資機材の不足等建設工事に制約
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が発生したため本体工事を休止した。

現在、本体工事の休止を継続するとともに、安全強化対策等の対応を進め

ている。なお、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に係る要員の派遣を

実施している。

（４）リサイクル燃料貯蔵(株)リサイクル燃料備蓄センター

①地震発生時の建設工事の状況

リサイクル燃料備蓄センターは、平成２２年８月３１日に着工し、杭工事

を完了し、地震発生当時は貯蔵建屋の基礎版工事を実施していた。

貯蔵建屋建設工事進捗率は、約５０％であった。

②地震による建設中設備への影響

３月１１日１４時４６分頃に発生した地震により、リサイクル燃料備蓄セ

ンター敷地内において観測された地震動は約６９ガル（基準地震動の設定位

置に最も近い深度の観測点では約２２ガル）であり、基準地震動の最大加速

度の４５０ガルに比べて十分小さい値であり、建設中の設備に被害はなかっ

た。

また、敷地直近の関根浜港内において観測された津波高さはＴ.Ｐ.＋２．

９ｍであり、敷地前面で設計上想定している津波高さＴ.Ｐ.＋６．３ｍ、敷

地高さＴ.Ｐ.＋１６ｍに対し十分低く、津波による人的被害、設備被害はな

かった。

③地震発生直後の対応状況

リサイクル燃料備蓄センターでは、建設作業を中断して作業員の退避、安

否確認、現場の点検を行い、社外関係機関に情報発信を行なった。

④工事用電源の状況

地震発生に伴い、工事用電源を含め事務所の電源など外部から受電してい

る全ての電源が停止した。これらの電源は１２日１６時３０分頃すべて復旧
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した。

⑤震災後の対応

地震発生に伴い、被災地域への物資・燃料等の支援を最優先で行うべきで

あるとの判断から、工事を休止した。

現在は、地震の状況を踏まえ設備の安全について自主的に総点検を実施し

ていることから貯蔵建屋建設工事を休止している。

（５）東京電力(株)東通原子力発電所

①地震発生時の建設工事の状況

東京電力(株)東通原子力発電所１号機は、平成２３年１月２５日に着工し、

基礎岩盤上の表土の取り除き作業や土留め壁の設置工事、電気ケーブルなど

を通すためのコンクリート製の洞道設置工事、港湾工事、コンクリート製造

プラント工事などを実施していた。

総合工事進捗率は、２月末時点で８．６３％であった。

②地震による建設中設備への影響

３月１１日１４時４６分頃に発生した地震により、東京電力(株)東通原子

力建設所１号機近傍で観測された地震加速度は、岩盤上面で２４ガルと設計

用地震動に比べて小さいもので、工事中の設備に被害はなかった。

また、観測された津波は、目測でＴ.Ｐ.＋約２．５ｍであり、主要設備を

設置する敷地高さ標高Ｔ.Ｐ.＋１０ｍに対して十分低く、高さ標高Ｔ.Ｐ.＋

４ｍの護岸を超えることはなく、人的被害および設備被害はなかった。

③地震発生直後の対応状況

東京電力(株)東通原子力建設所では、大津波警報発令後対策本部を設置し、

作業員の待避、現場の点検、社外関係機関への情報発信を行った。

津波警報解除後、現場点検を行い異常のないことを確認した。



＊１２ 原子力発電所の設計時に想定している事象を大幅に超えるものであって，炉心の重大な損傷に至る事象。
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④工事用電源の状況

現時点での工事用電源は、東北電力から６６００ボルトの配電線で受電し

ており、３月１１日１４時４６分頃に発生した地震直後の１４時４８分に停

電したが、１２日１７時２４分に復帰した。

⑤震災後の対応

東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子力事故の収束を最優先する観点

から、本年４月から開始を予定していた本格工事の開始を当面見合わせてい

る。

３．緊急安全対策等に係る検証（外部電源信頼性対策、シビアアクシデント
＊１２

含

む）

３.１ 国の緊急安全対策等の概要

国は、国内の原子力施設に対し、３月３０日（再処理施設は５月１日）に「緊

急安全対策」の実施を指示した。これは、東京電力(株)福島第一原子力発電所事

故の要因は、地震と津波により、先ず全電源が喪失し、そして全ての冷却機能が

失われ、冷却出来なくなったことを踏まえ、全交流電源などの喪失に対しても安

定的に原子炉等を冷却することができる対策を求めたものである。

また国は、４月１５日に「外部電源の信頼性の確保」に関する対策を指示した。

これは、４月７日の宮城県沖地震により、東北電力(株)管内において広域にわた

る停電が発生したことにより、原子力施設への電力供給が停止したことを踏まえ、

当該原子力施設への電力供給信頼度を更に向上させるための対策の検討等を求め

たものである。

さらに、国は６月７日（再処理施設は６月１５日）に「シビアアクシデントへ

の対応」に関する対策を指示した。これは、東京電力(株)福島第一原子力発電所

の事故を収束させる中で抽出された課題から、万一炉心の重大な損傷等が発生し

た場合でも迅速に対応するための対策を講じることを求めたものである。
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（第２回検証委員会 原子力安全・保安院提出資料）

図３．１－１ 緊急に取り組むべき安全対策の概要

表３．１－１ 原子力発電所に係る緊急安全対策（短期・中長期）の概要

（第２回検証委員会 原子力安全・保安院提出）

○事故の拡大をもたらし、原子力災害に至らせた直
接的原因は、地震・津波により、全電源を喪失し、
全ての冷却機能が失われ、原子炉等を冷却でき
なくなったこと。このため、福島第一と同程度の地
震・津波が襲来し、全交流電源等を喪失したとし
ても、安定的に炉心等を冷却する対策及び津波
の防御対策を講ずる。

緊急安全対策
（全交流電源等の喪失を予防するため

の津波防御対策を含む）

○地震により盛土が崩壊し送電鉄塔が倒壊し、また、
主要変電所の地絡事故を発端とした電力系統の
停止により原子力施設への電力供給が停止した。

このため、非常用電源の多重化や電力系統の信
頼性向上対策を講じる。

電源信頼性向上対策
（全交流電源の喪失を予防）

○福島第一事故を収束するための懸命な作業の中
で抽出された課題から、万一シビアアクシデント
（炉心の重大な損傷等）が発生した場合でも迅速
に対応するための対策を講じる。

シビアアクシデント対策

シビアアクシデントの防止

シビアアクシデントへの対応

フェーズ
緊急安全対策

短 期 中 長 期

完了見込み時
期

１ヶ月目途 １～３年

目 標
（要求水準）

①全交流電源、②海水冷却機能、③使用済燃料貯蔵プール
冷却機能を喪失したとしても炉心損傷、使用済み燃料損傷の
発生を防止

緊急安全対策（短期）の信頼性向上
（冷温停止の迅速化、津波に対する
防護策）

具体的対策

の例

【設備の確保】
・電源車の配備 （原子炉や使用済み燃料プールの冷却用）
・消防車の配備 （冷却水を供給するためのもの）
・消火ホースの配備 （淡水タンクまたは海水ピット等からの

給水経路を確保するためのもの）
等

【手順書等の整備】
・上記の設備を利用した緊急対応の実施手順を整備
【対応する訓練】
・実施手順書に基づいた緊急対策の訓練を実施

【設備の確保】
・防潮堤の設置
・水密扉の設置
・空冷式ディーゼル発電機の設置
・海水ポンプ電動機予備品の確保
・その他必要な設備面での対応

【手順書の整備】

【対応する訓練】

（参考）

電源供給

について

電源車
→緊急対策に必要な機器（タービン動補助給水ポンプ制御、中

央制御室の照明、監視計器等）に限定した電源を供給

空冷式非常用ディーゼル発電機等
→左記に加え、安全上重要な設備

（海水ポンプ等）を駆動できる電源
を供給
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表３．１－２ 日本原燃(株)再処理施設に係る緊急安全対策(短期・中長期)の概要

３.２ 東北電力（株）東通原子力発電所

（１）緊急安全対策等に係る経緯

○緊急安全対策

・３月３０日 原子力安全・保安院は緊急安全対策の実施について指示

・４月２２日 実施状況に係る報告書提出

・４月２８日 中長期対策を追加した補正報告書提出

・５月 ６日 原子力安全・保安院は実施状況について妥当である旨、評価

○外部電源の信頼性の確保

・４月１５日 原子力安全・保安院は外部電源の信頼性の確保について指示

・５月１６日 実施状況に係る報告書提出

・６月 ７日 開閉所等の地震対策について新たな対応を指示

・７月 ７日 開閉所等の地震対策に係る報告書提出

○シビアアクシデントへの対応

・６月 ７日 原子力安全・保安院はシビアアクシデントへの対応に関する措

置の実施について指示

・６月１４日 実施状況に係る報告書提出

フェーズ
緊急安全対策

短期 中長期（信頼性向上対策）

完了見込み
時期

実施済み １ヶ月～１年程度

目標
（要求水準）

津波その他の事象により、①交流電源を供給する全ての機
能、②再処理施設の放射性物質の崩壊熱を除去する機能及
び③水素の発生のおそれがある設備においてその滞留を防
止する機能を喪失した場合に、それらを回復することを可能
とすること

緊急安全対策（短期）の信頼性向上

具体的対策の
例

【設備の確保】
・電源車の配備（貯槽等の冷却、安全圧縮空気系、排風機
等の起動用）

・消防車の配備（使用済燃料貯蔵プールの冷却用） 等
【手順書等の整備】

・上記設備を利用した緊急安全対応の実施手順を整備
【対応する訓練】

・実施手順書に基づいた緊急対策の訓練を実施

【設備の確保】
・電源車を新たに２台確保
・冷却水循環ポンプのバックアップとし
ての消防車等の配備
・新たな水源の確保と資機材等の配
備
・エンジン付き空気コンプレッサーの
配備

（第２回検証委員会 原子力安全・保安院提出）



＊１３ 建屋に設けられた扉，換気，配管やケーブルの貫通部などのシール製を高めることで，万一津波が襲来しても建屋

内には津波が浸水しないようにする。

＊１４ 台風などによる大波や高潮，津波による設備被害を防ぐために設置する壁。

＊１５ 台風などによる大波や高潮，津波による設備被害を防ぐために設置する堤防。
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・６月１８日 原子力安全・保安院は指示に対する措置は適切に実施されてい

る旨、評価

（２）緊急安全対策等に係る国による確認

原子力安全・保安院は、東北電力(株)東通原子力発電所の緊急安全対策等の

内容（４月２２日に報告書提出）について、４月２５日、２６日に行った立入

検査も踏まえ、下記により指示内容が適切に実施されていることを確認した。

①緊急安全対策に係る内容

・訓練は、資機材と人による体制で実施され、その実効性が確保されているこ

と。

・電源車、ポンプ車のつなぎ込みの各種訓練は、複数回実施し、訓練で明らか

になった課題を抽出しそれを反映するという取組がとられていること。

・電源車、ポンプ車は、必要容量が十分確保されていること。

・電源の信頼性向上に対する中長期対策としては、津波の影響を受けない高台

に空冷式の電源追加対策がとられていること。

・津波に対する防護措置としては、海水ポンプの予備品を確保し迅速な復旧対策

がとられること。

・津波に対する中長期の防護対策としては、建屋の水密化＊１３、防潮壁＊１４の設

置、防潮堤
＊１５

の設置対策がとられていること。

②電源の信頼性向上対策に係る内容

（所内電源）

・点検済みの非常用ディーゼル発電機は、常時３台確保されており、発電所が

停止中においても２台以上非常用電源が確保されていること。

・次回の定期点検までには、高台に空冷式ディーゼル発電機が設置され信頼性は

十分確保されていること。



＊１６ 電線を鉄塔，電柱などの支持物で支える際に，電線と支持物の間を絶縁するため絶縁体。一般的に陶磁器製のもの

が使用されている。

- 20 -

（外部電源）

・電源系統の供給信頼性については、上北変電所に全故障があった場合、所

定の時間内に電源を確保することが困難なため、他の変電所から供給可能

となる送電線が新設されること。

・全号機（１号機）には、全送電線が接続されていること。

・送電鉄塔の耐震性等については、基礎安定性評価を実施中で、支持がいし
＊１６

等の耐震性向上対策がとられていること。

・電気設備の津波対策については、開閉所や変圧器への防潮壁等の設置対策

がとられていること。

③シビアアクシデント対策に係る内容

・中央制御室の全電源喪失による換気空調系停止による放射線レベル上昇に伴う

作業環境確保については、電源車による電源確保対策がとられていること。

・構内通信手段（ＰＨＳ）の電源喪失対策については、電源車による強化対策

がとられていること。

・高線量放射線対応防護服の整備については、各発電所において一定数配備し、

かつ各事業者間での相互融通による緊急時対応対策がとられていること。

・津波によるがれき撤去対策については、ホイールローダーが確保されている

こと。

・燃料損傷に伴う原子炉建屋の水素爆発防止対策については、建屋上部の水素

排気口設置（穴開け）作業工程が整備されていること。また、中長期対策とし

ては、水素ベント（溜まった水素を外部に放出する）装置の設置対策がとられ

ていること。
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（資料：第１回検証委員会 東北電力㈱提出）

図３．２－１ 緊急に取り組むべき安全対策の概要



＊１７ 次の主な３つの事項からなる

①緊急安全対策については、津波により３つの機能（全交流電源、海水冷却機能、使用済燃料貯蔵プール冷却機能）を
全て喪失したとしても、炉心損傷等など深刻な事態を避けるために講じた必要な対策
・津波に起因する緊急対応のための機器、設備の緊急点検の実施
・全交流電源喪失、海水冷却機能喪失及び使用済燃料貯蔵プールの冷却機能喪失を想定した緊急時対応計
画の点検と訓練の実施

・所内電源が喪失し、緊急時電源が確保できない場合に、必要な電力を機動的に供給する代替電源の確保
・海水系施設、若しくはその機能が喪失した場合を想定した、機動的な除熱機能復旧対策の準備
・使用済燃料貯蔵プールの冷却やプールへの通常の所内水供給が停止した際に、機動的に冷却水を供給する
対策の実施

・各原子力発電所における構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施
②外部電源信頼性対策については、4月7日の地震により一時的に外部電源が喪失が発生したことによる対策

・原子炉発電所等の外部電源に影響を与え得る電力系統の供給信頼性に関する分析・評価及び更なる信頼性向上対策
の検討

・原子力発電所における送電回線の各号機への接続
・原子力発電所の電源線の送電鉄塔等の評価
・原子力発電所等の開閉所等の電気設備に対する浸水対策

③シビアアクシデント対策については、同事故を収束するための作業の中で抽出された対策
・中央制御室の作業環境の確保
・緊急時における発電所構内通信手段の確保
・高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備
・水素爆発防止対策
・がれき撤去用の重機の配備
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（３）緊急安全対策等に係る検証委員会による確認

本委員会では、緊急安全対策等に係る事業者の対応や国の確認状況を踏まえ

て、国が示した要求事項
＊１７

に沿って、具体的に確認した。

その概要について、対策・対応がなされている内容及び今後の検討課題とし

て委員より出された内容別に示す。（確認の詳細は資料１に記載。）

①緊急安全対策に係る確認

ア．対策・対応がなされている内容

○緊急点検の実施

・国の具体的な検査手法としては、機器や資機材等が整備、準備され、適

切に管理運営されていることを、実際の立ち会いや点検記録により確認

していること。

・緊急安全対策に必要十分な機器であることを国が確認するためのプロセ

スとしては、緊急時対応計画や手順書によりそれらが定められているこ

とや想定される事象に対して適切であるかについて確認していること。

・事業者の技術レベルについては、計画などのヒアリングや実際の訓練に

より国が判断していること。



＊１８ Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）
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○緊急時対応計画の点検及び訓練の実施

・国の訓練の確認手法としては、手順どおりの訓練が行われていることや

バッテリーなどの時間制約（容量８時間）に対して十分余裕をもって電

源車及び注水のためのホースの繋ぎ込みができること等を確認している

こと。

・ＰＤＣＡ
＊１８

サイクルで抽出された改善点に係る国の確認状況について

は、具体的改善点が抽出される方針となっていることを国が確認してい

ること。実際の改善事項としては、夜間訓練の実施や資機材の変更（夜

間のハンズフリーを考慮したヘッドライトの追加）等が出されているこ

と。

○緊急時の電源確保

・電源車のつなぎ込みについては、国が実際に立ち会って余裕のある形で

つなぎ込みが行われていることや、津波による障害等を考慮して複数の

走行ルート及び悪条件下での走行対策（道路陥没による土嚢及び敷鉄板

配備）等が計画されていることを確認していること。

・国が確認したつなぎ込みに要した時間である 2.5 時間は、バッテリーの

稼働時間８時間に対して十分余裕があること。一方で、電源車の燃料は、

軽油タンクの補給を考慮すると約２９日間稼働可能となる対策がとられ

ていること。

・周期の長い地震動による電源車の転倒可能性については、配置場所は舗

装されていることや電源車は左右３０度に傾けても転倒しない仕様であ

り対策がとられていること。

・電源車を代替する設備である大容量電源（８０００ kVA）については、

本年８月末に配備されたこと。

○緊急時の最終除熱機能の確保

・緊急時の注水水源は、想定している河川の水量（小老部川の水量日量最



＊１９ 平成１８年９月１９日付けで原子力安全委員会により改訂された「発電用原子力施設に関する耐震設計審査指針」

等の安全審査指針類に照らして，既に稼働中または建設中の原子力発電所の耐震安全性を評価すること。

＊２０ 水などの液体を高位置から低位置に運ぶ際，液体で充満させた管で繋ぐと，高位置より高い障害物などがあっても，

自然にそれを乗り越えて液体が流れること。ｻｲﾌｫﾝの原理を利用した身近な例：灯油ポンプ
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大２，３００トン可能）が十分であることや、注水のための貯蔵タンク

についても震度６相当の耐震設計でなされていること。

・緊急時安全対策時に使用するモーター等動的なものは、耐震Ｓクラス同

等であり、配管は保守的に肉厚の厚いものを使用し、耐震バックチェッ

ク
＊１９

による耐震補強対策がとられていること。

○緊急時の使用済燃料貯蔵プールの冷却確保

・全交流電源喪失時におけるプール水の計測については、代替電源又は電

源車によりプールの水位及び温度の監視がなされ、非接触温度計による

バックアップも検討されていること。

・プール水の水量確保については、プール水が蒸発して燃料が露出するま

でに１７日程度、使用済燃料が満杯の状態で１０日程度掛かるが、それ

までに電源車による補給水ポンプへの電源供給及び消防車による代替注

水による対策がとられていること。

・プール水の漏水については、サイフォン
＊２０

による漏水（リーク）対策

及び地震によるスロッシングのプール水漏水対策もなされていること。

○各発電所の構造を踏まえて当面必要となる対策等の実施

・建屋の浸水対策については、海底ケーブル又は配管を通じた発電所本館

貫通箇所への充填剤の挿入及びシール材の被覆対策がなされているこ

と。また、重要機器を収納する室は、水密扉で区画されていること。

・建屋扉への水圧対策については、約２ｍ（津波高さ１５ｍ）の水圧に対

し防水のためのシール材（厚さ２ｍｍのクロロプレーンゴムで約２ｍの

静水圧時の掛かる引っ張り強度の１０倍以上）も含めて十分な強度を有

しており、仮に重要機器を有する建屋への内部浸水が生じた場合でも、

排水対策が考慮されていること。
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・非常用発電機器等の設置が計画されている高台の土地は、平坦であり地

滑り等の発生する可能性がないこと。

・国からの指示により、敷地周辺の耐震設計上考慮しないと評価された断

層については、活動化している断層は確認されていないこと。

イ．今後の検討課題として出された内容

○訓練については、東京電力（株）福島第一原子力発電所で起きた事象以外で

のシビアアクシデントを想定した訓練についても検討すべきであること（訓

練のあり方として配管が破断するケースの想定等についても強化すべき課題

としている（国））。

○訓練については、時間の経過によりハード面や人の考え方、組織体も変化す

ることから、厳冬期の訓練やエラーなどを入れた訓練、より現実的なシナリ

オに基づく訓練、県民に公開する訓練など、様々な不利な条件化での訓練が

必要であり、ＰＤＣＡサイクルできっちりと回すことが大事であること。

○ポンプの浸水対策としては、冠水しても機能が喪失しないポンプ技術の開発

の取組みも重要なこと。

○地震、津波想定については、中央防災会議や地震調査研究推進本部等の検討

状況を注視し、新知見を踏まえ対応していくとともに、ＧＰＳ波浪計などの

リアルタイムの観測データの活用可能性の検討も考慮すべきであること。

○緊急安全対策は、恒久的対策までの繋ぎとしてではなく、多重防護性の観点

から、例えば電源車なり消防ポンプ車の配備について恒久的対策として考慮

すること。

○事業者は、国が行う規制とは別に、県内の事業者間で様々な安全情報を共有

していく仕組みを構築していくこと。

②外部電源信頼性対策に係る確認

ア．対策・対応がなされている内容

○外部電源の信頼性評価

・電力系統の信頼性は、バッテリー容量８時間以内の復旧が判断基準となっ

ていることから、上北変電所を経由しない新たな送電線を設置し、六ヶ所



＊２１ 発電所で発生した電力を系統へ送り出すために，発電所構内や送電線の途中に設置される中継基地（開閉所）を，

回路から切り離すためのｽｲｯﾁ。
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変電所についても直接送電線を引き込む対策がなされていること。

・電力系統の強化対策としては、十和田幹線（５００ｋＶ）、北上幹線（５

００ｋＶ）の運用開始時期を前倒しして広域的な停電防止が図られている

こと。(図３．２－２)

○全送電回線の全号機への接続

・東通原子力発電所 1 号機は、５００ｋＶ線路２回線、６６ｋＶ線路１回線

の計３回線すべてが接続されていること。

○送電鉄塔等の耐震性及び基礎の安定性の評価

・送電鉄塔は、兵庫県南部地震の被害状況を踏まえた風圧荷重基準（平均風

速毎秒４０ｍ）で設計されており、これにより耐震基準も満たされている

こと。

・積雪対策としては、送電鉄塔着雪による強度面での設計及び送電線の着雪

対策も実施されていること。

・開閉所断路器
＊２１

は、過去の地震対策により、機器架台の筋交い補強対策

が既に実施されていること。また、今回の一連の地震による送電鉄塔の倒

壊はなかったこと。なお、送電線支持がいしの被害(１７箇所)を踏まえ、

原子力電源線の支持がいしには、免震金具が１１月までに取り付けられる

こと。

・盛土の崩壊、地すべり箇所、急傾斜地の崩壊による基礎の安定性等の影響

については、改めて空中写真等で地形を確認し、懸念事項があるものにつ

いては、専門家による現地調査を行い評価し、必要な実施対策がとられて

いること。

○開閉所等の電気設備に対する浸水対策

・所内電源設備の津波対策としては、敷地高さ１３ｍに対し個別に２ｍの防

潮壁を設置し、さらに非常用電源盤の建屋内設置と建屋内扉の水密化の対

策により、設備の機能維持が図られていること。



＊２２ 空調機の排気側に設けられた空気調節弁

＊２３ 発電所構内で作業現場間での情報伝達などに使用されている通話設備。構内一斉放送や個別通話が可能。
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・電源ケーブルについては、地下トレンチ内に敷設することにより、保護対

策がとられていること。

イ．今後の検討課題として出された内容

特になし。

(第２回検証委員会 東北電力㈱提出資料)

図３．２－２ 送電線新設後の電力系統概要図

③シビアアクシデント対策に係る確認

ア．対策・対応がなされている内容

○中央制御室の作業環境の確保

・全交流電源喪失時における中央制御室の作業環境については、電源車によ

る非常用換気空調設備（再循環系）の運転が可能なこと。

・原子炉建屋が高放射線量となる場合には、中央制御室の給気および換気ダ

ンパー＊２２が自動的に閉鎖し外気から隔離され、かつフィルターにより放

射性物質が除去されること。

○緊急時における発電所構内通信手段の確保

・通信手段としては、構内ＰＨＳやページング設備
＊２３

が配備されており、

各設備が有している蓄電池等により一定期間の通信機能が確保されるこ

と。また、事業者は、独自の回線による自治体への通信手段についても検
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討されていること。

・長時間の全交流電源喪失に対しては、高圧電源車及び低圧エンジン発電機

により通信設備への電力が供給されること。

○高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備

・体制整備については、放射線管理要員（東通発電所で２５名）に加え、補

助要員の確保、緊急時の社員教育もなされており、緊急時の高線量対応防

護服や線量計等の資機材に加え応援態勢ができていることを国が確認して

いること。

・非常用ディーゼル発電機等からの電源供給ができなくなった場合について

は、大容量電源車により、モニタリングポスト４基及び可搬型モニタリン

グポスト２台での放射線量測定が可能となる対策がとられていること。

○水素爆発防止対策

・原子炉建屋への穴開け作業時期は、十分な時間的余裕がある段階（全交流

電源が喪失し、かつ電源車をつなぎ込みできないと判断した段階、もしく

は電源車をつなぎ込み、原子炉隔離時冷却系による注水を継続した場合に

格納容器圧力が上昇する約３１時間以内）で実施することが手順書に明確

化されており、さらに訓練を通して作業の実効性が確保されていること。

・原子炉建屋への穴開け作業は、前段として水素放出に至るまでの事故全体

の発生頻度を押さえる様々な対策がとられた上でなされるもので、どのよ

うな事態が起きても人により確実で柔軟に対応できる対策であること。

・屋上へ出入りする部分は、防雪ネットを設置するなど、積雪寒冷地である

気候特性も考慮されていること。

○がれき撤去用の重機の配備

・漂着物やがれき撤去のためのホイールローダー（最大掘起力：約６，８０

０ｋｇｆ）が配備済みなこと。

・ホイールローダーで撤去できないことが想定される４種類の石油タンク等

大型施設の流失対策としては、それぞれ評価がなされており、敷地高さプ

ラス２ｍの津波に対しては流失されないこと。また、電源車等のアクセス

ルートも複数確保されていること。



＊２４ 原子力安全委員会が、耐震安全性をより高めるため、地震学、地震工学等の最新の知見を踏まえ、平成１８年９月

に改訂した耐震設計審査指針

＊２５ 改訂した耐震設計審査指針に基づき、原子力安全・保安院が原子力事業者等に対して行った耐震安全性の再確認。

東原子力通発電所については、平成20年4月より耐震バックチェックの審査が開始され、途中中断はあったものの、

平成２３年１０月３１日より再開され、現在検討中である。
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イ．今後の検討課題として出された内容

○シビアアクシデントが発生する場合の対策は、青森県の特徴を踏まえ、豪雪

により道路が利用できないなど、もう一歩踏み込んだ厳しい気候条件下で自

主的に検討すること。

○万一、ベント(水素爆発防止対策）を行う場合には、地域住民への安全対策

を十分検討することや中長期対策として計画されている水素ベント装置や水

素検知機の早期設置に努めることが重要であること。

○シビアアクシデントは、非常な不確かさや多様性があることを踏まえた対策

も重要であり、行動科学の専門家の意見を取り入れ、各社のプラントの仕組

みやシビアアクシデントも理解し、適切に判断する仕組みづくりが必要であ

り、国においてもシビアアクシデントを想定した中長期的な規制対策を行う

ことが重要であること。

④ 想定地震・津波に係る検討状況

東通原子力発電所における地震・津波対策については、現在、新耐震指針
＊２４

に基づく耐震バックチェック
＊２５

の検討中であり、本委員会では、地震・津波

に係る過去の文献調査や史実等の反映状況について確認した。なお、同指針に

基づく設計用地震動および想定津波高さ等については、以下のとおりである。

○設計用地震動

・想定地震については、プレート間地震、内陸地殻内地震（活断層地震）及

び海洋プレート内地震の３つの震源を特定して策定するタイプの地震動と

震源を特定せず策定する地震動の検討を行っていること。算定結果として、

想定三陸沖北部の地震（プレート間地震、Ｍw８．３）は最大１２０ガル、

横浜断層による地震・敷地東方沖断層による地震（内陸地殻内地震、Ｍ６．
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８）は最大３３０ガル、想定十勝沖の地震（海洋プレート内地震、Ｍ８．

２）は最大１８０ガル、震源を特定せず策定する地震動は４５０ガルとな

っており、特に今回問題になっているプレート間地震や海洋プレート内地

震については余裕のある結果となっていること。（図３．２－３、図３．

２－４）

○地震による想定津波高さ

・敷地付近で記録がある津波は、１９６８年のＴ．Ｐ．＋２．４ｍである

が、文献調査等により、敷地に最も影響を及ぼした津波として１８５６

年安政３年（プレート間地震）の津波を抽出し、敷地全面の最高高さと

満潮位を考慮した解析ではＴ．Ｐ．＋６．５ｍであること。土木学会手

法による波源、数値シュミレーション誤差等を考慮したパラメータスタ

ディでは、Ｔ．Ｐ．＋８．８ｍであることから、現状の敷地高さ１３ｍ

は余裕のある高さとなっていること。(図３．２－５)

○設置予定の防潮堤を含めた敷地の高さ

・１３ｍの敷地高さに更に２ｍの防潮堤を構築した高さ（１５ｍ）は、過

去の史実や文献調査等から想定される最大限の津波高さ（８．８ｍ）に

比して、６ｍ以上の余裕を有していること。(図３．２－６)
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（第４回検証委員会 東北電力(株)提出資料）

図３．２－３ 想定地震の検討

（第４回検証委員会 東北電力(株)提出資料）

図３．２－４ 想定活断層（内陸地殻地震）
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(第４回検証委員会 東北電力(株)提出資料）

図３．２－５ 想定津波高さ

（第４回検証委員会 東北電力㈱提出資料）

図３．２－６ 想定津波高さに対する防潮堤高さ



＊２６ 種々の活動に潜むﾘｽｸをあらかじめ把握し，必要な対策を講じることでそのﾘｽｸを回避もしくは最小化すること。

- 33 -

（４）緊急安全対策等に係る検証委員会独自の視点による確認

① 確認の視点

検証委員会では、今回の緊急安全対策の中で、国が示した要求事項に沿っ

て確認等を行ってきたが、さらに独自の視点から、次の課題について具体的

に確認を行った。

■多重防護性

○異常や事故等の進展に合わせて、各対策が全体像で最適な対策として組み

立てられているのか、例えば防潮堤を設置することによって敷地内の排水

問題により機能回復対策が遅れるなど、各対策間でトレードオフ（相反）

が生じていることはないかについて、確認することが重要である。

○特に今回の安全対策については、リスクマネジメント
＊２６

の視点からも、大

規模な事象であればあるほど発生防止対策以上に緩和対策、そして重要な

機能の回復対策が考慮されていることが極めて重要であり、そのような視

点での確認が必要である。

■対策が機能しないリスク要因の抽出と対応

○各対策が効果的に機能するためには、それを阻害する可能性のある潜在的

なリスク因子を可能な限り抽出し、それへの対応を予め検討し、リスクの

最小化を図ることが重要である。

○特に本県が積雪寒冷地であるなどの特性を踏まえたリスク因子の抽出やそ

れへの対応を整理することが大切である。

■河川からの津波遡上への対応

○地震･津波への対応の再確認である。今回の東京電力(株)福島第一原子力発

電所の事故の主因となった地震・津波について、緊急安全対策が十分であ

るのかどうかの確認である。
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○特に発電所施設周辺の河川における津波遡上への対応についても確認する

ことが重要である。

② 事業者の検討状況

これらの課題について、事業者の検討結果は以下のとおりである。

ア 多重防護性

○東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故においては、地震による外部電

源の喪失とその後の津波による海水系冷却機能の喪失、地震後起動してい

た非常用ディーゼル発電機の機能喪失より、全交流電源が喪失されたこと。

○次に、緊急時に原子炉を冷却する機能である原子炉隔離時冷却系のバッテ

リー枯渇により機能を停止し、さらには格納容器内の圧力を低下させるた

めのベント（電気信号で開閉）が、電源喪失の中で機能しなかったことが、

炉心冷却機能の喪失となり、水素爆発を生じさせ、放射性物質の大量放出

へとつながったこと。

○このことを踏まえ、今回の緊急安全対策では、東京電力(株)福島第一原子

力発電所で起こった「機能喪失の連鎖」を防止するための緊急の短期対策

としては、

・仮に津波が敷地内に浸水した場合でも、海水（冷却）系機能や非常用電

源機能の喪失を防ぐために、当該建屋の扉の健全性を確認するとともに、

ゴムシールによる防水性の向上が図られていること。

・外部電源の喪失に対しては、十和田・北上幹線の運用開始を前倒しして

広域的な停電の防止を図ることにより、全交流電源の機能喪失を防止す

る対策がとられていること。

・仮に全交流電源が喪失した場合の対応としては、最低限原子炉内の水位

の維持を確保するという観点から、緊急時の炉心冷却装置（バッテリー

駆動）である原子炉隔離時冷却系を継続して駆動させるために、電源車

を配備し、それによる電源の供給により水位の維持を行うと共に、これ

に必要とされる水を補給するための消防車を配置して対応されているこ

と。また、この電源車により、格納容器のベントを行うとともに、手動

での対応も可能とする手順が整備されていること。
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・上記の対策が機能しなかった場合の対策としては、消防車による直接原

子炉圧力容器や使用済燃料プールへ代替注水により、水位が維持される

こと。

以上の多重の対策により、燃料の損傷や放射性物質の大量の放出を抑制で

きる対策がとられていること。

○このような短期対策に加えて中長期対策としては、

・津波の浸水を防止する観点から、防潮堤・防潮壁の設置、扉の水密性の

向上対策がとられること。また、上北変電所を経由しない新たな送電線

の新設により、外部電源の信頼性がさらに高められること。

・さらに、短期対策で配備していた電源車に代えて、移動が不要な大容量

電源装置を配備することや浸水し機能喪失した海水冷却系ポンプを早期

に機能回復させ、除熱機能を確保するための対策も講じられること。

以上の対策により、最終的には原子炉が冷温停止されること。

（図３．２－７、図３．２－８）

○次にこれらの対策が、発生防止、影響緩和、機能回復という３つの側面で

適切に考慮されていることや、ひとつの対策が別の対策の有効性を妨げる

要因となっていないことについての確認については、

・敷地への浸水対策については、発生防止の観点から、余裕のある敷地高

さに中長期対策として防潮堤や防潮壁が設置されること、緩和対策とし

て敷地内に浸水したとしても建屋扉の水密化が図られること、さらに機

能回復対策としては、万一建屋内に浸水してきたとしても排水用機材に

より排水が可能であること、今後設置を計画している防潮堤については、

新たに排水対策（防潮堤内部からのみの排水対応、放水路の検討）が考

慮されていること。

・電源対策については、発生防止の観点から、送電系統の多重化が図られ

ることや緩和対策としては、電源喪失したとしても電源車や大容量電源

装置が配備されること、さらに機能回復対策としては、非常用ディーゼ

ル発電機を機能回復（海水系回復）させるために、海水ポンプモーター

の洗浄や予備品の確保、代替ポンプが配備されること。

・原子炉の注水・冷却対策については、発生防止の観点から、隔離時冷却
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系による注水が行われることや緩和対策としては、補給水ポンプ又は消

防車により代替注水が行われること、機能回復対策としては、水冷式の

非常用ディーゼル発電機を回復させる対策がとられること。

以上のように、発生防止、影響緩和、機能回復という３つの側面での対策

が考慮されている。（表３．２－１）
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（第４回検証委員会 東北電力(株)提出資料）

図3.2-7 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の進展を踏まえた緊急安全対策（短期）

（第４回検証委員会 東北電力(株)提出資料）

図3.2-8 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の進展を踏まえた緊急安全対策（長期）
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表３．２－１発生防止、影響緩和、機能回復の視点での対策

（第４回検証委員会 東北電力㈱提出資料）

発生防止 影響緩和 機能回復

浸
水
対
策

【敷地への浸水を防止する】
○余裕のある敷高

○防潮堤，防潮壁の設置
（平成25年度中）

【敷地から建屋への浸水を防止する】
○建屋扉の防水対策（済）

○建屋扉の水密化（平成25年度中）

【浸水を排出する】
○建屋内排水用資機材手配済

および 手順整備済
○防潮堤内の排水対策（平成25年度中）

電
源
対
策

【外部電源を確保する】
○多重化された送電系統
○北部系統（50万V）前倒運開
○外部電源の信頼性向上
・上北変電所バイパス送電線の新設
（Ｈ２６年度中）

・免震金具取付け（H23.11）
・基礎の安定性評価（H23.9）

【所内の電源を確保する】
○電源車の配備（済）

○大容量電源装置の配備（H23上期）

○常設非常用発電機の配備

（H25年度以降）

【非常用ＤＧを復旧する（海水系復旧）】

○海水ポンプモータ洗浄・乾燥装置の配
備（H23上期）

○代替非常用海水ポンプの配備
（H24.6）

○海水ポンプモータ予備品確保
（H24上期）

注
水
・冷
却
対
策

【原子炉に注水する】
○原子炉隔離時冷却系による

原子炉注水

【代替注水を確保する】
○補給水ポンプによる代替注水（済）

○消防車による水補給，代替注水（済）

○格納容器ベント強化手順整備（済）

【残留熱除去系を復旧する】
○同上

【燃料プールに注水する】

○燃料プール補給水ポンプに
よる注水

【代替注水を確保する】
○補給水ポンプによる代替注水（済）

○消防車による代替注水（済）

【燃料プール冷却系を復旧する】
○同上

【シビアアクシデント発生後の措置の迅速化】
○中央制御室の作業環境確保 ○水素爆発防止対策 ○がれき撤去用重機の配備
○発電所構内通信手段の確保 ○放射線資機材の確保および放射線管理の体制整備
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イ 対策が機能しないリスク要因の抽出と対応

○青森県の地域特性を考慮しつつ、主な安全対策（防潮堤機能、電源車機能、

注水機能、格納容器ベント機能等８つの機能）を阻害する可能性のある潜

在的な因子を設定して、それらに対する対策により、安全対策が有効に機

能する。（表３．２－２）

表３．２－２ 主な安全対策のリスクと対応

黒：実施済 赤：今後実施予定

主なリスク 因 子 現 象 対 策

防潮堤の破損 波力・地震力を想定し設計，ｺﾝｸﾘｰﾄによる法面強化（今後実施）

防潮堤の 防潮堤内への浸水 建屋扉の防水対策，建屋扉水密化（今後実施）

機能喪失 地震・津波 建屋内浸水の排水，防潮堤内の排水（防潮堤の設計と併せ今後検討）

建屋扉の歪み 大規模地震時の建屋歪みは非常に小さいく，扉と干渉しない

ゴムシールは扉側に固定され，建屋側には固定してないため，損傷しない

構内道路の不通 複数ルート確保（手順書に規定）

地震・津波 ホイールローダー配備，トラック，道路補修鉄板および土嚢配備

電源車の浸水 高台（＋１８ｍ）への配備

電源車の 積雪・凍結 構内道路の不通 降雪期の恒常的除雪，ホイルローダーを使用した除雪

機能喪失 電源車の凍結 寒冷地仕様車を配備

電源車の故障 近隣営業所からの緊急出動体制整備

故障 １台故障時の対応手順の明確化（今後手順書に規定）

つなぎ込み不可 複数接続手段（構内配電線・建屋電源盤）を確保

ケーブル接続箱の設置

原子炉隔離時冷却系ポンプ 水密扉で区画された部屋に設置，建屋内浸水の排水

の浸水 代替注水手段を複数確保（復水移送ポンプ，消火ポンプ）

原子炉隔離時冷却系 耐震Ｓクラスであり大規模な地震に対して健全性確保

ポンプの破損 代替注水手段を複数確保（復水移送ポンプ，消火ポンプ）

蓄電池の浸水 建屋扉の防水対策，建屋扉水密化（今後実施）

建屋内浸水の排水

注水の 地震・津波 蓄電池の破損 耐震Ｓクラスであり大規模な地震に対して健全性確保

機能喪失 代替注水用ポンプの浸水 復水移送ポンプは水密扉で区画された部屋に設置

消防車による代替注水，可搬消防ポンプ配備（今後実施）

代替注水用ポンプ・配管等 大規模な地震に対する機能維持確認

の破損 消防車による代替注水，可搬消防ポンプ配備（今後実施）

タンクの倒壊 大規模な地震に対する機能維持確認，

複数の水源用タンクを確保（純水タンク，ろ過水タンク，復水貯蔵槽，防火

水槽，原水槽），河川水（小老部川）の給水，海水の給水

小老部川上流地すべり 地すべりによる取水支障がないことを確認

消防車の浸水 大津波警報発令時の高台（＋１８ｍ）への退避（手順書に規定）

構内道路の不通 複数ルート確保（手順書に規定）

ホイールローダー配備，トラック，道路補修鉄板および土嚢配備



- 40 -

黒：実施済 赤：今後実施予定

主なリスク 因 子 現 象 対 策

構内道路の不通 降雪期の恒常的除雪，ホイールローダーを使用した除雪

タンク・配管の凍結 配管は埋設トレンチ内に設置，タンクに保温材を設置（厳寒を想定し

積雪・凍結 ても数日間凍結しないことを確認）

注水の 消防ホース凍結 予備ホースの配備

機能喪失 凍結防止を考慮した通水手順の明確化（冬季までに手順書に規定）

代替注水ポンプの故障 消防車での代替注水，可搬消防ポンプ配備（今後実施）

故障 消防車の故障 可搬消防ポンプ配備（今後実施）

消防ホースのつなぎ込み 原子炉注水のつなぎ込み手段複数確保（今後実施）

不可 燃料プールのつなぎ込み手段複数確保（屋内消火栓，直接注水）

格納容器

ベント機能 故障 電源供給不能 手動での操作（手順書に規定）

喪失

地震・津波 ポンプ・配管等の破損 耐震Ｓクラスであり大規模地震で健全性確保

海水ポンプ ポンプ・配管等の流出 海水熱交換器建屋内に設置

復旧機能 積雪・凍結 配管凍結 海水熱交換器建屋内に設置

喪失 故障 復旧資機材の故障 複数手段を確保（モータ洗浄・乾燥復旧資機材確保，

予備モーター確保・代替非常用海水ポンプ（今後実施））

地震・津波 構内道路の不通 原子炉建屋内に資機材を配備，作業員は徒歩でアクセス

資機材の損傷，浸水 原子炉建屋内の上層階に資機材を配備

構内道路の不通 原子炉建屋内に資機材を配備，作業員は徒歩でアクセス

原子炉建屋 積雪・凍結 資機材の凍結 原子炉建屋内に資機材を配備

水素滞留 作業エリアの積雪・凍結 除雪スコップの配備

防止機能 屋上アクセス用昇降ラダー周囲への防雪ネット設置（冬季までに実施）

喪失 故障 作業資機材の故障 エンジン発電機予備確保，コアドリル予備確保（今後実施）

爆発 滞留した水素への着火 滞留前の穴あけ（手順書に規定）

燃料プール コンクリート片の落下 燃料プールに落下しない穴あけ位置（手順書に規定）

内燃料破損

地震・津波 緊急時対策所の倒壊 官公庁災害拠点施設の基準に基づく耐震性確認

緊急時対策所の浸水 事務棟上層階に設置

積雪・凍結 社宅・寮からの道路不通 近距離の寮からアクセス

故障 連絡装置の機能喪失 電源車等による通信設備の電源確保（保安電話）

移動無線，衛星電話の配備

対応体制の 現場作業員被ばく 放射線管理用資機材・要員の確保

機能喪失， 放射線管理 高線量対応防護服配備（７月末配備）

低下 放射線管理要員不足 社内応援体制の整備

放射線管理資機材不足 事業者間融通体制整備

構内ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能喪失 可搬型モニタリングポストの配備

要員不足 召集体制の整備，地震時自動出社体制

人的要因 近距離の寮からアクセス

判断ミス，判断遅延（海 責任者・判断基準を明確化（手順書に規定）

水注入，ベント等）， 作 訓練による習熟，手順・資機材の継続的改善（今後実施）

業ミス，作業遅延 専門家の意見を踏まえた訓練方法の改善（今後実施）

（第４回検証委員会 東北電力㈱提出資料）
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ウ 河川からの津波遡上への対応

○発電所敷地に隣接する小老部川からの津波遡上

・現在耐震バックチェックの検討中である土木学会手法解析（Ｔ．Ｐ．＋

８．８ｍ）を前提とした津波遡上範囲、敷地背後からの浸水の可能性に

ついては、敷地北側の小老部川の津波遡上高さ９．９ｍより求められる

遡上エリア境界と敷地は１００ｍ程離れており、１３ｍの敷地高さに更

に２ｍの防潮堤を構築することから、津波が回り込むことはないこと。

(図３．２－９)

・小老部川に洪水と津波が同時に発生した場合についても、取水ダムが高

さ１５．５ｍにあり、取水ポンプ室の高さが２０．７ｍであることから、

小老部川の計画高水流量（約１００ｔ／ sec）を考慮した水位（１．５

～２．７ｍ）に津波の遡上高さ９．９ｍを考慮しても、更に５ｍ程度の

余裕があり、敷地内への浸水の可能性は極めて低いこと。また、多重防

護性で示されたように多段階による防護対策が考慮されていることか

ら、仮に敷地高以上の津波が襲来したとしても炉心損傷の防止及び放射

性物質の放出を抑制できること。

以上のことから、地震による小老部川からの津波遡上についての対策が講じ

られていること。
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（第４回検証委員会 東北電力㈱提出資料）

図３．２－９ 小老部川での津波の遡上に対する発電所の安全性
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③ 独自の視点による確認結果

本委員会では、事業者から説明のあった内容について以下のとおり確認した。

（なお、確認事項の詳細は資料１に記載。）

○「多重防護性」については、異常や事故等の進展に合わせて多重に対策がと

られており、さらにこれらの対策が、発生防止、影響緩和、機能回復という

３つの側面で考慮されていること。特に、津波による浸水の機能回復対策と

して、建屋内に浸水した際の排水対策や防潮堤内の排水対策も新たに検討さ

れていること。

○「対策が機能しないリスク要因の抽出と対応」については、主な安全対策を

阻害する因子や具体的な現象を想定し、対策が検討されていること。特に、

積雪・凍結対策については、機器資材等の建屋内への設置、配管の埋設トレ

ンチ内への敷設、タンクへの保温材の設置等の対策がとられていること。

○「河川からの津波遡上への対応」については、発電所施設周辺にある小老部

川からの津波遡上高さについて、その背後からの回り込みについても検討さ

れており敷地内への浸水の可能性は極めて低いこと。
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３.３ 日本原燃(株)再処理施設

（１）緊急安全対策等に係る経緯

○外部電源の信頼性の確保

・４月１５日 原子力安全・保安院は外部電源の信頼性の確保について指示

・５月１６日 実施状況に係る報告書提出

・６月 ７日 開閉所等の地震対策について新たな対応を指示

・７月 ７日 開閉所等の地震対策に係る報告書提出

○緊急安全対策

・５月 １日 原子力安全・保安院は緊急安全対策の実施について指示

・５月３０日 実施状況に係る報告書提出

・６月 ９日 報告書改正版提出

・６月１５日 原子力安全・保安院は実施状況について妥当である旨、評価

○原子力発電所におけるシビアアクシデント対応を踏まえた再処理施設におけ

る措置

・６月１５日 原子力安全・保安院は原子力発電所におけるシビアアクシデン

ト対応を踏まえた再処理施設における措置の実施について指示

・６月２２日 実施状況に係る報告書提出

・７月 ８日 原子力安全・保安院は指示に対する措置は適切に実施されてい

る旨、評価

（２）緊急安全対策等に係る国による確認

原子力安全・保安院は、日本原燃(株)の緊急安全対策等の内容（５月３０

日に報告書提出）について、６月１日、２日に行った立入検査も踏まえ、下

記により指示内容が適切に実施されていることを確認した。

ア 緊急安全対策

・緊急時対応計画等に基づき訓練が実施され、その反映事項が検討されて

いる等手順の確立や継続的な改善の仕組みとなっていること。

・緊急時の電源確保として、電源車・ポンプ車の配備状況及び必要容量が
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確保されていること。

・非常用発電機の多重化対策として、再処理施設は本体設備に非常用発電

機が２台（他に運転予備用１台）、使用済燃料貯蔵プールに２台あるが、

そのうち１台が定期点検等となっても複数台の非常用電源を確保できる

ように、更に１台増設する計画がなされていること。また、増設までの

間は電源車等により非常用発電機の代替をすること。

ただし、検査後の本格運転を踏まえた対策については別途事業者から報告が

なされるため、これについては改めて現場の確認をしていく。

イ 外部電源の信頼性確保

・日本原燃(株)では、上北変電所を経由しない新たな送電線から分岐させ

た予備電源線を引き込むとしており、本対策は適切であり、今後、実施

状況について厳格に確認していく。

ウ 原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応を踏まえた措置

・非常用換気空調設備は元々整備されており、その運転に必要な手順書も

策定されていること、また、換気空調系にヨウ素除去フィルターを設置

する計画であること。

・全交流電源喪失時においても通信装置への電源供給が可能なこと。また、

蓄電池等による非常用照明が設置され作業時に使用可能であること。

・高線量対応防護服等の資機材が配備されていること、要員の業務従事体

制が整備されていること、また、原子力事業者間における資機材の貸与

及び要員の派遣協力協定が締結されていること。

・再処理施設には積雪対応用のホイールローダーが配備されており、これ

がガレキ類の撤去するために必要な能力があること。また、その運転要

員を待機させていること。

ただし、再処理施設の特徴を見据えて安全の向上を図る必要があることか



＊２７ 原子力発電所の設計の妥当性を確認することを目的として選定した事象。

＊２８ シビアアクシデントに至るおそれのある事態が発生しても，それが拡大することを防止し，万一シビアアクシデン

トに拡大した場合にも，その影響を緩和するための対策。
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ら、設計基準事象
＊２７

を超えた事象が万一発生した際のアクシデントマネジ

メント
＊２８

については、今後、一層の充実を図ることが必要である。

（３）緊急安全対策等に係る事業者による更なる検討

事業者が、委員会での議論を踏まえて、安全対策のリスクやその対応策を

更に検討した結果は、以下のとおりである。（図３．３－１）

ア 主な安全対策のリスクと対応策

緊急安全対策が効果的に機能するために、阻害する可能性のある潜在的

なリスク因子を可能な限り抽出し、対応を予め検討し、リスクの最小化を

図る。（表３．３－１）

特に本県が積雪寒冷地であるなどの特性を踏まえたリスク因子の抽出を

行い対応を検討した。（表３．３－２）
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（第６回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）

図３．３－１緊急に取り組むべき安全対策の概要

あああああああああああああああああああああ
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表３．３－１ 主な安全対策のリスクと対応策

・緊急安全対策について、再処理工場立地場所の特性を考慮して、機能を阻害する因子から対策
が機能しない現象を抽出

・抽出された現象に対して、対策を検討

主なリスク 因子 現象 対策

・複数のルート確保

地震 構内道路の不通 ・ホイールローダの配備、構内道路について

は中越沖地震を受け一部補強済み

構内道路の不通 ・降雪期の除雪

電源車の機能喪失 積雪・凍結 凍結 ・寒冷時でも対応可能な電源車を配備

・排気口扉にヒーターを設置

・予備品の確保

故障 電源車の故障 ・想定される故障要因に対する対応手順を

準備

・複数の水源確保（防火水槽、消防用水貯

タンクの倒壊 槽、貯水槽、沢等）

・地中設置

地震 代替水源の地すべり ・地すべりによる取水支障が無いことを確認

・複数のルート確保

構内道路の不通 ・ホイールローダの配備、構内道路について

注水の機能喪失 は中越沖地震を受け一部補強済み

構内道路の不通 ・降雪期の除雪

積雪・凍結 構内水源の凍結、消 ・地中設置

防ホースの凍結 ・予備ホースの配備、凍結防止を考慮した手

順を準備

消防車の故障 ・別の消防車又は予備ポンプの配備

故障 可搬式消防ポンプの ・予備ポンプの配備

故障

緊急時対策所 ・免震構造の緊急時対策所を設置中

構内モニタリング機能 ・免震構造のモニタリングポスト配備

の喪失

地震 ・緊急時安全対策に係る対応は、直員で対

社宅・寮からの道路 応可能

不通 ・非常時要員については複数の移動ルート

あり

通信手段 ・発電機による通信手段の確保（社内連絡）

対応体制の機能喪 電源喪失 ・衛星電話の配備（社外連絡）

失、低下 構内モニタリング機能 ・モニタリングポストに発電機を配備

の喪失

・高線量対応防護服、全面マスク、線量計な

現場作業員被ばく どの資機材配備（タングステン入り防護服：

８月末までに配備予定）

放射線管理 放射線管理要員不足 ・社内体制の整備

放射線資機材不足 ・事業者間融通体制の整備

構内モニタリング機能 ・可搬式モニタリングポストの配備

の喪失

（第５回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）
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表３．３－２ 冬期を考慮した対応

（第５回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）

イ 過去の震災や事故の教訓への対応

また事業者は、これまでに起きた震災や事故の教訓を踏まえ、道路補強

対策や電源車の配備など、自主的な対応を含む対策を実施している。（表

３．３－３、表３．３－４、図３．３－２）

◆ 冬場環境条件（２月：年間を通して最も厳しい時期）
気温：（平均）－１．２℃，（最低）－１２．３℃
積雪深 ： [尾駮] 平均５６ｃｍ，最大１５７ｃｍ（平成16～20年度）

◆ 緊急安全対策に係る主な冬季対策の例

［出典］ 原子力施設環境放射線調査報告書
(青森県，H21年度報)

対応項目 概要

①アクセス道路の確保（除雪対応）
構内（必要資機材保管場所までのルートを含む）やモニタリ

ングポストまでの除雪を実施

②水源等の凍結

防止対策

・屋内消火栓、屋外消火栓

屋内消火栓は、凍結防止策を講じている。

屋外消火栓は、バルブを開放しない限り、地上部分に水が

入らないため凍結しない。

・防火水槽 地中設置のため凍結しない。

・消火用水貯槽 建屋内の地下設置のため凍結しない。

・貯水槽 地中設置のため凍結しない。

・消火系配管 地中埋設および建屋内のため凍結しない。

③緊急安全対策

機器等の凍結

防止対策

・電源車

・常時バッテリーへ電源供給。

・寒冷時でも対応可能な電源車を配備。

・排気口扉にヒーターを設置。

・消防車 ・水タンク，タンク吸水コックにヒーターを取付。

２５
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表３．３－３ 過去の震災や事故の教訓への対応

（第５回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）

震災・事故 主な対応（改善点）

平成６年

三陸はるか沖地震

平成７年

阪神・淡路大震災

防災関連
・青森県内震度４以上の地震が観測された際の当社施設の状況を発信するルールを

策定

平成９年

東海再処理工場アスファルト固

化施設における爆発事故

防災関連 ・消火体制強化のため、化学消防車１台を配備及び消火専門隊を設置

平成１１年

ＪＣＯ臨界事故

防災関連

・原子力災害対策特別措置法の制定により、原子力事業者防災業務計画を策定（防

災組織の設置、防災資機材の整備、特定事象発生時の通報連絡体制の整備などを

規定）

・原子力事業者間協力協定を締結

臨界関連

・全濃度安全形状寸法管理機器から一般形状機器への移送経路において臨界が発

生した際の未臨界措置を実施するため、中性子吸収材を注入するために必要な資機

材の配備及び手順の作成

平成１９年

中越沖地震

耐震関連
・耐震バックチェックの評価に反映

・耐震新知見の収集評価体制の強化

防災関連

・衛星電話の設置、化学消防車に加え小型消防車（不整地走行用）１台を配備

・震度６弱の地震が発生した場合に非常時対策要員及び自衛消防隊は自主的に出

社するルールを策定

設備補強関連

・周辺道路のアクセス性確保（道路補強）

・新緊急時対策建屋（免震構造）の設置、モニタリングポストの補強、衛星電話

・電源車の配備

・重油貯槽の油漏れ対策、試薬建屋内の貯槽の補強

・受電変圧器の油漏れ対策

１
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表３．３－４ 中越沖地震を受けた対応

（第５回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）

図３．３－２ 中越沖地震を受けた対応

保安院指示で示されている事項 左記に加え自主的な活動として実施した改善策

●消防車の配備

・不整地走行用消防ポンプ車

●周辺道路のアクセス性確保

・土嚢置場設置工事

（対象は沈下量３０ｃｍ未満）

⇒土嚢置場：２４箇所

・構内道路耐震補強工事

（対象は沈下量３０ｃｍ以上）

⇒沈下対策工：４箇所

⇒段差対策工：２２箇所

●新緊急時対策建屋の設置

●モニタリングポストの補強

・地盤液状化対策

●緊急時対策室等へのルート確保

・事務本館、再処理事務所及び消防建屋内の移動ﾙｰﾄ確保

のため対策工事（天井補強、建具取替え：61箇所）を実施）

●試薬建屋内の貯槽の補強

・水酸化ナトリウム、硝酸ヒドロキシルアミンの貯槽

●運転予備用電源の確保

・電源車の配備

●受電変圧器の油漏れ対策

●運転予備電源の不同沈下対策

（第５回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）
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ウ 想定地震に係る事業者による検討状況

日本原燃(株)では、バックチェックとして想定地震について、プレート

間地震、内陸地殻内地震（活断層地震）及び海洋プレート内地震の３つの

震源を特定して策定するタイプと地震動及び震源を特定せず策定する地震

動の検討を行っている。（図３．３－３）

算定結果として、想定三陸沖北部の地震（プレート間地震、Ｍｗ８．３）

は不確かさを考慮しても約１３０ガル程度、横浜断層による地震（内陸地

殻内地震、Ｍ６．８）は不確かさを考慮して約３３０ガル、出戸西方断層

の地震（海洋プレート内地震、Ｍ８．２）は不確かさを考慮して約３００

ガル、震源を特定せず策定する地震動は４５０ガルとなっている。

日本原燃(株)はこの結果について、平成１９年１１月に耐震安全性評価

報告書を原子力安全・保安院に提出し、平成２１年６月に原子力安全・保

安院より報告内容が妥当であるとの確認結果を受けている。また、平成２

２年１２月に原子力安全委員会は原子力安全・保安院の確認結果に対する

見解を妥当なものとして決定している。

（第５回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）

図３．３－３ 想定地震の検討

1

地震発生様式等による地震の分類

内陸地殻内地震プレート間地震 海洋プレート内地震 その他の地震

敷地に顕著な影響を与えるおそれがあると考えられる地震

出戸西方断層による地震想定三陸沖北部の地震

200km程度以内の過去の地震
○1677(M7.4)
○1763.1(M7.4)
○1763.3(M7 1/4)
○1856(M7.5)
○1858(M7.3)
○1902(M7.0)
○1968年十勝沖(M7.9)
○1994年三陸はるか沖(M7.6)
200km程度以遠の過去の地震
○1952年十勝沖(M8.2)
○2003年十勝沖(M8.0)

過去の地震
○1766(M7 1/4)
○1978(M5.8)
活断層による地震
○出戸西方断層(L=6km)(⑩)
○横浜断層(L=15km)(①)
○折爪断層(L=50km)(③)
○その他の断層
青森湾西(④)，津軽山地西縁
(⑤)
上原子(②)，F－a(⑥)，F－
b(⑦)
F－c(⑧)，F-d(⑨)

沈み込む海洋プレート内の地震
○1933年昭和三陸(M8.1)
沈み込んだ海洋プレート内の地震
○1993年釧路沖(M7.5)
○1994年北海道東方沖(M8.2)
○2003年宮城県沖(M7.1)

日本海東縁部の地震
○1983年日本海中部(M7.7)
○1993年北海道南西沖(M7.8)

○1978年青森県東岸の地震

○出戸西方断層による地震

○横浜断層による地震

○折爪断層による地震

断層長さから想定した地震規模
※と断層までの距離を考慮

1968年十勝沖地震を対象としてい

る地震調査研究推進本部や中央防

災会議等の見解を考慮

○想定三陸沖北部の地震
(M8.3)

地震調査研究推進本部等の見解

を考慮

○想定三陸沖の地震(M8.2)

○想定浦河沖の地震(M7.5)

○想定十勝沖の地震(M8.2)

○想定敷地下方の地震(M7.1)

敷地に大きな影響を及ぼすよ

うな地震がないことから選定

しない

検討用地震の選定
応答スペクトルに基づく方法（Noda et al.(2002による)を用いて選定

横浜断層による地震 次頁参照

敷地周辺の活断層の性質、過去及び現在
の地震発生状況等を考慮し、さらに地震発
生様式等による地震の分類を行う。

敷地に大きな影響を与える
と予想される地震（検討用地
震）を、複数選定する。

※松田(1975)による。

耐震指針に照らした評価方針

耐震指針に照らした評価方針
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（４）緊急安全対策等に係る検証委員会による確認

本委員会では、緊急安全対策等に係る事業者の対応や国の確認結果等につい

て確認した。

その概要について、対策･対応がなされている内容及び今後の検討課題とし

て各委員から出された意見を内容別に示す。（なお、確認事項の詳細は資料２

に記載。）

①緊急安全対策等に係る確認

ア．対策･対応がなされている内容

○高レベル廃液の貯槽の冷却循環停止と使用済燃料貯蔵プールの冷却停止に

ついては、それぞれ廃液の沸騰やプール水の水位低下に要する時間に対し、

電源車の接続や注水が余裕をもって行えること。

○再処理施設で使用する水を貯水する貯水槽（１０，０００ｍ３）の破損に

ついては、仮に貯水槽が地震等で損傷し貯水できなくなったとしても、防

火水槽（４０ｍ３）と消火用水貯槽（９００ｍ３）のみで、使用済燃料プー

ルの注水に必要な水量は確保できること。仮に防火水槽、消火用水貯槽、

貯水槽が壊れても、使用済燃料プールが沸騰するまで２０日程度の時間的

余裕がある事から、代替水源の尾駮沼等から取水することが可能であるこ

と。

○非常用ディーゼル発電機は冷却水による除熱を行っており、その冷却水を

空冷するために冷却塔を設けている。非常用ディーゼル発電機の凍結対策

については、機器を寒冷地仕様としており、具体的には冷却水の凍結防止

対策としてヒーターを設けているほか、冷却塔については積雪防止のため

に屋根を設け、常に空気の循環を確保していること。

○集中豪雨などに対する施設の浸水対策については、八戸地域での最大６７

mm/h の観測値に対し、排水溝の設計が１００ mm/h、地下の排水管の設

計が２００ mm/h として対策はとられていること。

○竜巻発生時については、竜巻により巻き上げられた物が建屋にぶつかるこ

とが考えられるが、建屋は航空機衝突時における健全性を確認しており、

防護対策はとられていること。



＊２９ 中継小屋は、電源ケーブルを接続するために設けられている小屋である。電源ケーブルは１本の長さが５００ｍで

あり、耐震電源車から非常用電源建屋までの距離は１㎞ほどであることから、途中２ヶ所の中継小屋を設け小屋内で電源ケ

ーブルの接続を行っている。

＊３０ 安全性を判断するためには事故による被害の大きさとともにその発生頻度が重要な指標になるとの立場から，事故

シナリオについてその被害その大きさとともに発生頻度を確率計算により求める手法。
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○地震時の消防車の横ずれについては、想定されている最大の地震に対して、

消防車同士が横ずれで衝突し、機能喪失するというような事態にならない

よう、消防車間の間隔を確保していること。

イ．今後の検討課題として出された内容

○高レベル濃縮廃液貯槽等の冷却対策については、中長期対策（信頼性向上

対策）として緊急時に消防ポンプなどで注水を行い冷却することが計画さ

れているが、冷却に必要な流量については検討すること。

○電源ケーブルの中継小屋＊２９の耐震については、他の電源施設、例えば電

源車の車庫などに比べて耐震対策が弱い。この中継小屋についても耐震的

に十分な強度が必要であるため、補強を行うこと。（以下、注釈へ 中継

小屋は、電源ケーブルを接続するために設けられている小屋である。電源

ケーブルは１本の長さが５００ｍであり、耐震電源車から非常用電源建屋

までの距離は１㎞ほどであることから、途中２ヶ所の中継小屋を設け小屋

内で電源ケーブルの接続を行っている。）

○放射線分解により発生する水素の滞留防止対策については、想定していな

いところに水素が溜まるようなルートの有無などについても検討すること。

○水源等の凍結防止対策については、凍結防止対策として防火水槽などを地

下設置としているものの、その周辺設備の凍結防止対策についても確認・

検討すること。

○地質構造などの評価については、新知見の反映や最新の研究動向を注視す

ることが大事と考えることから、事業者としても研究成果として評価でき

るものは、学会においても学術的な知見として蓄積できるよう努めること。

○再処理施設の確率論的リスク評価
＊３０

については、国及び事業者の現状に



＊３１ 確率論的安全評価では、例えば、影響（急性死亡や晩発性がん死亡や土壌汚染など）の大きさ（X)とXを超える条件

付き発生確率の関係を図式化したものを指す。また、広義には、リスクの特徴を、時間（短期、長期）・空間（局所、地域、

地球規模）的尺度や心理（自発性、 未知性など）的尺度により表現することを指す。
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ついては、取り組みは続けているものの、具体的に適用できる段階にはな

いとのことから、今後、国及び事業者において継続的に検討を進めること。

②炉のシビアアクシデント対策を踏まえた措置に係る確認

ア．対策･対応がなされている内容

○制御室の換気空調系については、溶解槽における臨界事故を想定し、ヨウ

素フィルターを追加設置すること。

○緊急時における応援要員として最初に必要となる放射線管理要員の応援態

勢については、日本原燃(株)は再処理施設、濃縮及び埋設施設など各施設

に放射線管理要員が従事しており、緊急時には相互に応援要員として出向

く態勢が整備されていること。

○設計基準事象を超える事象の一つの溶媒による火災については、設計の段

階で低い温度で制限値を設けている。制限値を超えた場合には運転を停止

するインターロック、仮に火災に進展した場合には検知する火災検知器・

警報、および消火するための二酸化炭素消火設備の対策を設けていること。

イ．今後の検討課題として出された内容

○設計基準事象を超える事象については、不確かさや多様性があることを踏

まえて対策をたてることも重要であることから、各プラントの仕組みや設

計基準事象を超える事象を理解し、適切に判断するための仕組みづくりを

検討すること。

○リスクプロファイル＊３１については、再処理施設は設計基準事象の評価の

みではリスクプロファイルが不足しており、これから様々な安全対策を備

えていくという段階であることから、現状をしっかり把握した上で、発生

頻度と起こり得る事象を理解し、様々な対策を備えていく努力を、事業者

だけでなく規制行政庁にもお願いしたい。
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○緊急安全対策の中で全交流電源喪失から派生する３つの重要なシナリオ

（水素の滞留防止機能喪失、高レベル濃縮廃液の崩壊熱除去機能喪失、使

用済燃料プールの冷却機能喪失）に対し、緊急安全対策としては電源車に

よる電源供給、中長期的には消防車による冷却槽への注水等、多様化を図

り蓋然性を低めることは重要である。更に、その後の影響（配管の残留評

価、冷却機能の停止期間等）については研究的な要素があることから、本

格稼働に向けリスク評価を行い、データを整理・評価することが重要であ

る。

○再処理施設で設計基準事象を超える事象が起きた場合については、どのよ

うな社会的な影響や被害があるのかをしっかりと評価した上で対策を立て

ること。また、その情報を社会へ示していくことが重要である。

○水素爆発事故については、全電源喪失に至り水素が発生し、さらに水素爆

発を考慮した場合、時間の経過と発生する可能性のある施設での進展状況

等をシミュレーションすること。

○原子力災害時の原子力事業者間協力協定については、全国の事業者が承認

し、これに基づいて支援あるいは資機材の提供を定めてるとのことだが、

青森県の中での連携及び支援についても検討を行うこと。

３．４ 電源開発(株)大間原子力発電所

（１）安全強化対策等に係る経緯

○原子力安全・保安院は、３月３０日、国内の電気事業者等に対し緊急安全対策

の実施状況の報告を行うよう指示するととともに、６月７日、シビアアクシデ

ントへの対応に関する措置の実施状況に係る指示を行い、各電気事業者より報

告を受け評価を行った。

○電源開発(株)大間原子力発電所については、現在建設中の施設であることから、

上記の報告対象ではないものの、国としては、法令に基づき燃料を装荷する前

までに、今回の緊急安全対策の実施状況について確認するとされた。

○このような中で、電源開発(株)より本委員会に対して「大間原子力発電所にお
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ける安全強化対策の実施方針について」及び「大間原子力発電所におけるシビ

アアクシデントへの対応に関する措置の実施方針について」が提出された。

○本委員会としては、国に対して、その内容について確認することを要請したと

ころ、原子力安全・保安院としては、

・大間原子力発電所については、緊急安全対策及びシビアアクシデントへの対

応に関する措置の趣旨に添って対応策が予定されていることを確認した。

・なお、対応策の具体的な実施状況や手順書の整備・訓練等については、今後、

燃料装荷までに厳格に確認する。

とされた。

（２）安全強化対策等の概要

本委員会では、事業者の安全強化対策等に係る説明を受けた。

○安全強化対策の概要（図３．４－１）

①津波対策として、東京電力(株)福島第一原子力発電所における津波高さＴ．

Ｐ．＋１５ｍを考慮し、以下の対策を講じる。

・津波による海水の浸入の可能性を低減するため、Ｔ．Ｐ．＋１２ｍの敷地

に設置される主建屋の周りに高さ３ｍ程度の防潮壁を設置

・主建屋への海水の浸入対策として、主建屋の外扉、主建屋につながるトレ

ンチ、建屋貫通部等を防水構造化

・安全上重要な機器を設置する部屋の水密性向上

②緊急時に発電所外部からの電源がなくなり、さらに非常用ディーゼル発電

機（水冷式）が使用できなくなった場合に備え、以下の対策を講じる。

・緊急時の電源が確保できるよう高台に非常用発電機（空冷式）と燃料タン

クを設置

・電源盤やケーブルが損傷した場合にも対応できるよう、電源車、可搬式発

電機、予備ケーブルを配備

③原子炉及び使用済燃料貯蔵プールの緊急時の最終的な除熱機能の確保等と

して、以下の対策を講じる。

・東京電力(株)福島第一原子力発電所において、全交流電源の喪失及び最後

の電源であるバッテリーの消耗に伴い、原子炉隔離時冷却ポンプ制御不能
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となり、原子炉への注水が停止したことから、バッテリーが消耗する前に、

非常用発電機あるいは電源車等から電源供給

・本設のポンプの故障などを想定し、代替の注水手段（復水移送ポンプ等）

により注水

・水源として、復水貯蔵タンクのほか、代替の貯水タンク等を用いる

（第４回検証委員会 電源開発(株)提出資料）

図３．４－１ 安全強化対策の概要

○シビアアクシデントの対応に関する措置の概要（図３．４－２）

①緊急時においても、事故対応活動を円滑に行うため、中央制御室の放射線

防護の確保、作業環境の維持を目的に、以下の対策を講じる。

・中央制御室換気空調系を再循環で運転できるように非常用発電機（空冷式）

から再循環送風機等へ給電

・非常用発電機で給電できない場合、電源車を使用

②緊急時においても、発電所構内の事故対応活動を円滑に継続するため、適

切な照明並びに発電所構内外との通信手段の確保を目的に、以下の対策を

講じる。

・現計画のＰＨＳやページング設備に加え、有線電話、トランシーバー、衛

星携帯電話を配備

・可搬式照明や、蓄電池等により給電を受ける非常用照明を配備

・各設備に対しては、非常用発電機（空冷式）、電源車、可搬式発電機から

電源車
の配備

原 子 炉 建 屋

電源盤

 敷地高さ
（T.P.+12m）

水タンクの補強

高台（T.P.+20m以上）

非常用
ディーゼル
発電機

基準（T.P.±0m）

タ ー ビ ン 建 屋

想定津波高さ（T.P.+4.4m）

防潮壁の設置

外扉の防水化
変圧器

非常用発電機
の設置 消防自動車

の追加配備

原子炉
使用済燃料
貯蔵プールタービン発電機

海水ポンプ

海水ポンプ
電動機等
予備品の配備 防潮壁の設置

外扉の防水化

Ｔ.Ｐ.　：東京湾平均海面からの高さ

（安全強化対策の概要図）
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給電

③緊急時においても、作業員の放射線防護及び放射線管理を確実にするため、

以下の対策を講じる。

・事故時における高線量区域での作業に備え、高線量対応防護服を発電所に

１０着配備

・資機材について、津波の影響を受けない高台に配備するとともに、原子力

事業者間で相互に融通

・放射線管理班員以外の要員が、線量計貸出しやデータ入力等の業務を行い、

放射線管理班員を助勢する仕組みを整備

④（水素爆発の原因である）原子炉建屋に多量の水素が滞留することを防止

するため、以下の措置を講じる。

・原子炉建屋内に水素検知器を設置

・原子炉建屋の上部に水素ベント装置を設置

⑤緊急時における作業の迅速化を図るため、ホイールローダー等の重機を、

津波の影響を受けない高台に配備する。
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（第４回検証委員会 電源開発(株)提出資料）

図３．４－２ シビアアクシデントに対応に関する措置の概要

○安全強化対策等の考え方及び具体的な対策例

大間原子力発電所は建設中であり、時間的な余裕があることから、現在実

施中の対策に係る設計の一部変更又は新たな対策の追加によって、安全性向

上に取り組むこととしている。なお、設計変更及び追加にあたっては、対策

を実施することによるメリット、デメリットを考慮した上で、最適な設計を

行うこととし、具体的な変更又は追加対策例は下記のとおりである。

・油タンクの防油堤等の嵩上げ

・代替海水ポンプを速やかに設置できるような設計対応

・非常用発電機からの電源ケーブルの本設化

・淡水タンクの補強

・免震機能を有する緊急時対策所の追加設置

○想定地震・津波に係る検討状況

大間原子力発電所における地震・津波対策については、新耐震指針を適用

し、対策がなされており、本委員会では、地震・津波に係る文献調査や史実

の反映状況等について確認した。なお、同指針に基づく設計用地震動及び想

電源車
の配備

原 子 炉 建 屋

電源盤

高台（T.P.+20m以上）

非常用
ディーゼル
発電機

非常用発電機
の設置

原子炉

使用済燃料
貯蔵プール原子炉

格納容器

がれき撤去用の
重機の配備

水素ベント装置、建屋内
水素検知器の設置

中央制御室の換気空調系、
通信手段等の電源確保

高線量対応防護服等の資機材
の確保、放射線管理の体制整備
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定津波高さ等については以下のとおりである。

①設計用地震動

・検討用地震については、プレート間地震、内陸地殻内地震（活断層地震）

及び海洋プレート内地震の３つの震源を特定して策定するタイプの地震動と

震源を特定せず策定する地震動の検討を行っていること。算定結果として、

函館平野西縁断層帯による地震（内陸地殻内地震、Ｍ７．２)は最大１８０

ガル、Ｆ-１４断層による地震(内陸地殻内地震、Ｍ６．７)は最大３６０ガ

ル、想定三陸沖北部の地震（プレート間地震、Ｍ８．３）は最大１３０ガル、

想定浦河沖スラブ内地震（海洋プレート内地震、Ｍ７．５）は最大２３０ガ

ル、想定十勝沖スラブ内地震（海洋プレート内地震、Ｍ８．２）は最大２２

０ガル、震源を特定せず策定する地震動は最大加速度４５０ガルとなってお

り、特に今回問題となっているプレート間地震や海洋プレート内地震につい

ては余裕のある結果となっていること。（図３．４－３）

・原子炉建屋等の設置レベルの岩盤での地震動は解放基盤表面に比べ減衰傾

向があるが、減衰効果がないと仮定、余裕をもった設計をしていること。

（図３．４－４）

（第５回検証委員会 電源開発(株)提出資料）

図３．４－３ 想定地震の概要
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（第５回検証委員会 電源開発(株)提出資料）

図３．４－４ 設計用地震動の考え方

②地震による想定津波高さ

・文献調査の記録上、敷地付近の既往最大の津波高さは１９６０年のチリ津

波（大間港でＴ．Ｐ．＋２．０ｍ)であること。敷地の既往津波の数値シ

ミュレーションによる最高水位はＴ．Ｐ．＋３．３ｍ（図３．４－５）で

あり、土木学会手法による波源設定の不確かさを考慮したパラメータスタ

ディを行った結果としても、Ｔ．Ｐ．＋４．４ｍであること。さらに火山

に起因する想定津波高さは、Ｔ．Ｐ．＋４．４ｍを上回らないことから、

現状の敷地高さＴ．Ｐ．＋１２ｍは余裕のある高さとなっていること。

③設置予定の防潮堤を含めた敷地の高さ

・Ｔ．Ｐ．＋１２ｍの敷地高さに更に３ｍの防潮堤（壁）を構築した高さ（Ｔ．

Ｐ．＋１５ｍ）は過去の史実や文献調査等から想定される最大限の津波高

さ（Ｔ．Ｐ．＋４．４ｍ）に比して、１０ｍ以上の余裕を有していること。

（図３．４－６）
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（第５回検証委員会 電源開発(株)提出資料）

図３．４－５ 想定津波について

（第５回検証委員会 電源開発(株)提出資料）

図３．４－６ 防潮壁高さについて
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④津波遡上への対応

・発電所敷地近傍の小奥戸川からの津波遡上について、小奥戸川の河口部で

は敷地境界にＴ．Ｐ．＋２０ｍ以上の高台が続いており、上流部ではＴ．

Ｐ．＋５０ｍの高さになることから、遡上による影響は無いと判断してい

ること。大間川についても同様であること。（図３．４－７）

（第５回検証委員会 電源開発(株)提出資料）

図３．４－７ 小奥戸川の河口部付近断面図

（３）安全強化対策等に係る国による確認内容

原子力安全・保安院は、電源開発(株)の安全強化対策の内容等について、下記

により確認を行った。

①今回の緊急安全対策については、各発電所ともに、従来の発想にとらわれず、

東京電力(株)福島第一原子力発電所並みの津波を受け、電源を失い、冷却機能

を失った場合においても安全に原子炉を冷やすことができる対策を求めたとこ

ろである。

②大間原子力発電所の津波高さについては、東京電力(株)福島第一原子力発電所

の津波高さＴ．Ｐ．＋１５ｍと同等に想定した上で、敷地がＴ．Ｐ．＋１２ｍ

であることから、プラス３ｍの防潮壁及び３ｍ相当の建屋の浸水対策等がなさ

れていることを確認した。

③電源及びポンプ車等の資機材の整備については、当初から高台に空冷式の非常
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用発電機を設置することや当該発電機については、炉心、ＭＯＸ燃料を冷却す

る使用済燃料貯蔵プール冷却に必要なポンプ流量に対応した電源容量であるこ

となども確認したところ。また、仮設のポンプ車や電源車は災害用のバックア

ップとして整備するという計画も確認している。

④シビアアクシデント対策については、中央制御室の作業環境の確保、通信手段

の確保、水素爆発防止のため、予め水素ベント装置等の設置計画があること等

を確認した。

⑤①～④までの資機材の整備とともに重要な要員の配置、訓練等の体制の整備に

ついては、今後燃料装荷までの間に保安規定、手順書が整備されることとなる

ので、今後これらが逐次具体化されていく中で、国が確認する。

⑥以上、原子力安全・保安院としては、稼働中の原子力発電所の緊急安全対策等

の延長線上での審査となるが、大間原子力発電所の安全強化対策等については、

適切な計画がなされていることを確認した。

（４）安全強化対策等に係る検証委員会による確認

本委員会では、事業者の安全強化対策等やそれに対する国の確認内容について

確認した。その概要は、以下のとおりであるが、確認の結果、対策がなされてい

る内容及び今後の検討課題として委員より出された内容を示す。（確認事項の詳

細は資料３に記載。）

ア．対策がなされている内容

○択捉から十勝沖までの領域における想定津波の検討については、５００年間

隔の地震に伴う津波高さを約１ｍ強と評価していること。それを超える全体

の連動については、今後、中央防災会議や地震調査研究推進本部等の検討状

況を注視し、新知見を踏まえ対応していくこと。

○貯水タンク（１万トンクラス）への水源については、敷地南側の河川の渇水

等に係る調査も行い、十分な水量の淡水を確保できること。

○冷却水確保のための給水タンクについては、耐震性を高めるため補強するこ

ととし、さらにコンクリート構造物での追加設置等が可能か検討していくこ



- 66 -

と。

○水素爆発防止対策については、建屋内で電力なしで水素吸着できるような（触

媒式）装置なども検討したうえで、大量の水素発生時に効果的な面から、（建

屋外への放出する）水素ベント方式の採用を決めたこと。

イ．今後の検討課題として出された内容

○原子力発電所の港湾設備の機能維持については、今回の津波を踏まえ、耐震

性、津波耐久力等の実力評価を検討していくこと。

○安全強化対策については、取り組む時間的な余裕があるため、さらに検討し

ていくこと。

○緊急時の電源確保については、非常用電源のバックアップ装置の多重性に加

え、装置の供給時間も合わせて検討していくこと。

○被災時において既存道路が利用できない場合の避難及びアクセスついては、

事業者としては関係自治体の検討に協力・対応していくとともに、今後、策

定する防災計画等において対策を検討していくこと。

○情報提供については、（津軽海峡の）対岸に函館市があることも考慮し、検討

していくこと。
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３.５ 東京電力(株)東通原子力発電所

（１）緊急安全対策等に係る経緯

○原子力安全・保安院は、平成２３年３月３０日、国内の電気事業者に対し緊

急安全対策の実施状況の報告を行なうよう指示するとともに、６月７日、シ

ビアアクシデントへの対応に関する措置の実施状況に係る指示を行い、各電

気事業者より報告を受け評価を行った。

○一方、東京電力（株）東通原子力発電所は、平成２３年１月２５日に着工し、

現在建設中であることから上記の報告対象ではないものの、平成２２年１２

月２４日に受けた原子炉設置許可における震災前の津波評価と非常用電源の

考え方、今後の安全対策に関する対応方針を示した。

○なお、原子力安全・保安院は、当発電所については運用開始に至る前に、他

の発電所と同様に厳格に安全性の確認を行うとの見解を示している。

（２）緊急安全対策等に係る検証委員会の対応

○東京電力(株)は、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故の収束に全力で

取り組んでおり、原子力安全・保安院の指示した外部電源信頼性対策やシビ

アアクシデント対策を含む緊急安全対策や、今後改定される各種指針類など

に従い必要な検討を行なうとの対応方針を示したものの、東通原子力発電所

の個別具体的な安全対策を提示できる段階に至っていないため、今回、検証

の対象外とした。

なお、検証結果（８７ページ参照）に示されている、県内事業者間による

連携強化等については、東京電力(株)においても他事業者と同様に、事故や

災害時の連携協力態勢の構築等に努めていただきたい。
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４ 緊急安全対策が不要とされた原子力施設に係る国、事業者の対応状況の検証

（１）緊急安全対策が不要とされた経緯

原子力安全・保安院は日本原燃(株)等に対し、５月１日に「東京電力（株）

福島第一原子力発電所等の事故を踏まえた再処理施設における緊急安全対策の

実施について」の指示をした。

この際、再処理施設以外の核燃料サイクル施設については、

・電源を要する冷却機能が求められていないこと

・水素爆発を考慮する必要がないこと

等から、緊急安全対策が不要とされた。（表４－１参照）

表４－１ 核燃料サイクル施設に係る検討結果

核燃料サイクル事業 省令改正 理 由

加工事業 不要 加工施設に求められる機能として、電源を

要する冷却機能は求められておらず、水素

爆発を考慮する必要もないため。

なお、ＭＯＸ加工施設は、プルトニウムよ

り崩壊熱が発生するが、電源喪失時におい

ても自然冷却により安全に影響を及ぼすも

のではないことを確認している。

中間貯蔵事業 不要 現在、建設が進んでいる施設は、金属キャ

スクを用いた方式であり、自然対流による

空冷方式を採用。

よって、中間貯蔵施設に求められる機能と

して、電源を要する冷却機能は求められて

おらず、水素爆発を考慮する必要もない。

再処理事業 必要 以下の項目について懸念があるため。

①使用済燃料プールの沸騰、②高レベル放

射性廃液の沸騰、③高レベル放射性廃液タ

ンク内の水素爆発

廃棄物 不要 廃棄物埋設施設に求められる機能として、

埋設事業 電源を要する冷却機能は求められておらず、

水素爆発を考慮する必要もないため。

廃棄物 不要 廃棄物管理施設に求められる機能として、

管理事業 電源を要する冷却機能は求められておらず、

水素爆発を考慮する必要もないため。

（第２回検証委員会 原子力安全・保安院参考資料）
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（２）各施設の電源喪失時における安全対策の概要

①日本原燃(株)ウラン濃縮施設

・外部電源喪失時は、非常用ディーゼル発電機

が自動的に起動し、濃縮工場の監視機器や管

理区域の換気設備（負圧に保つ設備）等に給

電する

・高速回転中の遠心機は駆動力を失い自然に停

止する。

・六フッ化ウランガスは、外部電源を喪失した

場合、カスケードから回収して密封された容

器内に閉じ込められ、加温している機器では熱源を失って固化することから、

配管や機器の外に漏れ出すことはない。

・原料シリンダ、製品シリンダ等の搬送設備（クレーン、ターンテーブル）は、

外部電源の喪失により現状を保持して停止する（例：シリンダを把持したまま

停止等）

・全交流電源喪失の場合、管理区域の負圧維持機能は失われるが、六フッ化ウラ

ンガスは系統内に閉じ込められており、外部へ漏えいすることはない。

②日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター

・原子力発電所から搬入された固体廃棄物は、

放射能のレベルが低くセメント等と共に鋼製

のドラム缶に入れて、固形化したもの。

・このドラム缶を受け入れる低レベル廃棄物管

理建屋の搬送設備・クレーン、埋設地の定置

クレーンは、商用電源喪失時には現状を保持

して停止する（例：ドラム缶を把持したまま

停止等）。

・埋設地では、このドラム缶は鉄筋コンクリート製の設備に定置され、周囲にモ

ルタルを隙間なく充填して埋められ、放射性物質を閉じ込めている。
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・この埋設設備は、常時電気を必要とする施設ではない。

・１号、２号埋設地の各々南端にある集水枡において、雨水等の排水が必要な場

合に外部電源が無ければ、既に配備してある可搬式発電機により常設ポンプを

起動して対応可能である。

③日本原燃(株)高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター

・外部電源喪失時は、運転予備用ディーゼル発電機が自動的に起動し、監視機器

や管理区域の換気設備（負圧に保つ設備）等に給電する。

・収納されたガラス固化体の冷却は、そもそも電動送風機などを使う強制冷却で

はなく、自然循環する空気の流れを利用する。外から入った空気は、収納管と

通風管の間を通り、建物上部から出る。従って、全交流電源が喪失しても、冷

却は維持される。

・ガラス固化体の受入れ施設及び貯蔵施設における輸送容器（キャスク）及びガ

ラス固化体の搬送機器類（天井クレーン、キャスク搬送台車、床面走行クレー

ン等）は外部電源喪失により現状を保持して停止する（例：キャスクを把持し

たまま停止等）。

（第４回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）

④日本原燃(株)ＭＯＸ燃料加工施設（建設中）

・外部電源喪失時は、非常用発電機（ガスタービン）が自動的に起動し、監視機
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器や管理区域の換気設備（負圧に保つ設備）等に給電する。

・ＭＯＸ粉末を燃料ペレットに焼き固める焼結炉は、外部電源の喪失に伴い加熱

を停止する。

・原料ＭＯＸ粉末、製品ＭＯＸペレット、ＭＯＸ燃料棒等の搬送設備は、外部電

源喪失により現状を保持して停止する（例：ＭＯＸ粉末を収納した容器を把持

したまま停止 等）。

・全交流電源喪失の場合、負圧維持機能は喪失するが、ＭＯＸ粉末、ＭＯＸペレ

ット等は、気密性を有したグローブボックス内にある機器の中に保持された状

態で静置されるため、外部に放出されることはない。

（第４回検証委員会 日本原燃(株)提出資料）

⑤リサイクル燃料貯蔵(株)リサイクル燃料備蓄センター(建設中)

・ 基本的安全機能

金属キャスクは「閉じ込め」、「遮へい」、「臨界防止」、「除熱」という４つの基本的安

全機能が維持できる設計としている。貯蔵建屋については、空冷による自然換気

であり動力等は不要である。また、冷却に水を使用していないため、水金属反応等

による水素の発生はない。

 

：送風機 ：排風機 ：高性能エアフィルタ

：外気取入口 ：負圧順序

工程室

グローブボックス（ＧＢ）

廊下等

給気設備

工程室排気設備

ＧＢ排気設備

建屋排気設備

排気筒

排気口

非管理区域

管理区域

グローブボックス（ＧＢ）

窒素循環設備

窒素ガス供給

：逆止ダンパ
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（第４回検証委員会 リサイクル燃料貯蔵(株)提出資料）

・ 貯蔵状態の監視

ｱ．基本的安全機能の健全性確認のため、貯蔵状態を常時監視することとしている

が、外部電源供給停止時でも、直ちに監視機能が喪失しないよう、無停電電源装

置から８時間程度の電源供給可能な設計としている。また、さらに長時間の停電が

発生した場合に備え、電源車を配備することを検討中である。

ｲ．通常時の放射線量評価値は、敷地境界において０．０２８ｍＳｖ／年であり、法令の

線量限度である１ｍＳｖ／年に比べて十分小さい。最大想定事故として、金属キャ

スク１基の中性子遮へい性能が著しく低下する事象でも、敷地境界での線量は

０．００５６ｍＳｖ(評価期間３０日)であり、一般公衆に与える放射線被ばくのリスクは

十分に小さい。なお、本事象は外部への放射性物質の放出を伴うものではない。

（第４回検証委員会 リサイクル燃料貯蔵(株)提出資料）
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【動力不要の除熱の流れ】

給気口

排気口

貯蔵建屋でも放射線を
遮へい

モニタリングポスト
で放射線を測定キャスクの表

面温度を測定

評価値：0.028mSv/年
（法令の線量限度1mSv/年以下）周辺監視区域境界
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・ 敷地状況からみた安全性

ｱ．当センターの敷地は、標高１６ｍに造成しており、敷地前面は２０ｍ程度の丘陵地

形になっていることから津波に対して余裕を有した地形となっている。

ｲ．さらに、津波遡上により敷地が浸水する事象を想定した対策を検討している。金

属キャスクについては水没時の評価も行っていることから、浸水を仮想したとしても

安全機能に影響は生じない。

（３）緊急安全対策が不要とされたこと等に係る検証委員会による確認

本委員会では、緊急安全対策が不要とされた理由について確認するとともに、

日本原燃(株)及びリサイクル燃料貯蔵(株)の安全対策について、以下のとおり

確認した。（なお、確認事項の詳細は資料４に記載。）

①日本原燃(株)ウラン濃縮施設に係る確認

○本施設については、海岸から３ｋｍ内陸、標高３６ｍに設置されていること

から、津波対策を考慮する必要はないこと。また、その濃縮ウランの製造工

程については、電気を要する冷却や水素爆発を考慮する必要がないこと。

○電源喪失時については、六フッ化ウランは密封された状態となること。常温

での六フッ化ウランは平衡の蒸気圧が大気圧よりも低く、仮に配管から漏れ

ても、大気圧より低いため、施設外に漏れ出すことはないこと。

②日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに係る確認

○本センターについては、常時電気を必要とする施設ではなく、電気を要する

冷却機能や水素爆発を考慮する必要がないこと。

③日本原燃(株)高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに係る確認

○本センターの冷却については、自然対流を用いていることから、全交流電源

が喪失しても冷却が維持される仕組みになっていること。本廃棄物は密閉さ

れたキャスクに封入、収納貯蔵されていることから、水素爆発を考慮する必

要がないこと。



＊３２ ガラス固化体の冷却空気を建屋の中に取り入れる入口側を冷却空気入口シャフト、ガラス固化体を冷却した後の空

気を建屋の外に出す出口側を冷却空気出口シャフトという。高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに収納されたガラス固

化体の冷却は、自然循環する空気の流れを利用する。
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○出口シャフト部
＊３２

については、閉塞、開口割合が半分程度になっても、本

廃棄物の閉じ込め性に影響を与える温度には至らないこと。開口部全閉塞し

た場合でも、数日間（単位）の時間的余裕があること。

④日本原燃(株)ＭＯＸ燃料加工施設に係る確認

○本施設については、その製造工程の中で冷却機能としての電源を必要として

いないこと。製造工程で一部水素ガスを使用するが、当面は可燃限界以下の

濃度で製造を計画していることから、水素爆発を考慮する必要はないこと。

○ＭＯＸ粉末の貯蔵装置のグローブボックスについては、耐震Ｓクラス、周辺

のグローブボックスは耐震Ｂクラスで設計しており、仮に全てのグローブボ

ックスが同時に破損した場合でも、一般公衆の被ばくとしては２０μＳｖ程

度の線量であること。

⑤リサイクル燃料貯蔵(株)リサイクル燃料備蓄センターに係る確認

○本センターについては、貯蔵（兼輸送）に用いられる金属キャスクの冷却に

自然換気を用いており、電源を要する冷却機能は必要とされていないこと。

冷却に水を使用していないことから水金属反応等による水素の発生はなく、

水素爆発を考慮する必要がないこと。

○本施設の自然換気については、（空気）流量減時に温度等測定データが異常値

を示すことから、給気と排気の温度等を常時、モニタリングすることで健全

性を確認できること。



＊３３ 原子力施設の安全対策が多段階にわたって設けられていることをいう。深層防護は，「異常の発生防止」，「事故の拡

大防止」，「放射性物質の放出防止」という３段階からなる。多重防護ともいう。
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５．委員からの検証意見

本委員会では、これまでの緊急安全対策等の確認を踏まえ、各委員から以下の

検証意見が示された。

（１）東北電力(株)東通原子力発電所に対する意見

（緊急安全対策及びシビアアクシデント）

○リスクを低減するのに必要なハードウエアならびに訓練などの対策はあま

ねく施されている。また、何にもまして安全を優先するという考え方の定

着、安全に関連する具体的活動の実践がなされ、安全文化が着実に根付い

ていると評価する。達成すべきレベルに慢心することなく、あらゆるリス

ク要因を同定し安全を検証する姿勢を継続的に維持することが、事業者の

原子力安全確保に対する基本姿勢であることを理解・認識していただくよ

う要望する。（原子炉工学）

○現地調査・事業者からの情報提供・委員会での議論を通して、東京電力

(株)福島第一原子力発電所の事故の原因となった津波・電源喪失等の教訓

を生かし、寒冷積雪・地震・津波等の地域特性および建屋内外の重要機器

・設備の設置位置等を考慮した事故防止、緩和、機能回復の具体策がハー

ド、ソフトの両面から深層防護＊３３的に用意されており、緊急時に組織と

個人が機能的に対応できる態勢ができている。事故防止、事故緩和・復旧

策に関する諸活動を国の指示を待つことなく、積極的に進める必要がある。

（原子炉工学）

○緊急安全対策については、短期対策および中長期対策がなされることによ

り、深層防護の考え方に沿ったものとなると考える。ただし、その達成ま

での期間における対策として、事態拡大の防止、影響緩和、重要機能の回

復という視点から、何が可能か、技術的対策よりむしろ緊急事態における

人的・組織的対応（判断）能力の向上策、について検討することが必要と



＊３４ 安全性を判断するためには事故による被害の大きさとともにその発生頻度が重要な指標になるとの立場から，事故

シナリオについてその被害その大きさとともに発生頻度を確率計算により求める手法。確率論的リスク評価と同。

＊３５ 起因事象発生後の事象進展過程において，炉心損傷または格納容器破損防止上必要となる安全装置の作動の成功・

失敗等を分岐として樹形状に表した図。

＊３６ 本報告書において、敷地高さに防潮堤（壁）高さを加えた高さ（防潮堤天端高と同等）
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考える。（リスクマネジメント）

○これまでに整備されていたアクシデントマネジメント策および現時点で対

応済みの緊急安全対策等の条件下で、東通原子力発電所の確率論的安全評

価＊３４（ＰＳＡ）で得られた主要な事故シナリオでの有効性を確認するこ

とが必要と考える。（リスクマネジメント）

○事象の進展に沿って、如何なる被害形態とその大きさ（イベントツリー
＊３５

にはのらない事故対応環境の変化など）があり得るか、想像力を働かせ洗

い出し、対策を要するか否かを検討することが重要と考える。（リスクマ

ネジメント）

○緊急安全対策の中長期対策としては外的要因として、他の要因（地震動な

ど）も想定した上で、リスクを可能な限り低減する取り組みを継続してい

ただきたい。（地震･津波）

（外部電源）

○東北電力（株）は、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）等の過去の教訓

を活かし、従前から青森県外を含めた発電所内外設備のリスク要因を減少

させる活動を継続的に行っており、東北地区の電力システムの信頼性向上

に努力してきたことを確認した。（原子炉工学）

（地震、津波）

○津波対策の中長期対応については、沿岸部からの浸水を防ぐために防潮堤

は必要である。東通、大間の両原子力発電所において計画されている防潮

堤高さ
＊３６

Ｔ．Ｐ．＋１５ｍは、通常の津波防災対策としての防潮堤高さ

と比較すると、かなりの余裕がある。一方、各サイトにおいて中央防災会



＊３７ 原子力発電所の耐震設計に際して策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶこと等のリスク。
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議等の検討状況等、現地の地質調査等を踏まえると、場合によってはＴ．

Ｐ．＋１５ｍの防潮堤高さに更なる嵩上げが必要となる可能性がある。（地

震・津波）

○防潮堤高さについて、更に高くという出来る限りの対策をする重要性はあ

る。一方、Ｔ．Ｐ．＋１５ｍの防潮堤が良いのか１６ｍの防潮堤が良いの

かという議論以上に重要なことは、さらにそれを超えた場合においても、

二重、三重の（浸水）対策をしていることである。（地震・津波）

○本検証委員会の役割（責務）は今回の東京電力(株)の事故を受けた緊急安

全対策（短期、中長期）の妥当性を検証することであり、関連施設の対地

震・津波設計の妥当性を検証するものではないと理解していることから、

中長期対策にある、防波堤の嵩上の定量的な妥当性等については、今後の

国による設計指針の改訂や再審査などに委ねるべきである。津波に対して

は、浸水の可能性を踏まえた安全対策として妥当かどうかの検証が重要で

あり、短期的には妥当だと考えている。また、中長期対策の内、浸水を想

定した扉の水密化などは有効であり、妥当である。（地震・津波）

○耐震指針には残余のリスク
＊３７

として基準値を超えた地震動や津波に遭遇

した場合にでもシビアアクシデントの発生、周辺公衆に対する放射線被ば

くによる災害を引き起こすリスクを可能な限り低減するための努力が払わ

れるべきと謳われている。こうした取り組みが今後より要求されることは

明白であり、今後とも事業者としては人、物、組織を個々の施設の特徴を

踏まえ、配置、整備していくことを強く求める。（地震・津波）

○津波に対する防護措置の前提として、津波遡上高さ１５ m が仮定されて

いるが、敷地高さ１３ｍに敢えて２ｍ高の防潮堤を設置することの価値、

効果については根拠が明確に示されていないため評価できない。

浸水による影響の緩和策や重要機能の早期回復策などの対応が準備されて

いるなかで、防潮堤設置の有無により、全体のリスクの低減化にどのよう

な効果があるかなどについて、引き続き検討することが重要である。（リ
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スクマネジメント）

（２）日本原燃(株)再処理施設に対する意見

（緊急安全対策及びシビアアクシデント）

○アクティブ試験までに達成すべき目標と、本格操業までに達成すべき目標

が、県民の安全・安心の観点から明確にされたと評価する。アクティブ試

験を実施するにあたり安全対策が的確に取られており、安全確保がなされ

ている。本格操業までには、再処理施設特有のリスクを十分に分析すると

ともに、必要に応じて更なる安全向上に努めていただきたい。（原子炉工

学）

○再処理工場は現在アクティブ試験の途中であり、アクティブ試験の再開を

対象とした対策については妥当と判断した。（サイクル工学）

○アクティブ試験は試験を行う施設が限定されていることから、危険源も限

定されており、提案されている対策で防護できるものと判断した。（サイ

クル工学）

○寒冷積雪・地震等の地域特性および建屋内外の重要機器・設備の設置位置

等を考慮した事故防止、緩和、復旧の具体策が、ハード、ソフトの両面か

ら深層防護的に用意されており、緊急時に組織と個人が機能的に対応でき

る態勢ができていることを確認した。即ち、現地視察・事業者からの情報

提供・委員会での議論を通して、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事

故の原因となった電源喪失等の教訓を活かし、再処理施設の事故防止、事

故緩和・復旧策は一層向上したことを検証した。（原子炉工学）

○安全対策については、アクティブ試験にあたっての短期対策は妥当と考え

るが、本格操業に向けての中長期対策および今後政府の事故調査から得ら

れる新たな教訓の反映、確率論的リスク評価からの知見などを積極的に取

り込むことが重要と考える。（リスクマネジメント）

○日本原燃の再処理施設は日本に一つしかない商業再処理施設であり、世界

でも数少ない再処理施設である。このため、他の原子力施設と異なり、技

術及びノウハウの蓄積を独自に行なう必要がある。今回の検証委員会に対
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しては、アクティブ試験再開に関してのみ対象としているが、本格操業に

向けて人材育成及び技術力の向上を目指すべきと考える。（サイクル工学）

○ 再処理施設は工程が複雑で、それぞれの工程について専門的知識を必要

とする。また、それぞれの工程のみでなく、全体の中での役割についても

十分な知識を必要とする。このため、各工程および全体について、職員に

技術及びノウハウが蓄積されるよう不断の努力を期待したい。（サイクル

工学）

○再処理施設のリスクマネジメントは扱う対象が炉とは異なる。例えば、原

子炉のように温度が急上昇し、水と被覆管反応等で水素が大量発生するよ

うな工程がないことから、急激に進展する事象は考えにくい。一方で、炉

にはない化学反応を扱う工程が多々あるため、炉のようなシビアアクシデ

ントとは異なる事象を考える必要がある。（サイクル工学）

○機器の大規模な損傷に伴う多量の放射性物質の環境への放出（あるいは放

出の可能性）をシビアアクシデントと定義するならば、再処理施設におけ

る対象工程及び機器に内包される放射能量で分類して、起こりうる事象及

び対策を示すことが必要と考えられる。例えば、多量の放射能を内包する

機器としては、燃料貯蔵プール、高レベル放射性廃液取扱施設がある。（サ

イクル工学）

○原子力施設の安全対策では放射性物質･放射線による災害に目が向くが、

グローブボックスや焼結炉など単体の安全性（耐震安全、爆発安全等）に

加え、配管なども含めた技術システム全体としてみることが重要。（リス

クマネジメント）

○事象の進展に沿って、如何なる被害形態とその大きさ（イベントツリーに

はのらない事故対応環境の変化など）があり得るか、想像力を働かせ洗い

出し、対策を要するか否かを検討することが重要と考える。（リスクマネ

ジメント）
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（地震）

○日本原燃（株）は、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）等の過去の教訓

を生かすと共に、既存先行プラントからのノウハウが限られていることを

考慮し、従前から各設備内外のリスク要因を減少させる研究開発活動を継

続的に行い、施設の信頼性向上に努力してきたことも併せて確認できた。

（原子炉工学）

○再処理施設は基本的に化学工場であり、相当の距離に及ぶ配管と溶媒など

化学物質が存在する。地震による配管破損による滞留汚染水問題の発生は

復旧への重大な阻害と成り得るので多様なリスク対策の検討が重要と考え

る。（リスクマネジメント）

（３）電源開発(株)大間原子力発電所に対する意見

（安全強化対策及びシビアアクシデント）

○大間原子力発電所は、安全性を向上させた最新設計のプラントであること、

立地点の地震や津波等の影響が相対的に低いこと、緊急安全対策に準じた

手段が講じられていることから、現段階で安全上の憂慮すべき問題点はな

いと判断できる。(原子炉工学)

○建設中の電源開発（株）改良型ＢＷＲ大間原子力発電所については、東京

電力(株)福島第一原子力発電所事故の原因となった津波・電源喪失等の教

訓に加えて、先行プラントの教訓・ノウハウ・新知見を活用することで、

事故防止、事故緩和・機能回復策は格段に向上すると判断する。（原子炉

工学）

○事故防止、緩和、機能回復の具体策については、寒冷積雪・地震等の地域

特性および建屋内外の重要機器・設備の設置位置等が考慮され、ハード、

ソフトの両面から深層防護的に用意できること、先行プラントのノウハウ

も生かし、緊急時に組織と個人が的確に機能する態勢を用意できることを

確認した。(原子炉工学)

○安全強化対策については、中長期対策への対応および今後政府事故調査か

ら得られる新たな教訓の反映、ＡＢＷＲの確率論的リスク評価からの知見

も、時間的に取り込める可能性があると考える。(リスクマネジメント)
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（地震、津波）

○大間発電所は地震や津波などの影響が相対的に低い地点に立地している。

(原子炉工学）

その他、地震・津波に係る意見については、東北電力(株)東通原子力発

電所と同様である。

(防災)

○防災計画については、実効性のある緊急事態準備・対応計画の策定が重要

である。

・緊急事態での地域孤立可能性への対応

・北海道側における緊急時支援体制等（事業者として何が重要であり、可

能であるか。）

・津波・地震に対する港湾機能の維持方策 （リスクマネジメント）

（４）再処理施設以外の核燃料サイクル施設に対する意見

（安全対策）

○各施設の安全対策については、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の

教訓により、安全上の顕在化した問題はないと判断できる。一層の安全確

保のため、不断の情報収集と分析を行い、必要に応じて安全の評価ならび

に適切な対策をとることが必要である。（原子炉工学）

○周辺住民の信頼獲得については、中間貯蔵施設におけるキャスクの経年劣

化等の事象に対する継続的監視に加えて、適宜、地震・津波等事象に対す

る施設の安全性・信頼性について事故防止・復旧策等も含めて情報発信を

して行くことが重要だと考える。（原子炉工学）

○各施設の安全対策については、グローブボックスや焼結炉など単体の安全

性（耐震安全、爆発安全等）に加え、配管なども含めた技術システム全体

としてみることが重要である。(リスクマネジメント)
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（５）各施設に対する共通意見

（緊急安全対策及びシビアアクシデント）

○緊急安全対策（短期、中長期）について、津波による全電源喪失、炉心冷

却機能の喪失、使用済み燃料冷却機能の喪失を想定した対策としての、電

源車の配備、消防車の配備等においては、津波の影響や地震動による被害

の想定に加え、寒冷地という特殊性にも配慮されており、短期的な対策と

しては評価できる。（地震･津波）

○電源車等の配備等の対応は人間の手によってほとんどが達成されるため、

手順書の整備や訓練によって確実に有事の際に実施できることが重要で、

このために、訓練も含めた一連の手順をＰＤＣＡを廻すことによって改善

等を継続的に行うべきである。また、これらの短期的な対策は中長期的な

対策が達成された後も継続して実施すべきである。訓練については種々の

ケース（季節、時間など）を想定し、行動工学的観点からも品質の向上に

努めることが肝要である。（地震･津波）

○国が事業者に求めた緊急時安全対策、外部電源信頼性対策及びシビアアク

シデント対策は、基本的に東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を踏ま

えた緊急の安全対策であり、機器、設備、手順等の点検、整備に関する確

認については、国の責任において実施されるべきものであり、検証委員会

での国及び事業者の報告の範囲では、確認できたと考える。（原子力防災）

○緊急安全対策の実効性については、緊急事態への準備、携わる人の教育、

訓練が最も重要と考える。訓練による実効性の向上、改善事項のフィード

バックは、一朝一夕に叶うものではなく、また、青森県特有の自然環境下

における訓練などが未実施の段階で、それらの対応が確認できたとは、い

ささか早計と言わざるを得ない。（原子力防災）

○緊急安全対策としては、放射線管理要員の態勢整備、緊急時の移動手段の

確保を除き効果的に機能していくものと考えるが、今後潜在被ばく（事故



＊３８ 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が，放射線防護体系の考え方について取り纏め，２００７年に公表した勧告。

＊３９ 確実に発生するわけではないが，発生する可能性のある被ばく（潜在被ばく）が発生する可能性を考慮した値。
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による被ばく）に関しては、ＩＣＲＰ２００７年勧告
＊３８

に示されている

リスク拘束値
＊３９

の導入といった 国際的コンセンサスを踏まえた検討を早

急にする必要がある。緊急時には放射線管理要員の人数確保のために、別

会社に応援に行くことになっているが、当然のことながら、詳細なマニュ

アルとそれに基づく合同訓練、そして形骸化させない努力が必要である。

（放射線防護）

○緊急安全対策およびシビアアクシデント対応に対する各事業者の対策は、

各原子力関連施設の安全性を高める上で、一定の効果があると認められる

が、本報告をまとめる時点では、それらの対策による安全性の向上の程度

について定量評価はできない。（建築工学）

○事故や災害に対する原子力関連施設の安全性を高めるには、東京電力(株)

福島第一原子力発電所で生じた事象を十二分に検証すること、その上で各

施設の個別の特性に応じて適切な対策を立案し実施することが必須であ

る。しかしながら、東京電力(株)福島第一原子力発電所では、地震および

津波で受けた直接および間接の被害に対する検証には、未だ着手できてい

ない。緊急安全対策およびシビアアクシデント対応の対策は、東京電力(株)

福島第一原子力発電所の検証が完了していない現時点では対症療法的対応

であり、原子力関連施設の長期的な安全を確保するための抜本的な対策と

しては不十分である。（建築工学）

○「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」については、実効性を

高めるための課題を洗い出し対応策を検討すること、緊急事態時に自社非

保有資機材の保有者リスト・調達手段を整備することが必要である。（リ

スクマネジメント）

○図上演習（特定の地域を対象に、災害が発生する過程を状況付与という形

で次々に与え、実際の対応を問うことにより、厳しい災害状況のなかでの
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対応を模擬的に体験し学習する）の繰り返しを通して、緊急事態対応計画

やマニュアルなどの問題点、個々の参加者の対応上の問題点や間違いなど

を同定し、計画等の改善や参加者の能力向上を図ること。なお、実施にあ

たっては図上演習のノウハウを有する外部専門家の支援を受けることが推

奨される。（リスクマネジメント）

○包括的な確率論的リスク評価（レベル 1、２、３）を自ら実施可能とする

能力確保と評価から得られる情報の積極的活用と公開に努めること。リス

ク情報としては、当該原子力施設のリスクプロファイルや様々なシナリオ

の社会影響（一般公衆の生命・健康へのリスクや土壌汚染リスクなど）を

検討し、リスクコミュニケーション活動に活用すること。（リスクマネジ

メント）

○リスクコミュニケーション活動を展開すること。（リスクマネジメント）

・規制当局や事業者からのリスク情報について深い理解力を有する人材、

およびリスク情報を咀嚼し説明するスキルを有する人材の確保・育成

・リスクコミュニケーション活動を担うＮＰＯなどの支援、対話ネットワ

ーク形成への主導的な取り組み

○県民の安心を担保するためには、原子力システムそのものの安全をどう担

保するのかという議論とともに、情報開示の手法が県民に対し明確に示さ

れ、起こったことがクリアに伝わるという信頼を築き上げることが必要で

ある。そのためには、平時から、対県民・対外的に情報開示の方法、手段

を明確にするとともに、県民との情報共有及び理解促進に努めていくこと

が重要である。（地震・津波）

○「完全な安全はあり得ない」ことから、住民は、事業者、県等が安全確保

のため最善を尽くす姿勢を見て、信頼に値する組織と評価する。対策する

側に自発的な姿勢があるかが重要である。また、事業者が安全確保のため

実施するＰＤＣＡサイクルに客観性、透明性を担保するため、例えば、県、

地元自治体が指定する第三者機関による公開でのチェックが必要と考え

る。（地震・津波）
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○原子力施設立地県の県民の健康と環境の防護を考えるとき、国の緊急安全

対策の指示を更に補完すべきものとして、緊急事態への備えと対応（原子

力防災）の充実が重要な項目と考える。緊急事態における地元自治体、県

及び国への通報システム、防護措置の判断のための情報提供、環境モニタ

リングの充実化の点で、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を踏ま

えた事業者の対応は、本検証において十分とみなすことはできない。（原

子力防災）

○原子力災害対策特別措置法では、事業者は防災業務計画を作成、修正する

義務があり、また、関係機関との連携協力を進めなければならない。今般

の事故に鑑み、早急に緊急応急対策や事後対策の見直しの検討に着手すべ

きである。（原子力防災）

○青森県での立地から考えると、電気、交通網が遮断されたら、どのように

現地に救護者が入るのか、あるいは現地から住民が避難するのか、時期が

真冬ならどうするかといった点も考慮した防災マニュアルを、事業者と共

同で作成する必要がある。（放射線防護）

○東京電力(株)福島第一原子力発電所を踏まえた対応として、これまで以上

に安全に向けた取り組みを｢見える化｣させる必要がある。能動的な見える

化としては、｢先回り｣をして危険の芽を摘むこと、そしてそれを外に向か

って見せることが、市民の安心につながる。受動的なものとしては、社員

や一般の方一人一人を危険を察知するアンテナとして捉え、何らかの懸念

が発せられればその声に耳を傾け、心配に応える仕組みがあるとよい。（放

射線防護）

○青森県内の原子力関連施設は下北半島に集中しており、再処理施設あるい

は東通原子力発電所の事故により下北半島全域あるいは一部が孤立する可

能性、また一施設の事故が他の原子力関連施設に影響を与える危険性を含

んでいる。しかし、青森県下北半島地域における複数の原子力関連施設相

互の影響の分析と対応については、国および事業者共に検討が不十分であ

る。よって、青森県、特に下北半島地域、における原子力関連施設の長期
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的な安全を担保するためには、複数の施設相互の影響分析、対策の立案と

実施が、国、事業者および青森県により確実に実施されることが必要であ

る。(建築工学)

（外部電源）

○下北地区の原子力施設における外部電源の信頼性確保に関する方策（上北

変電所、六ヶ所変電所の故障対策である１５万Ｖ送電線および予備電源線

の新設）は妥当であると考える。（リスクマネジメント）

○送電線新設完了（Ｈ２６年度目標）までの対策（故障変電所内のバイパス

応急措置）についても、定性的リスク分析がなされ対策の準備が検討され

ており、その内容については妥当であると考える。（リスクマネジメント）

（地震、津波）

○地震あるいは活断層、地震動予測については、新知見に対する幅広い対応

が重要である。（地震・津波）
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６．検証結果

■検証の視点

本委員会は、これまでの議論を踏まえ、主に以下の点に留意し、今回の緊急

安全対策等に係る検証結果をとりまとめたものである。

１ 対策の目標に対して、事業者の対策及び国の確認状況を踏まえ、必要な対

策がとられているか。

２ 個別の対策の有効性のみならず、対策全体としての多重防護性が確保され

ていると共に、対策間で相反する事態が生じないように、対策間の整合性

が図られているのか。

３ 積雪寒冷地である青森県の地域特性等、対策自体を阻害する可能性のある

様々なリスクについて、対応されているのか。

４ 短期、中長期を問わず、継続的に対策の実効性を確保し、日々対応能力を

向上させていくことに対する事業者の取り組み姿勢がみられるのか。

以下、各施設別に検証の経緯と検証結果を示す。

（１）東北電力（株）東通原子力発電所

■検証の経緯

今回の国の緊急安全対策は、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を踏

まえて、

①全交流電源

②海水冷却機能

③使用済燃料貯蔵プール冷却機能

のそれぞれが喪失したとしても、炉心損傷や使用済燃料の損傷の発生を防止す

るために、電源車･消防車の整備等をはじめ、各設備の確保やそれを運用する

ための手順書の整備、そして対策の実効性を高めるための訓練等を指示したも

のである。

また、中長期対策としては、上記の短期の対策の信頼性を向上させるために

防潮堤や空冷式ディーゼル発電機の設置などの設備の確保によって、原子炉の

冷温停止の迅速化や津波に対する防護策を図るものである。



＊４０ 高圧配電線や送電線が、がいし破損等により、大地に電力が流れること。
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更に、国は主要変電所の地絡
＊４０

事故を発端とした電力系統の外部電源信頼

性向上対策及び東京電力(株)福島第一発電所事故を収束させるための作業の中

で抽出されたシビアアクシデント対策についても指示したものである。

本委員会は、これらの指示に基づく事業者の対策や国の確認結果について、

具体的に確認作業等を進めたが、対策および対応がなされている事項がある一

方で、今後検討するべき課題もみられた。

また、これらの国の確認内容に関する個別的な検討とは別に、「多重防護性」

や「対策が機能しないリスク要因の抽出と対応」の観点から、今回の対策全体

の有効性について独自に確認を行った結果、対策が考慮されていることを確認

した。

さらに、「河川からの津波遡上への対応」については、発電所周辺の小老部

川からの津波遡上、洪水と津波が同時に発生した場合についても敷地内への浸

水の可能性は極めて低いことも併せて確認した。

これらを踏まえ、各委員からは「５．委員からの検証意見」に記載している

ように意見が示された。

■検証結果

本委員会としては、東北電力(株)東通原子力発電所に係る緊急安全対策等に

ついては、下記の理由により対策が効果的に機能していくものと考える。

○対策の目標である炉心損傷や使用済燃料の損傷の発生を防止するために必

要な設備や機器（電源車、消防車、可搬消防ポンプ等）及びそれを運用す

るために必要な手順書の整備や訓練の実施などの対策がとられているこ

と。

○事故の発生防止（防潮堤防潮壁の設置等）、影響の緩和（水密扉設置等）、

機能の回復（排水用資機材整備等）といった側面から、必要な対策が短期、

中長期ともに講じられており、施設全体として多重防護性が確保されてい
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ることや、対策間で相反する事態が生じないよう整合性（防潮堤の排水機

能の検討など）が図られていること。

○積雪寒冷地に起因するリスク要因（降雪期の構内道路の不通、電源車・消

防ホースの凍結など）への対策をはじめとして、対策が機能しないリスク

要因の抽出と対応などにより対策全体についてリスクの低減化が図られて

いること。

○訓練に関するＰＤＣＡサイクルの実践はもとより、本委員会での審議を通

じて、安全を優先するという考え方や常にリスクに対して検討する姿勢な

ど、継続的に安全性を向上させるための取り組み姿勢がみられること。

なお、本委員会としては、今回の緊急安全対策を実施するにあたり国が指示

した東京電力(株)福島第一原子力発電所と同程度の津波を前提として、津波に

よる浸水を想定した対策が効果的に機能することを確認したものである。

現在、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に係る原因究明が鋭意行われ

ているが、このような中で、今回の地震・津波の新知見を踏まえた耐震バック

チェックが１０月３１日より国において再開されたところであり、これらによ

り得られた知見が、国、事業者による施設の安全対策として速やかにフィード

バックされるべきことはいうまでもない。

（なお、各施設に共通な対策については、各施設それぞれに記載している。）

さらに、今後の施設の安全性を継続的に確保するためには、以下の対策に取

り組むことが必要である。

① 訓練の充実・強化

緊急時における電源車等の配備等への対応は人間の手によってほとんど

が達成されるため、訓練の実施や手順書の整備によって有事の際には確実

に対策が実施されることが重要である。そのため、多様な訓練やＰＤＣＡ

サイクルの展開により、継続的に事業者のリスク管理、危機管理能力を高

めていくことが必要である。特に、中長期対策が完了するまでの対策とし

て、人的・組織的対応（判断）能力向上対策が重要である。



＊４１ 特定の地域を対象に、災害が発生する過程を状況付与という形で次々に与え、実際の対応を問うことにより、厳し

い災害状況のなかでの対応を模擬的に体験し学習することの繰り返しを通して、緊急事態対応計画やマニュアルなどの問題

点、個々の参加者の対応上の問題点や間違いなどを同定し、計画等の改善や参加者の能力向上を図ること。実施にあたって

は図上演習のノウハウを有する外部専門家の支援を受けることが望ましい
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具体的な訓練としては、

・今回の東京電力(株)福島第一原子力発電所で起きた事象以外のシビア

アクシデントを想定した訓練

・懸念事項（当該地域特有の厳しい天候、作業員・従業員の少ない早朝

または深夜、物資・人員確保の不足など）を組み入れた事業者・立地

自治体の共同作業による最低限のより現実的なシナリオに基づく訓練

・図上演習
＊４１

による訓練

・公開下での訓練

の実施など、様々な条件下での訓練が考えられるが、これらについて早急

に検討し実施すること。

特に、訓練やＰＤＣＡサイクルの展開にあたっては、緊急時の人間の心

理や行動などについて、人間行動学的な知見も導入することや、ＰＤＣＡ

サイクルに客観性や透明性をもたせるための方策についても検討するこ

と。

なお、本委員会としては、今後必要に応じて訓練の状況を確認していく

ものとする。

② 中長期対策の着実な実施

緊急安全対策等に係る中長期対策については、県民の安全・安心の観点

から可能な限り前倒しで取り組むなど着実な実施を図ること。

また、事業者は中長期の防止対策として計画している防潮堤の設置が、

回復対策を阻害する可能性があることから、新たに防潮堤の排水対策を検

討することを示したが、これを着実に実施すること。

さらに、緊急安全対策のうち短期対策による設備等については、中長期

対策の実施により機能が重複すると考えられるものであっても、多重防護
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性の観点から継続的な活用について検討していくこと。

③ 地震・津波への対応強化

今回の東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の大きな要因となった津

波はこれまでの知見を超える規模であったことに鑑み、中央防災会議等に

より得られる新知見を踏まえ、津波対応を見直すこと。併せて、地震・津

波については、常に最新の研究動向の把握に努め、これまで以上に幅広い

姿勢で意見収集や対応に努めること。また、ＧＰＳ波浪計などのリアルタ

イムデータについて、安全対策への活用可能性を検討すること。

④ 県内事業者間による連携強化

現在県内には原子力関連施設を有する５つの事業者が立地しているとい

う状況を踏まえ、事故や災害時の連携協力体制の構築（放射線管理要員の

人員確保のために他事業者へ応援に行く場合のマニュアル作成、それに基

づいた合同訓練の実施、施設相互における影響分析及び社会的影響の検討

等）に努めること。

また、「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」の実効性を高

めるための課題を洗い出し対応策を検討すること。

⑤ より優れた安全技術の積極的導入

深層防護の観点から、安全性の確保につながる新たな技術（ポンプ冠水

対策、建屋内部の水素対策、放射性物質放出防止等に係る新たな技術）の

積極的導入に取り組むこと。

⑥ 緊急時の環境モニタリング等の充実・強化

原子力施設立地県の県民の健康と環境の防護を考えるとき、今回の緊急

安全対策を更に補完すべきものとして、緊急事態への防災面での備えと対

応が重要である。特に、今回の東京電力(株)福島第一原子力発電所での事

故を踏まえて、

・原子力施設敷地内のモニタリング及び緊急時環境モニタリング計画の
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充実・強化〈モニタリングカー及びモニタリングポスト等の対応強化

等〉（事業者）

・緊急事態における関係市町村、県及び国への通報システムの充実・強

化〈衛星電話の設置等〉（事業者）

・緊急時における住民の避難及び救護者等の移動経路・手段の確保（県、

市町村）

について十分ではないと思われることから、さらにこれらの対策について

今後積極的に取り組むこと。

また、原子力災害対策特別措置法において、事業者に義務づけられてい

る防災業務計画について、関係機関との連携協力の観点から、東京電力(株)

福島第一発電所の事故の知見を踏まえ、早急に緊急応急対策や事後対策の

見直しの検討に着手すること。

⑦ 確率論的安全評価（ＰＳＡ）で得られる事故シナリオによる緊急安全対

策等の有効性の確認

これまでにとられた緊急安全対策等については、内的事象及び外的事象

に関する確率論的安全評価（ＰＳＡ）で得られた主要な事故シナリオによ

って有効性を定量的に確認すること。

また、事故の進展に沿って、如何なる被害があり得るか、その影響の大

きさを含め検討すること。

⑧ リスクコミュニケーション活動等の展開

原子力施設における安全・安心の観点から、日頃から原子力施設の事故

に起因するリスクについて、直接・間接に関係する人々が関心懸念などに

ついて意見を交換し、共に考えリスク問題の解決に向け協働するリスクコ

ミュニケーションが重要である。リスクコミュニケーションの主体は事業

者及び国であるが、今後は県及び立地市町村の協力も必要と考える。

具体的には、

・リスク情報として、当該原子力施設のリスクプロファイルや様々なシ

ナリオの社会影響（一般公衆の生命・健康へのリスクや土壌汚染リス
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クなど）を検討し、リスクコミュニケーション活動に活用すること。

（事業者）

・リスクコミュニケーションへの理解促進・支援等（人材育成、ＮＰＯ

などの支援等）に取り組むこと。（国、県、市町村）

・災害時における情報開示、伝達手段のあり方を平時から県民に対し示

すよう努めるとともに、県民との情報共有及び理解促進に努めること。

（事業者、国、県、市町村）

などに取り組んでいくこと。

（２）日本原燃（株）再処理施設

■検証の経緯

今回の国の緊急安全対策等は、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を

踏まえ、アクティブ試験中である再処理施設において、全交流電源が喪失し、

水素滞留防止機能及び崩壊熱除去機能のそれぞれが喪失したとしても、水素爆

発、高レベル濃縮廃液の沸騰及び使用済燃料の損傷の発生を防止するために、

短期対策としては、電源車･消防車の整備をはじめ、中央制御室の作業環境の

確保や構内の通信手段確保、それを運用するための手順書の整備、そして対策

の実効性を高めるための訓練等を指示したものである。

加えて、中長期対策として、非常用電源設備の増設やエンジン付きコンプレ

ッサによる圧縮空気の供給、消防車による冷却水コイルへの注水の対応をとる

ことにより、安全対策を拡充するものである。

本委員会では、これらの指示に基づく事業者の対策や国の確認結果に、「対

策が機能しないリスク要因の抽出と対応」や「過去の震災や事故の教訓への対

応」の観点も加えて、今回の対策全体の有効性について具体的に確認作業等を

進めた。

これらを踏まえ、各委員からは「５．委員からの検証意見」に記載している

ように意見が示された。
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■検証結果

再処理施設は、原子炉と違いエネルギーが大量に発生する工程がなく、常温

・常圧の環境下で化学処理が行われる施設である。再処理のために貯蔵してい

る使用済燃料は、使用後の年数がかなり経過しており、原子力発電所で保管さ

れている燃料に比べ、発熱量がかなり低い状態にある。放射性物質が集結する

場所としては、使用済燃料貯蔵プールと廃液を濃縮するプロセス部分である。

また、異常事態を想定した場合においても、炉のように施設の温度が急上昇し、

水と被覆管反応等で水素が急激・大量に発生するような事象は考えにくい施設

である。

現在進められているアクティブ試験では、使用済燃料の処理は終了しており、

今後行われる試験は高レベル廃液ガラス固化建屋など、使用される施設は限定

されている。

なお、再処理施設は標高５５ｍの高さにあることから、津波による浸水の影

響を考慮する必要はない。

このような施設の状況をも踏まえ、本委員会としては、日本原燃(株)再処理

施設に係る緊急安全対策等については、以下の理由により、対策が効果的に機

能していくものと考える。

○水素の発生などの危険源が限定される中で、対策の目標（全交流電源供給

喪失、放射性物質の崩壊熱除去機能喪失及び水素の発生のおそれがある設

備においてその滞留防止機能喪失の回復）を達成するために必要な設備・

機器の整備（非常用ディーゼル発電機の増設、電源車・消防車の配備等）

及びそれを運営するために必要な訓練などの対策がとられていること。

○全交流電源喪失から派生する３つの重要なシナリオ（水素の滞留防止機能

喪失、高レベル濃縮廃液の崩壊熱除去機能喪失、使用済燃料プールの冷却

機能喪失）に対し、短期対策としては電源車による電源供給や消防車によ

る使用済燃料貯蔵プールへの注水、中長期対策としてはエンジン付きコン

プレッサによる圧縮空気の供給や消防車による高レベル濃縮廃液貯槽等の

冷却水コイルへの注水等、対策の多重化が図られていること。

○積雪寒冷地に起因するリスク要因をはじめとして、対策全体についてリス

クの低減化が講じられること。
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○過去の震災や事故の教訓を踏まえ、自主的な対応を含む対策を実施してい

るなど、継続的に安全性の向上に取り組む姿勢がみられること。

更に、本格操業に向けて施設の安全性を継続的に確保するためには、以下の

対策に取り組むことが必要である。

① 本格操業に向けたアクシデントマネジメント対策の徹底

再処理施設は、操業前の段階であることや国内唯一の施設であり、施設

の特性として多くの施設に分かれており、リスク管理の対象が原子力発電

所に比べても広範囲にわたることなどから、技術システム全体からみたア

クシデントマネジメント対策の検討を進めることが喫緊の課題である。こ

のことから、日本原燃(株)においては、本委員会で出された検討事項（配

管内等における水素滞留箇所の検討、高レベル濃縮廃液の崩壊熱除去機能

喪失等における設計基準事象を超える事象が起きた場合の対応策）も含め

て、確率論的手法やトップダウン型のリスク管理手法などを活用して、発

生頻度や起こりえる事象を把握した上で、速やかにアクシデントマネジメ

ント対策に取り組むと共に、操業時までに万全の対策を期すること。

国においては、設計基準事象についての審査は行われているが、今後は

シビアアクシデント対応等についても十分に検討し、アクシデントマネジ

メント対策の一層の充実に取り組むこと。

② 訓練の充実･強化

緊急時における電源車等の配備等への対応は人間の手によってほとんど

が達成されるため、訓練の実施や手順書の整備によって有事の際には対策

が確実に実施されることが重要である。そのため、多様な訓練やＰＤＣＡ

サイクルの展開により、継続的に事業者のリスク管理・危機管理能力を高

めていくことが必要である。

具体的な訓練としては、

・特有の設計基準事象を超える事象を想定した訓練

・懸念事項（当該地域特有の厳しい天候、作業員・従業員の少ない早朝



＊４１ 特定の地域を対象に、災害が発生する過程を状況付与という形で次々に与え、実際の対応を問うことにより、厳し

い災害状況のなかでの対応を模擬的に体験し学習することの繰り返しを通して、緊急事態対応計画やマニュアルなどの問題

点、個々の参加者の対応上の問題点や間違いなどを同定し、計画等の改善や参加者の能力向上を図ること。実施にあたって

は図上演習のノウハウを有する外部専門家の支援を受けることが望ましい
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または深夜、物資・人員確保の不足など）を組み入れた事業者・立地

自治体の共同作業による最低限のより現実的なシナリオに基づく訓練

・図上演習
＊４１

による訓練

・公開下での訓練

などが考えられ、このような様々な条件下での訓練を早急に検討し実施す

ること。

特に、訓練やＰＤＣＡサイクルの展開にあたっては、緊急時の人間の

心理や行動などについて、人間行動学的な知見も導入することや、ＰＤＣ

Ａサイクルに客観性や透明性をもたせるための方策についても検討するこ

と。

なお、本委員会としては、今後必要に応じて訓練の状況を確認していく

ものとする。

③ 冬期対策等の強化

冬期のリスク対策において、凍結防止対策として防火水槽などを地下設

置としているものの、その周辺については凍結の可能性が高いことから防

止対策を早急に実施すること。また、電源ケーブル小屋の補強対策につい

ても早急に実施すること。

④ 人材育成及び技術力の強化

日本原燃(株)の再処理施設は国内唯一の商業再処理施設であることか

ら、他の原子力施設と異なり、技術の蓄積を独自に行う必要がある。また

再処理は工程が複雑であり、それぞれの工程において専門的知識を必要と

し、更に工程全体の中での役割を把握する知識も必要である。

このため本格操業に向けて、専門的知識を有する人材育成及び技術力の
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向上を目指し、各工程及び施設全体の管理等について、社員に確固たる技

術力が蓄積されるよう不断の努力を行うこと。

⑤ 事業所内における連携強化及び県内事業者間による連携強化

日本原燃(株)は再処理施設以外にも濃縮施設、埋設施設などがあり、更

に再処理施設内においても、作業は様々な工程に分かれており、事故や災

害時における各部門の連携強化が非常に重要であることから、これまで以

上に、連絡・連携体制を整備・強化すること。

現在県内には原子力関連施設を有する５つの事業者が立地しているとい

う状況を踏まえ、事故や災害時の連携協力体制の構築（放射線管理要員の

人員確保のために他事業者へ応援に行く場合のマニュアル作成、それに基

づいた合同訓練の実施、施設相互における影響分析及び社会的影響の検討

等）に努めること。

また、「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」の実効性を高

めるための課題を洗い出し対応策を検討すること。

⑥ 新知見に対する幅広い対応

技術力の蓄積及び向上のため、アクティブ試験及び今後の本格運転等に

おいて、安全対策等の様々な新知見が得られた場合は、その内容を確実に

反映していくこと。

また、再処理施設については耐震バックチェックの審議は終わっている

ものの、今後、他サイトにおける耐震バックチェックの審議等も含め、常

に最新の動向を注視し、新知見が得られた場合は速やかに対応するととも

に、これまで以上に幅広い姿勢で意見収集や対応に努めること。

⑦ 緊急時の環境モニタリング等の充実･強化

原子力施設立地県の県民の健康と環境の防護を考えるとき、今回の緊急

安全対策を更に補完すべきものとして、緊急事態への防災面での備えと対

応が重要である。特に、今回の東京電力(株)福島第一原子力発電所での事

故を踏まえて、
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・原子力施設敷地内のモニタリング及び緊急時環境モニタリング計画の

充実・強化 〈モニタリングカー及びモニタリングポスト等の対応強

化等〉（事業者）

・緊急事態における関係市町村、県及び国への通報システムの充実・強

化〈衛星電話の設置等〉（事業者）

・緊急時における住民の避難及び救護者等の移動経路・手段の確保（県、

市町村）

について十分ではないと思われることから、さらにこれらの対策について

今後積極的に取り組むこと。

また、原子力災害対策特別措置法において、事業者に義務づけられてい

る防災業務計画について、関係機関との連携協力の観点から、東京電力(株)

福島第一原子力発電所の事故の知見を踏まえ、早急に緊急応急対策や事後

対策の見直しの検討に着手すること。

⑧ リスクコミュニケーション活動等の展開

今後、原子力施設においての安全を確保していくためには、日頃から原

子力施設の事故に起因するリスクについて、直接・間接に関係する人々が

関心懸念などについて意見を交換し、共に考えリスク問題の解決に向け協

働するリスクコミュニケーションが重要である。リスクコミュニケーショ

ンの主体は事業者及び国であるが、今後は県及び立地市町村の協力も必要

と考える。

具体的には、

・リスク情報として、当該原子力施設のリスクプロファイルや様々なシ

ナリオの社会影響（一般公衆の生命・健康へのリスクや土壌汚染リス

クなど）を検討し、リスクコミュニケーション活動に活用すること。

（事業者）

・リスクコミュニケーション活動を展開すること。（県、立地市町村）

・災害時における情報開示、伝達手段のあり方を平時から県民に対し示

すよう努めるとともに、県民との情報共有及び理解促進に努めること。

（事業者、国、県、立地市町村）
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などに取り組んでいくこと。

（３）電源開発（株）大間原子力発電所

■検証の経緯

電源開発(株)大間原子力発電所は，現在、建設中であり、国の緊急安全対策

等の評価の対象外の施設である。この様な中で、電源開発(株)より安全強化対

策等が本委員会に示されたことから、本委員会としては、国に確認を要請した

ものである。

国としては、電源開発(株)の対応策は今回の緊急安全対策等の趣旨に沿った

ものであることを確認している。

これらを踏まえ、各委員からは「５．委員からの検証意見」に記載している

ように意見が示された。

■検証結果

本委員会としては、建設中である大間原子力発電所の安全強化対策等につい

ては、下記の理由により、安全対策として考え得る計画がなされているものと

考える。

○大間原子力発電所は、安全性を向上させた最新設計の施設であることや、津

波の影響が相対的に低い中で、国の緊急安全対策等に準じた対策等が計画さ

れていること。

○事故の発生防止（防潮堤設置等）、影響の緩和（水密扉設置等）、機能の回

復（海水ポンプモータ予備品確保等）といった側面から、必要な対策が講じ

られており、施設全体として多重防護性が確保されていること。

○大間原子力発電所については、現在建設中であることから、事業者は現在実

施中の安全強化対策に係る設計の一部変更又は追加を計画していること及び

それらの実施にあたっては、メリット、デメリットを考慮していた上で、最

適な設計を行うこととしているなど、施設の安全性向上の取り組み姿勢がみ



- 100 -

られること。

○安全強化対策の実施にあたっては先行プラントや東京電力(株)福島第一原子

力発電所の事故究明から得られる新知見を反映する時間的余裕があることな

ど、一層の安全性の向上が図られることが期待できること。

なお、本委員会としては、今回の緊急安全対策を実施するにあたり国が指示

した東京電力(株)福島第一原子力発電所と同程度の津波を前提として、津波に

よる浸水を想定した対策が効果的に機能することを確認したところである。

また、現在進められている東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に係る原

因究明による知見が、国、事業者により施設の安全対策として速やかにフィー

ドバックされるべきことはいうまでもない。

さらに、今後の施設の安全性を継続的に確保するためには、以下の対策に取

り組むことが必要である。

① 安全対策（設計変更又は追加された対策）の着実な実施

本委員会に具体的に示された安全対策である、油タンクの防油堤等の嵩

上げ、代替海水ポンプを速やかに設置できるような設計対応、非常用発電

機からの電源ケーブルの本設化、淡水タンクの補強、免震機能を有する緊

急時対策所の設置を着実に実施すること。

また、非常用電源系バックアップについては装置の多重性に加え、装置

の供給時間も合わせた評価、検討を行うこと。

② 地震・津波への対応強化

今回の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故での大きな要因となっ

た津波への対応については、今回の津波はこれまでの知見を超えるもので

あることから、中央防災会議等での検討の状況等を踏まえて、新知見に基

づく津波評価に積極的に取り組むこと。さらに、地震・津波についても、

常に最新の研究動向の把握に努め、これまで以上に幅広い姿勢で意見収集

や対応に努めること。



＊４２ 特定の地域を対象に、災害が発生する過程を状況付与という形で次々に与え、実際の対応を問うことにより、厳し

い災害状況のなかでの対応を模擬的に体験し学習することの繰り返しを通して、緊急事態対応計画やマニュアルなどの問題

点、個々の参加者の対応上の問題点や間違いなどを同定し、計画等の改善や参加者の能力向上を図ること。実施にあたって

は図上演習のノウハウを有する外部専門家の支援を受けることが望ましい
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③ 防災への取組

事業者として地域特性を充分に踏まえた防災計画の策定に向け、検討を

進めること。特に、避難経路等の確保については、関係機関と連携、協力

すること。

県及び関係市町村においても、避難経路の確保を含む防災への取組みに

努めること。

④ 訓練の充実･強化

緊急時における電源車等の配備等への対応は人間の手によってほとんど

が達成されるため、訓練の実施や手順書の整備によって有事の際には対策

が確実に実施されることが重要である。そのため、多様な訓練やＰＤＣＡ

サイクルの展開により、継続的に事業者のリスク管理・危機管理能力を高

めていくことが必要である。

具体的な訓練としては、

・特有の設計基準事象を超える事象を想定した訓練

・懸念事項（当該地域特有の厳しい天候、作業員・従業員の少ない早朝

または深夜、物資・人員確保の不足など）を組み入れた事業者・立地

自治体の共同作業による最低限のより現実的なシナリオに基づく訓練

・図上演習
＊４２

による訓練

・公開下での訓練

などが考えられ、このような様々な条件下での訓練を今後、検討していく

こと。

また、訓練やＰＤＣＡサイクルの展開にあたっては、緊急時の人間の心

理や行動などについて、人間行動学的な知見を導入することや、ＰＤＣＡ



＊４３ ・日本原燃(株)ウラン濃縮施設

・日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター

・日本原燃(株)高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター

・日本原燃(株)MOX燃料加工施設

・リサイクル燃料貯蔵(株)リサイクル燃料備蓄センター
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サイクルに客観性や透明性をもたせるための方策についても今後検討する

こと。

⑤ 県内事業者間による連携強化

現在県内には原子力関連施設を有する５つの事業者が立地しているとい

う状況を踏まえ、事故や災害時の連携協力体制の構築（放射線管理要員の

人員確保のために他事業者へ応援に行く場合のマニュアル作成、それに基

づいた合同訓練の実施、施設相互における影響分析及び社会的影響の検討

等）に努めること。

また、「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」の実効性を高

めるための課題を洗い出し対応策を検討すること。

⑥ より優れた安全技術の積極的導入

深層防護の観点から、安全性を確保につながる新たな技術（ポンプ冠水

対策、建屋内部の水素対策、放射性物質放出防止等に係る新たな技術）の

積極的導入に取り組むこと。

（４）再処理施設以外の核燃料サイクル施設

■検証の経緯

本委員会は、国が再処理施設以外の核燃料サイクル施設
＊４３

に関して、電源

を要する冷却機能が不要であること及び水素爆発を考慮する必要がないことか

ら、今回の緊急安全対策が不要としたことを踏まえ、事業者から提出された電

源喪失時の安全対策について具体的な確認を行った。



＊４４ 特定の地域を対象に、災害が発生する過程を状況付与という形で次々に与え、実際の対応を問うことにより、厳し

い災害状況のなかでの対応を模擬的に体験し学習することの繰り返しを通して、緊急事態対応計画やマニュアルなどの問題

点、個々の参加者の対応上の問題点や間違いなどを同定し、計画等の改善や参加者の能力向上を図ること。実施にあたって

は図上演習のノウハウを有する外部専門家の支援を受けることが望ましい
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これらを踏まえ、各委員からは「５．委員からの検証意見」に記載している

ように意見が示された。

■検証結果

本委員会としては、再処理施設以外の核燃料サイクル施設について、電源を

要する冷却機能が不要であること及び水素爆発を考慮する必要がないことを確

認したことから、国が今回の緊急安全対策の対象外とした対応に問題はないも

のと考える。

なお、今後の施設の安全性を継続的に確保するためには、以下の対策に取り

組むことが必要である。

① 訓練の充実･強化

緊急時における電源車等の配備等への対応は人間の手によってほとんど

が達成されるため、訓練の実施や手順書の整備によって有事の際には対策

が確実に実施されることが重要である。そのため、多様な訓練やＰＤＣＡ

サイクルの展開により、継続的に事業者のリスク管理・危機管理能力を高

めていくことが必要である。

具体的な訓練としては、

・懸念事項（当該地域特有の厳しい天候、作業員・従業員の少ない早朝

または深夜、物資・人員確保の不足など）を組み入れた事業者・立地

自治体の共同作業による最低限のより現実的なシナリオに基づく訓練

・図上演習＊４４による訓練

・公開下での訓練

などが考えられ、このような様々な条件下での訓練を検討していくこと。

また、訓練やＰＤＣＡサイクルの展開にあたっては、緊急時の人間の心
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理や行動などについて、人間行動学的な知見を導入することや、ＰＤＣＡ

サイクルに客観性や透明性をもたせるための方策についても検討するこ

と。

② 県内事業者間による連携強化

現在県内には原子力関連施設を有する５つの事業者が立地しているとい

う状況を踏まえ、事故や災害時の連携協力体制の構築（放射線管理要員の

人員確保のために他事業者へ応援に行く場合のマニュアル作成、それに基

づいた合同訓練の実施、施設相互における影響分析及び社会的影響の検討

等）に努めること。

また、「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」の実効性を高

めるための課題を洗い出し対応策を検討すること。
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おわりに

本委員会は、県内の原子力施設に係る今回の緊急安全対策等について、「対策は

効果的に機能していく」等の考え方を示すと共に、これらの対策が継続性をもって、

効果的に機能していくために取り組むべき対策や課題について示した。

これらの対策等を進めていく上では、事業者のみならず国や県、立地地域等の関

係者それぞれが、「完全なる安全はあり得ない。しかし、求めるべきものは完全な

る安全である」という共通の認識の下で、「最善の努力を尽くす」ことが重要であ

る。

この中において、施設の安全性の向上が着実に図られると共に、事業者における

安全文化の構築も図られていくものと考える。そしてそれが、施設に対する信頼感

の醸成へとつながっていくものと考える。

県は、本委員会で示された検証結果について、それらが現在、そして将来にわた

って、「最善の努力をもって進められているのか」を常に注視し、確認すると共に、

その中で県民の安全･安心の観点から、県の担うべき役割を着実に果たしていくこ

とを、本委員会として要望したい。
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資料１ 東北電力（株）東通原子力発電所に係る確認事項等
（１）緊急安全対策に係る検証

ア 緊急点検の実施

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

■国の具体的要求事項 ○国は、緊急点検の実施について、具 ○緊急点検の実施では、緊急時に必要となる
・津波に起因する緊急対応のた 体的にどのような方法で検査を行っ 機器・系統及び資機材が予め整備・準備さ
めの機器、設備の緊急点検の実 ているのか。 れ、適切に維持管理されていることを確認
施 する。具体的には、電源車、ポンプ車、工

作車等の対象となる機器、緊急時に用いる
■国の審査基準 設備、隔離時冷却系その他設備等について、
・緊急時に必要となる機器 立ち会い、または点検記録により、点検方
・系統及び資機材が予め整備・ 法及び適切性の確認をして、点検に結果問
準備され、適切な維持・管理が 題ないことを確認している。（国）
されていること。

○緊急安全対策のための機器として、 ○対応する機器は、緊急時対応計画または
■事業者の対応 必要十分であることを、どのようプ 手順書により定められているが、それが想
・津波に起因する緊急時対応の ロセスで確認しているのか。 定される事象に対して適切であるのか、ま
ための機器および設備の点検 ○国は、事業者の技術レベルをどのよ たは用いられる資機材の点検が行われてい

・性能試験による発電所設備の うに点検しているのか。 るのかについて確認している（国）。
点検 ○資機材、設備の機能、除熱機能の電源確保

の観点から外観又は機能検査を実施してい
る。（事業者）

○事業者の職員全体の技能、意識レベル、対
応計画考え方等について、ヒアリングをす
る際に確認しており、必要な能力は訓練に
より判断している。（国）

イ 緊急時対応計画の点検及び訓練の実施

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○国は、訓練についてどのように確認 ○手順どおりきっちりと訓練が行われている
■国の具体的要求事項 したのか。 のか、時間制約（バッテリー容量８時間）
・全交流電源喪失、海水冷却機 に対して、十分余裕を持って電源車、ある
能喪失及び使用済燃料貯蔵プー いは注水のためのホースのつなぎ込みがで
ルの冷却機能喪失を想定した緊 きるか等を確認している。（国）
急時対応計画の点検と訓練の実 ○電源や注水のためのホースのつなぎ込みに
施 要する時間は、訓練によりそれぞれ2.5時

間、1.5時間まで短縮している。（事業者）
■国の審査基準
・緊急時対応マニュアルが体系 ○国は審査結果で、「ＰＤＣＡサイク ○訓練の結果により、改善点が抽出されてい
的に整備され、関係者に通知、 ルが機能していることを確認した」 ることやそれに対応して資機材の変更、手
教育されていること。 としているが、そこで抽出された改 順書の修正が行われ、次の行動に反映され

・当該マニュアルは責任・権限 善点の状況についても確認している る方針を確認している。（国）
が明確であり、燃料損傷に至ら のか。 ○今回の改善事項として、夜間訓練の実施や
ない時間内で対応できるような ハンズフリーを考慮したヘッドライトの整
ものであること。 備（配備済み）などが出てきた。（事業者）

・訓練が計画、実施され、訓練
結果に基づく改善事項がマニュ ○総合訓練として、津波以外での原子 ○今回は東京電力(株)福島第一原子力発電所
アルに反映され、継続的改善の 炉本体の損傷、配電盤の損傷、ある の事故を踏まえ、全交流電源喪失、海水冷
ためのＰＤＣＡが回り始めてい いは放射性物質漏えいを想定した訓 却系の機能喪失という冷却系と電源系が全
ること。 練項目も入れるべきでないか。 て失われたことを想定し構成しているが、

訓練のあり方として、配管が破断するよう
■事業者の対応 なケースの想定も強化すべき課題として対
・マニュアルの整備 応したい。（国）
・訓練の実施

○訓練についても、 時間の経過によ
りハード面や人の考え方、組織体も
変化していくことから、エラーやス
トレスを入れ緊張感を持ってＰＤＣ
Ａが回るようにすることが大事。

＜意見･提言＞
○ストレステストや不利な条件下で
の訓練について、1週間程度かけて、
県民に公開して行うことが重要。

＜意見･提言＞



- 107 -

ウ 緊急時の電源確保

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○国は、「（電源車の）ケーブルが実際 ○高台に配置している電源車が、津波の影響
■国の具体的要求事項 の建屋の形状に沿って可能なことを を踏まえて複数のアクセスルートを考えて
・所内電源が喪失し、緊急時電 確認した」としているが、どのよう いることや、少し距離をおいて電源車をつ
源が確保できない場合に、必要 なことを確認したのか。 なぎ込むようなケースなど計画で想定して
な電力を機動的に供給する代替 いることを確認している。また、実際に立
電源の確保 ち会い、十分余裕のあるかたちで電源車に

ケーブルがつなぎ込まれていることも確認
■国の審査基準 している。（国）
・電源車の電源容量は負荷に見
合うものであり、接続ケーブル ○国の審査結果では、電源車からの電 ○全交流電源喪失時においては、バッテリー
は十分な長さを有するものでる 源が2.5時間以内に接続可能なこと により緊急時の冷却系が作動して原子炉等
こと。また、これらの資機材に を確認したとあるが、この 2.5時間 の冷却を維持するが、このバッテリーの稼
ついては、津波の影響を受ける の持つ意味は何か。2.5時間は電源 働時間は８時間であることから、これに対
恐れのない、十分な高さの高台 無しの状態でも支障がないのか。 して時間的に十分余裕のある2.5時間で対
等に保管・設置すること。 応できることを確認している。（国）

・電源車を移動し、つなぎ込む ○また、今回の対策ではバッテリーなど重要
時間が訓練により確認されてい な設備を収納している建屋や部屋の浸水対
ること。 策を確実に行うことによって、被災を防止

し、機能を維持することも含まれている
■事業者の対応 （国）。
・電源車（3台）の確保、資機材 ○電源車の燃料は、満タンで約3.6時間稼働
の配備・電源車による電源供給 し、軽油タンクの燃料の補給を考慮すると
にかかる手順整備 約２９日間の稼働が可能である（事業者）。

○電源車は、悪条件下（車庫破損、車 ○電源車は、駐車場からのアクセスルートも
庫前の積雪、道路の積雪又は破損等） 複数用意している。また、冬期間は除雪を
での移動は考慮されているのか。 行い、道路陥没対策としては土嚢袋及び敷

き鉄板により対処する。（事業者）
○なお現在、大容量の電源装置を上期中を目
途に配備予定であり、配備後は電源車は不
要となる。（事業者）

○周期の長い地震動により、高台に配 ○電源車は、左右に３０°傾けても転倒しな
置されている電源車が転倒すること い仕様であり、舗装され安定した地盤を選
はないか。 定して配備しているため、地震による転倒

はないと評価している。万一、電源車が転
倒した場合でも、６トン級のホイールロー
ダで修復できる。（事業者）

○訓練を評価することが大事である ○評価する者は発電所の管理職であり、消防
が、評価体制はどのようになってい ポンプを使用する訓練は、地元の消防関係
るのか。 者である(事業者)。

○今実施している緊急対策は、恒久的
対策ができるまでの繋ぎとしてだけで
はなく、絶えずバックアップとして、
例えば電源車や消防ポンプなどは考慮
しなければならない。＜意見･提言＞
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エ 緊急時の最終的な除熱機能の確保

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

■国の具体的要求事項 ○緊急時おける水源と想定している小 ○小老部川の水量は、２社で日量最大2,300
・海水系施設、若しくはその機 老部川の水量は、東京電力が将来使 トン取水可能で容量は十分あり、年間を通
能が喪失した場合を想定した、 用するとしても十分確保できるのか。 じて涸れない川である。（事業者）
機動的な除熱機能復旧対策の準
備 ○柏崎ではタンクが地震で挫屈した ○水源としてのタンクは、復水貯蔵槽、純水

が、貯水タンクが地震時に損傷して タンク、ろ過水タンク、原水層、防火水槽
■国の審査基準 も十分な水量が確保できるか。 がある。これらは耐震ＢまたはＣクラスで
・ポンプは冷却に必要な流量及 あり、Ｃクラスについても消防法に基づく
び吐出圧が確保でき、仮設ホー 震度６相当の地震に耐えうる設計としてい
スは十分な長さを有し、水源は るが、今後さらに詳細を検討し必要に応じ
複数かつ十分な数量を確保でき て補強対策をとっていく。なお、女川原子
ること。また、これらの資機材 力発電所では、４月７日のＳＳを超えるよ
については、津波の影響を受け うな地震に対しても、タンクについては挫
る恐れのない、十分な高さの高 屈の損傷はなかった。（事業者）
台等に保管・設置すること。

・原子炉格納容器のベント、原
子炉の水位、温度、圧力等の監
視手段や、冷却系統を構成する ○タンク内の保存液による振動数の変 ○今後検討していく。（事業者）
機器の駆動源が確保されている 化や浮力による損傷対策はなされて
こと。 いるのか。

・原子炉への海水注入の操作等
について、それらの操作等に係 ○想定外の地震であっても、稼動すべ ○モーター等動的なものについても、今回の
る手順及び権限が、適切に手順 きものはきちんと稼働するのか。 安全対策で耐震Ｓクラス同等のものとして
に盛り込まれていること。 おり耐震上問題ない。配管は保守的に肉厚

の厚いものを使用し、バックチェックにお
■事業者の対応 いて耐震評価され耐震補強工事済みである。
・消防車、資機材の配備 （事業者）
・消防車を用いた代替注水手順、
格納容器ベント強化手順整備

オ 緊急時の使用済貯蔵プールの冷却確保

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

■国の具体的要求事項 ○使用済燃料プールの水位及び温度の ○代替電源又は電源車からの供給先に計装系
・使用済燃料貯蔵プールの冷却 多重監視と補給水などの損傷による があるので監視できるが、非接触温度計に

やプールへの通常の所内水供 漏水（リーク）について検討してい よる監視も出来るので、バックアップ施設
給が停止した際に、機動的に るのか。 として検討している。また、プール水がサ
冷却水を供給する対策の実施 イフォンで抜けないよう系統設計上考慮し

ている。地震によるスロッシングも検討し
■国の審査基準 ており大量の漏水はないものとしている。
・ポンプは冷却に必要な流量が （事業者）
確保でき、仮設ホースは十分な
長さを有し、水源は複数かつ十 ○使用済燃料プールは、炉心に比べて ○今のところ考えていない。運転中におい
分な数量を確保できること。ま 熱容量が少なく、消火栓からの注水 てプール水が蒸発して使用済燃料が露出す
た、これらの資機材については、 で十分と思うが、例えば投げ込み式 るまで１７日程かかる。使用済燃料が満杯
津波の影響を受ける恐れのな クーラーとか中期的な対策は考えな な状態では１０日程かかるので、そのなか
い、十分な高さの高台等に保管 いのか。 でできる対策をやっていく（事業者）。
・設置すること。

・使用済燃料プールの水位、温
度の監視手段や、水位維持に必
要となる系統を構成する機器の
駆動源が確保されていること。

・使用済燃料プールへの海水注
入の操作等に係る手順及び権限
が、適切に手順に盛り込まれて
いること。

■事業者の対応
・消防車、資機材の配備
・使用済燃料プールの除熱手順

整備
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カ 各原子力発電所における構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

■国の具体的要求事項 ○今回の東京電力(株)福島第一原子力 ○扉については、仮に１５ｍの津波が来た場
・各原子力発電所における構造 発電所の状況を見ると、かなりの水 合の緊急対策は考慮しており、約２ｍの水

等を踏まえた当面必要となる 圧が門扉など各所に加わっている可 圧に対して外部扉は十分な機能を有してい
対応策の実施 能性があり、ただ単にシールド等が ることを確認している。原子炉建屋東側の

されているという確認だけでなく、 大物搬入口は、厚さが２５０mmあり、水圧
■国の審査基準 かなりの圧力がかかってもきちんと に対して十分な強度を有していることを確
・電源の信頼性向上のために、 機能が維持されることが必要である。 認している。 また、シール材については、

非常用発電機等を津波の影響 防水性や摩耗性に優れている厚さ２mmクロ
を受ける恐れのない、十分な ロプレーンゴムを使用しており、材料強度
高さの高台等に可能な限り早 は約７０キロある。津波２ｍの静水圧が扉
期に追加設置するよう計画さ にかかるとき、シール材に加わる引っ張り
れていること。なお、この非 強度は７キロにも満たないことから、十分
常用発電機等が設置されるま な強度を有していることを確認している。
での間は、大容量発電機の配 気密性向上については、引き続き中長期対
備にて可能な限り早期に代替 策で十分検討していきたい。（事業者）
することが計画されているこ
と。 ○建屋地下の配管貫通部の点検の仕方 ○水密性について、海水底からケーブル又は

・迅速に冷温停止に持ち込むた はどように行っているのか。また、 配管を通じて発電所本館まで貫通している
めに本設の残留熱除去系等の 地下の１つのルートから浸水した場 ところは、配管の周囲をシール材で覆い、
復旧に必要な海水ポンプ電動 合でも、他の部屋に影響を及ぼさな ケーブル貫通部は充填剤を入れてシールし
機の予備品や海水ポンプの代 いことのが重要であるが、対応され ており、点検で貫通部のシール性能が劣化
替ポンプ（水中ポンプ、可搬 ているのか。 していないこと、施工されていることを確
式ポンプ）を確保する計画が 認している。また、部屋の重要機器につい
策定されていること。 ては、水密扉で区画されており、点検では、

・津波対策として、より高い津 水密扉のパッキンが劣化しておらず、水密
波を考慮して、建屋への浸水 性があることを確認している。（事業者）
対策の強化、海岸部の防潮堤
の設置・強化、建屋・屋外機 ○津波について、防水性と排水性はト ○重要な機器（冷却ポンプ・高圧電源盤・バ
器等周辺への防潮壁等の設置 レードオフの関係になるが、内部冠 ッテリー）は水密扉で確保しているが、地
等を可能な限り早期に行うこ 水に対してある程度の海水が建屋内 下３階に排水ポンプも用意してあり排水対
とが計画されていること。 に入ったとしても、その対応は出来 策も考えている。（事業者）

ているのか。
■事業者の対応
・建屋地上階外扉や配管貫通部
の健全性の確認 ○津波高さ１５ｍは、どのような想定 ○敷地高さ１３ｍに対し、２ｍの余裕を見て

・大容量電源装置及び常 設の非 根拠に基づいているのか。 １５ｍとしている。津波高さは設置許可時
常用発電機の配備 の地震評価では６．５ｍ、土木学会の手法

・非常用海水系ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ洗浄 での評価は８．８ｍであり、敷地高１３ｍ
・乾燥のための復旧資機材、代 は余裕のある高さと考えていたが、さらに

替非常用海水ポンプの配備及 ２ｍの余裕をみて１５ｍとした。（地業者）
び非常用海水系ポンプモータ
ー予備品の確保 ○福島で動かないと想定していた断層 ○通常、東北地方は逆断層系で地震が起きる

・建屋の扉水密性向上及び防潮 が動いたことから、他の施設全般に が、４月９日の地震は正断層系で起き、３
堤、防潮壁の設置 ついて断層評価をやり直す必要があ 月１１日を契機として応力場に変化が生じ

るのでないか。 たといわれている。原子力安全委員会から
の指示により、正断層系の活断層について
再度調査し国に報告することとしており、
今のところ青森県周辺で特に地震活動が活
発化している地域はない。（事業者）

○原子力安全委員会から４月に指示がでてお
り、いわゆる正断層系の活断層について見
過ごしている点がないか調査している。今
後とも、予断を持たず安全の確保に取り組
んでいく。（国）

○河川上流での土砂崩落に対する取水 ○小老部川からの取水については、原水取水
確保対策はされているのか。 設備から約２ｋｍ上流にある東通村水道給

水設備周辺が土石流警戒区域に指定されて
いるが、万一崩落し川が堰き止められても、
取水までの２キロ間に流入する水で十分賄
えると評価している。（事業者）

○耐震指針中の随伴事象として、高台 ○当社の高台は、２０～３０ｍ間の高台で、
等に設置することの評価はされてい ほぼフラットであり随伴事象として地滑り
るのか。 等が起こる状況にはない。（事業者）
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国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○緊急時における非常用バックアップ ○キャンドモーターポンプとか水中でも使え
としての非常用装置は必要であるが、 る良いポンプもある。現場側から本店の設
いわゆる恒久的な対策、例えば、ポ 計側にアイデアを吸い上げていくことは今
ンプモーターが水に冠水した場合で 後大切なことであり、是非参考にしたい。
も機能を喪失しないような常設の冷 （事業者）
却ポンプ設置対策も重要ではないか。

○今回の地震に対する新たな知見がで ○現在のバックチェックは、平成１８年の指
れば、今の枠組みのバックチェック 針に基づいてなされており、中越沖地震も
の中で検討されていくのか。 評価に反映している。今回の東京電力(株)

福島第一原子力発電所の事故、あるいは東
日本大震災における地震及び津波の新たな
知見は、当然バックチェックのなかで行う
ことになっている。（国）

○一般的に津波は地震に伴う現象であ
ることから、地震後の時間をいかに
対応するかが重要であり、ＧＰＳ波
浪計などのリアルタイムのデータを
是非活用してほしい。
＜意見･提言＞
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（２）外部電源の信頼性確保に係る確認等

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

■国の具体的要求事項 ○国は、外部電源の信頼性とか安定性 ○外部電源の確保状況について、一旦喪失す
・原子炉発電所等の外部電源に を評価するにあたって、ガイドライ るが早期復旧が可能であれば、信頼性が確
影響を与え得る電力系統の供給 ンに基づいて評価しているのか。 保されているとし、復旧に時間を要する場
信頼性に関する分析・評価及び 合は対策を行うことを一つの判断基準とし
更なる信頼性向上対策の検討 ている。東通原子力発電所については、外

・原子力発電所における送電回 部電源を喪失した場合に復旧に時間を要す
線の各号機への接続 ることから、迂回ルートを整備することで、

・原子力発電所の電源線の送電 評価がなされている。（国）
鉄塔等の評価 ○信頼性の観点での判断基準について、原子

・原子力発電所等の開閉所等の 炉冷却系のﾊﾞｯﾃﾘｰ容量の８時間以内に復旧
電気設備に対する浸水対策 できるかを判断基準としている。また、対

策については、上北変電所を経由しない新
■国の審査基準 しい送電線を新設し、六ヶ所についても直
・原子力発電所等の外部電源と 接送電線を引き込むこととしている。（事
して、電力系統の供給信頼性を 業者）
分析評価すること。また、その ○これまでのデータによると、地震動によっ
結果を踏まえ、信頼性向上対策 て鉄塔が倒壊事例はない。また、鉄塔の基
を検討すること。 礎の安定性についても、建設段階でも十分

・複数電源線の全ての送電回線 調査したうえでルートを決定し建設してい
を所内の全号機に接続するこ るが、今回、改めて空中写真等で危険箇所
と。 と思われる箇所を抽出し、懸念事項がある

・電源線の送電鉄塔の耐震性、 ものについては、専門家による現地調査を
基礎の安定性等を評価するこ 実施したうえで評価している。（事業者）
と。また、その結果を踏まえ、
必要な補強等の対応を行うこ ○送電鉄塔の中に想定浸水域が入って ○防潮堤設置、取水路等につながっている開
と。 いると、今回のような大規模な津波 口部部分に防潮壁設置することで、敷地内

・所内の開閉所等電気設備の津 だと浸水し、そこで浸食が発生し基 の浸水防止対策を立てている。ケーブルに
波対策（屋内施設化、水密化等） 礎部分が影響を受けて、鉄塔自体が ついては、地下のトレンチ等のルートでつ
を講じること。 倒れる懸念がある。また、開閉所等 ながっているが、大元の開閉所施設の周り

の電気施設の津波対策について、今 を防潮壁で囲うことにより、浸水防止対策
■事業者の対応 回のように津波が遡上し、表面では を取っている。また、建屋内の電源盤を保
・管内幹線の運用開始の前倒し なくて地下からサイトに入ってくる 護するため水密扉を強化するという対策を
及び新規回線の設置 状況もあり、重要な施設、非常用で 取っている。（事業者）

・送電鉄塔の基礎安定性評価及 ディーゼル発電機、ポンプなどは少
び碍子等の耐震性向上対策の実 なくとも防水をしておく必要がある。
施 今回、外部からの配線引き込み等の

・開閉所や変電所等への防潮壁 ケーブル部分は粘土が詰められ、防
の設置 水されいるが、施設内側の浸水対策

はとられているのか。

○津波を防止する観点と緩和するとい ○津波に対する防止対策として防潮堤、防潮
う観点の両方からチェックされてい 壁を想定し、緩和対策として建屋の扉だけ
るのか。 でなく建屋の中についても防水の機能を高

めるための対応をしている。（事業者）
○津波に対してどのように防護していくかに
ついて、防潮堤、発電所又は建屋の周囲を
囲む防潮壁のようなもの、更に最低限守る
べきところについては浸水対策または水密
化対策の多重の防護を実施している。（国）
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国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○上北変電所の全故障の事象が発生す ○上北変電所は各６万Vから５０万Vまで４電
るとすればどのようなケースを想定 圧階級があるが、全故障の事象としては地
しているのか。また、原子炉建屋以 震を想定しているが、耐震対策として開閉
外の、他の建屋の防水扉というのは 所断路器架台に筋交いを入れるなど対処し
あるのか（地震によって、建屋自体 ている。また、地震に対しては鉄塔は十分
は健全であっても、扉が歪み開閉が な強度を有しており、支持碍子等の対策（１
困難になるケースがあり、目視で水 １月までに原子力電源線への免震金具の取
密性の確認は難しい）。 り付け）、基礎の強化もしていく。（事業者）

○原子炉建屋以外にも海水熱交建屋などに重
要なポンプ類があるので、必要に応じて水
密扉化を検討していく。扉については今回
の津波の力を考慮して十分であるかの検証
も併せて今後やっていく。なお、地震によ
る扉周辺への影響については、動荷重の設
定方法について業界の基準等を参考に新知
見を取り入れていく。（事業者）

○送電鉄塔については、地震動で倒れ ○昭和５５年１２月のクリスマス時の豪雪に
ることはないと思うが、雪の影響で より６２基ほど倒れた事例がある。その後、
倒れた事例はどのくらい起こってい 雪の設計に対する思想を変え、湿った雪が
るのか。 付着しても倒壊しない設計に直している。

また、メカニズムの面においても、電線に
リングを付け雪が付着しにくくしたり、電
線間に相間スペンサーを入れるなどの対応
をしている。（事業者）

○上北変電所から大間の原子力発電 ○電源開発から東通東北電力までは５０万ボ
所までの回線の進捗状況はどうなっ ルト２回線の送電線で、平成１８年から工
ているのか。 事を進め、粗々の工事は完了している。最

終的な大間原子力発電所の工事進捗に併せ
ての開閉所とのつなぎこみと、東北電力の
東通１号機とのつなぎこみが残っている。
（事業者）

○津波の影響について、防止する、あ
るいは緩和することもリスク管理上
重要であるが、極めて大規模な事象
においては、むしろ回復力が重要に
なる。＜意見・提言＞
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（３）シビアアクシデントへの対応に関する措置に係る確認等

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

■国の具体的要求事項） ○中央制御室の作業環境確保について ○今回の中央制御室の作業環境対策は、あく
・中央制御室の作業環境の確保 は、東京電力㈱福島第一原子力発電 まで福島第一の事故で大きく課題になった
・緊急時における発電所構内通 所での事故を想定した短期対策が判 ものを抽出したもの。東京電力(株)福島第
信手段の確保 断基準になっているが、ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ 一原子力発電所の事故のみならず様々なｼﾋﾞ

・高線量対応防護服等の資機材 対応であることから仮想事項を上回 ｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄの状態を想定した規制対策は今後
の確保及び放射線管理のための るような事態を想定した中長期的対 検討していくが、先の６月７日の政府報告
体制の整備 策も必要と思われるが、国の今後の 書で対策の方向性を打ち出しているところ

・水素爆発防止対策 規制の考え方はどのようになるのか。 であり、中長期的課題としている。（国）
・がれき撤去用の重機の配備

○高線量対応防護服を１０着としてい ○高線量の防護服は、初期の線量が高いとき
■国の審査基準 るのは何故か。 に最初に部屋に入って線量を計測するため
・緊急時において、放射線防護 のもので、1ﾁｰﾑ5名で、2チームとして10着
等により中央制御室の作業環境 としている。不足の場合は女川や日本原燃
を確保するため、全ての交流電 等に配備してるものを利用する。（事業者）
源が喪失したときにおいても、 ○電源喪失時のオフサイトセンター、 ○当社は衛星電話を配備しているが、設置し
電源車による電力供給により中 あるいは県庁、あるいは地元自治体 ていない自治体もあるので今後の検討課題
央制御室の非常用換気空調系設 への通信手段の確保はどのように検 である。また、当社では独自の保安回線を
備（再循環系）を運転する措置 討されているのか。また、モニタリ 持っており、女川において十分機能した実
を講じること ングカーは何台準備されているのか。 績から、自治体庁舎に設置できないか今後

・緊急時において、発電所構内 検討していきたい。
作業の円滑化を図るため、全て ○可搬型モニタリングポストは現在２台配備
の交流電源が喪失したときにお しており、バッテリーで２０日間動くこと
ける確実な発電所構内の通信手 を確認している。万一、地震や津波により
段を確保するための措置を講じ 外部電源や非常用ディーゼル発電機からモ
ること ニタリングポストに電源供給ができなくな

・緊急時において、作業員の放 った場合でも、近々設置する大容量電源車
射線防護及び放射線管理を確実 により４基のモニタリングポストに電気の
なものとするため、事業者間に 供給が可能なため、合わせて６台で敷地境
おける相互融通を含めた高線量 界をカバーできる。
対応防護服、個人線量計等の資 ○モニタリングカーは現在１台配備してお
機材を確保するための措置を講 り、災害時に発電所構内の線量データを機
じるとともに、緊急時に放射線 動的に収集する。万一、モニタリングカー
管理を行うことができる要員を が不足する場合には、一般車輌へのサーベ
拡充できる体制を整備すること イメータの掲載や他事業者からモニタリン

・炉心損傷等により生じる生じ グカーの応援で対応する。（事業者）
る水素の爆発による施設の破壊 ○ベント操作などを行う場合は、その結果を
を防止するため、緊急時におい 随時把握するため、風向きなどSPEEDIの予
て炉心損傷等により生じる水素 測評価に基づき重点的なモリタリングを行
が原子炉建屋等に多量に滞留す い環境放射線を把握する。（事業者）
ることを防止するための措置を
講じること ○国は、放射線管理の要員を拡充する ○放射線管理要員に加え、補助要員の確保、

・緊急時における構内作業の迅 ための仕組みが構築されていること 緊急時の社員教育も必要であり、緊急事態
速化を図るため、ホイールロー について評価しているが、具体的に に資機材の線量計に加えて、放射線管理要
ダ等の重機を配備するなどの津 は要員の配置、訓練といったことが 員が発電所、本店及び他の発電所からの応
波等により生じたがれきを迅速 マニュアルに整備されていることを 援体制ができているかを確認しており、何
に撤去することができるための 確認したということか。また、東京 人いなければいけないというものではない。
措置を講じること 電力(株)福島第一原子力発電所の事 （国）

例により、どのくらいの時間及び人 ○現在、東通原子力発電所には、放射線管理
■事業者の対応 数が必要だとして評価したのか。 要員が約２５名いるが、会社全体で２７０
・中央制御室換気系（再循環系） 名いるので、女川発電所や本店から応援に
の構成手順整備及び電源車配備 くる。（事業者）

・代替通信手段（衛星電話、移
動無線）及びＰＨＳ設備配備 ○水蒸気が滞留した場合、屋根に穴を ○燃料の損傷防止、放射性物質抑制のための

・高線量対応防護服配備及び放 開け放出することは、施設対策は有 措置であり、東京電力㈱福島第一原子力発
射線管理要員等の応援体制整備 効であるが、地域住民の安全は考慮 電所のような大量放出はないと考えており、

・作業手順書整備及び資機材配 されているのか。 大量放出の起こる前に安全対策をとって住
備 民の皆さんに被ばくをさせないための対策

・ホイールローダ配備 である。万が一、大量放出になる場合には、
防災体制の中で国や地方自治体とどのよう
に連携をして住民に伝えるかになる。（事
業者）

○水素爆発防止対策の穴開け作業につ ○穴開け作業は、全交流電源が喪失し、かつ
いて、準備に１時間、穴開けに４． 電源車がつなぎ込みできないといった段階
５時間掛かるとのことだがどのタイ や注水しても格納容器の温度が上昇してく
ミングで指示が出るのか。作業員の る場合を考えている。格納容器が上昇する
心理的なプレッシャーとも関連する。 のは全交流電源喪失から大体３１時間程度
全交流電源喪失時点か、あるいはベ と評価しており、その間余裕のある早いタ
ント操作を開始した時点か。 イミングで判断をしたいと考えており手順

書に明確化している。（事業者）
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国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○シビアアクシデントが起きてる状態 ○今回の検討の中には、そういったことは考
で、そこで作業する人の心理状態や 慮していない。ただし、訓練を通して、ど
行動を考えた上で評価したのか。行 ういった失敗をする可能性があるか、ここ
動科学などの専門家の意見を組み入 に危険性があるからここは直すというよう
れるべきと思うが、実際はどのよう な訓練の中で今は対応をしていきたいと考
に評価したのか。 えている。（事業者）

○シビアアクシデントの場合は、非常 ○非常に多様な能力がシビアアクシデントに
な不確かさや多様性があることを踏 は必要であり、東京電力(株)福島第一原子
まえて対策をたてることも重要で、 力発電所の状況を踏まえ、総合的に判断で
そのためには、各社のプラントの仕 きる能力をもった人が現場支援できるよう
組みやシビアアクシデントも理解し、 人材を育成していきたい。（事業者）
適切に判断するための仕組みづくり
が必要である。

○青森県の特徴として、豪雪とかで外 ○設計の段階から、雪がどのくらいか、寒さ
部電源が無くなった状況で、シビア はどのくらいか配慮して凍結の被害を受け
アクシデントが発生することが考え ないよう配慮し、除雪を確実に行っている。
られるが、豪雪により道路が利用で さらにもう少し段階を進めて、考えながら
きなくなったり、通信移動ができな 訓練し対応できるようにしていきたい。（事
くなったり、気候的に厳しい条件を 業者）
もう一歩踏み込んで自主的に対策を ○これまでは、シビアアクシデントに至る前
検討されたい。 に事故が収拾するというシナリオで訓練が

行われてきた。今後は、関係者（事業者、
政府関係者、地方自治体含む）の能力を高
め、シビアアクシデント等を想定するよう
な訓練の強化を実施していきたい。（国）
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資料２ 日本原燃（株）再処理施設に係る確認事項等
（１）緊急安全対策等に係る検証

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○緊急時の電源確保 ○電源ケーブルの中継小屋は耐震的 ○中継小屋は、電柱支線用アンカーとして用
に心もとないのではないか。 いられている方法で補強を行う。また、複

■国の具体的要求事項 数の固定を行うことで十分な強度を確保す
・再処理施設所内の電源が喪失 る。（日本原燃）
し、緊急時電源が確保できない
場合に、必要な電力を機動的に ○水源等の凍結防止対策について、 ○消防車のコックや水タンクなどにヒータを
供給する代替電源の確保 水源だけでなくその周辺設備の凍結 取り付けるなど、寒冷地仕様に加えて更に

防止対策はどうなっているのか。 対策をとりたいと考えている。また、厳冬
■国の審査基準 期に注水作業等を訓練し、特にホースの接
・電源車等の電源容量は負荷に 続部分やバルブ操作の部分など凍結の可能
見合うものであり、接続ケーブ 性が考えられる箇所については確認を行い
ルは十分な長さを有するもので たい。（日本原燃）
あること。

・電源車等を移動し、つなぎ込 ○想定されている最大の地震に対し ○消防車両車庫は、「官庁施設の総合耐震計
む時間が訓練により確認され て、消防車同士が横ずれで衝突し、 画基準」による防災拠点と同等の耐震性能
ていること 機能喪失するというような事態につ を有している。消防車間の間隔については、

・ポンプは冷却に必要な流量及 いての対策は考慮されているのか。 明確なルールはないものの、消防車２台が
び吐出圧が確保でき、仮説ホ 扉を開放することが可能な間隔を確保して
ースは十分な長さを有し、水 いる。（日本原燃）
源は複数かつ十分な水量を確
保できること。

・使用済燃料貯蔵プールの水位、
温度等及び高レベル廃液等を
冷却する冷却水系の稼働状況、
温度等の監視手段が確立して
いること

■日本原燃の対応
・電源供給に要する時間の確認
・電源車から非常用電源建屋へ

給電するために必要な電源ケ
ーブル等の配備

○緊急時の崩壊熱除去機能等喪 ○高レベル廃液の貯槽の冷却循環停止 ○高レベル濃縮廃液が沸騰に至るまで現状で
失に対する長期的な対策の内 とプールの方の冷却停止、それぞれ は１日程度。使用済燃料貯蔵プールは沸騰
容 廃液やプール水が沸騰または水位低 するまで２０日程度かかり、そのまま給水

下まで時間的な余裕はどのぐらい しないと１００日程度で燃料が露出する。
■国の具体的要求事項 か。 また、高レベル廃液貯槽において、水素濃
・通常の全交流電源供給機能等 度が可燃濃度に達する時間は３５時間程度

が喪失した場合に、その全交 である。なお、緊急時には８時間以内で対
流電源供給機能等復旧のため 応することとなっており、実際の訓練では
の長期的な対策 電源車の接続及び注水のいずれも４０分前

後で実施している。（日本原燃）
■国の審査基準
・長期的な観点から、全交流電 ○高レベル濃縮廃液貯槽で、緊急時に ○冷却コイルへの直接注水時に必要となる注

源供給機能等の喪失に対する 消防ポンプなどで注水ということだ 水量については、注水が必要となる貯槽の
対応が計画されていること が、冷却にはどのぐらいの流量が必 選定、選定された貯槽に保有している廃液

要なのか。 の性状、設計上の裕度等を勘案したうえで、
■日本原燃の対応 注水量を決定することとなる。現在、緊急
・崩壊熱除去機能の確保 安全対策に示した中長期的（約１年程度）
・水素滞留防止機能の確保 な対応として、各貯槽で必要となる注水量

を精査し、詳細な検討を行っているところ
である。（日本原燃）

○水素対策で、発生する水素の量は推 ○貯槽だけではなくて、貯槽にプロセス液が
定できていると思うが、想定してい 入る配管や、貯槽の中の空気を換気するた
ないところに水素が溜まるようなル めの貯槽の排ガス計などについても検討を
ートの有無などについても検討が必 してきたが、例えば浜岡などでも思いもし
要と考える。 ない配管のところに局部的に溜まったとい

うようなことで破断している事象もあるこ
とから、しっかりチェックしてまいりたい。
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国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○各再処理施設における構造等 ○防火水槽、消火用水貯槽は耐震がＣ ○耐震性を確認している、防火水槽（４０ｍ
を踏まえた当面必要となる対 クラス相当とあるが、取水源の貯水

３

）と消火用水貯槽（９００ｍ
３

）のみでも、
応策の実施 槽の耐震については検討しないの 使用済燃料プールの注水に必要な水量は確

か。 保できる。仮に防火水槽、消火用水貯槽、
■国の審査基準 貯水槽（１０,０００ｍ

３

）が壊れても、使
・施設の構造を踏まえた対応策 用済燃料プールが沸騰するまで２０日程度

がとられていること。 の時間的余裕がある事から、代替水源の尾
駮沼等から取水することとしている。（日

■日本原燃の対応 本原燃）
・防火水槽から使用済燃料貯蔵

プールへの注水等の確認

○その他 ○空冷のディーゼル機関の凍結対策は ○空冷の冷却塔は寒冷地仕様であり、上部に
（気象、新知見、リスク評価等） どうなっているのか。下北半島あた ヒーターを設け、常に空気が循環するよう

りは雪の降り方が地吹雪的であるこ にしてある。（日本原燃）
とから、小屋の扉の凍結などが起き
やすいと考える。これについても対
策が必要と思う。（要望）

○再処理施設は標高が高いので津波対 ○六ヶ所地点の記録は無いが、八戸の観測値
策は必要ない思うが、集中豪雨等に が６７㎜である。敷地は、東西約１㎞、南
対しての浸水対策はどのように考え 北に約１.５㎞、平坦で四方が低くなって
ているのか。 いる台地状の地形であり、洪水の危険性は

無いが、建屋や排水溝の設計において、屋
上で１時間あたり１００㎜程度の排水量が
ある。また、地下の排水管は時間あたり２
００㎜の排水能力があることから、洪水に
よる大きな浸水は考えられない。（日本原
燃）

○竜巻についてはリスクは小さいが検 ○冷却塔以外では、竜巻により物が巻き上げ
討をしておくべき。念のために、空 られることによるミサイル効果があるかと
冷の心臓部について十分深層防護的 考えるが、建屋の防護設計として、飛行機
に竜巻で巻き上がるようなものがあ の衝突時でも建屋の健全性を保つために壁
っても防護がきちんと出来ているこ を厚くしてある。実験データでは、２０ト
と。 ン程の機体が２５０ｍ／ｓで当たっても大

丈夫である。冷却塔については、離れた位
置に配置してあり、建屋と一括でやられる
ということは少ないと考えられる。ただし、
冷却塔で冷却できない事象も考え、注水な
ど様々な検討を行っている。

○地質構造などについては、新知見や ○当社としては最新の研究動向の把握を怠る
最新の研究動向というところが大事 ことなく、新知見収集の取組みに継続的に
と考えている。事業者としても研究 対応していく所存である。今後も様々な学
成果として評価できるものは、学会 会の場での発表、あるいは場合によっては
の場などで議論すべきと考えるがい 論文にするということも検討をしたいと考
かがか。 えている。（日本原燃）

○再処理施設の確率論的リスク評価の ○再処理施設に限らず、核燃料サイクル施設
現状は国及び事業者においてどうな に係るリスク評価については、元々原子力
っているのか。 安全委員会の問題意識に対応して、特にリ

スク情報の活用ということの取り組みを続
けているところ。具体的な成果を提示でき
る状況にはないが、例えば、加工施設につ
いては、ＩＳＡの資料を用いて一定の評価、
手順の作成、策定を進めているところ。再
処理についても、同様に評価手順の策定を
行っているところ。（保安院）
定量的なリスク評価手法は１０年近く前か
ら少しずつ事業者としても取り組んでいる
ところ。発電所に比べて検討が遅れている
が、研究結果等については、学会紙で報告
しており、現在、基盤機構と共同で研究を
進めているところ。これからも取組みを強
化して進めていきたい。（日本原燃）
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（２）シビアアクシデント対策に係る検証

国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○制御室の作業環境の確保 ○制御室の換気空調系によう素のフィ ○再処理工場の過酷事象の中で、溶解槽にお
ルターを付けるとのことだが、どの ける臨界事故というものを想定しており、

■国の具体的要求事項 ような場合によう素発生を想定して その時によう素が発生する。これまでは、
・緊急時において、放射線防護 いるのか。 制御室にいる操作員の被ばく評価が非常に

等により制御室での作業を一 小さかったため、ヨウ素フィルタは付けな
層円滑に実施できるよう、全 い設定だったが、東京電力(株)福島第一原
ての交流電源が喪失したとき 子力発電所での事象も鑑み、設置すること
においても、電源車等による としたもの。（日本原燃）
電力供給等により制御室が汚
染されることを防止するため
の措置が講じられていること

■国の審査基準
・全ての交流電源が喪失した時

においても制御室の非常用換
気空調系設備（再循環系）の
運転に必要な電源（電源車等）
が確保されていること。

・緊急時に制御室の非常用換気
空調系設備（再循環系）を構
成するため、必要な手順書が
策定され、必要な資機材が配
備されていること。

・再循環系の非常用換気空調系
設備を有していない場合は、
代替措置が取られている、又
は計画されていること。

○高線量対応防護服等の資機材 ○日本原燃は再処理工場以外に濃縮や ○応援要員として最初に必要になると考えら
の確保及び放射線管理のため 埋設事業があるが、緊急時にそれら れるが放射線管理の要員である。放射線管
の体制の整備 の施設の人が再処理工場に応援に来 理の要員については、人員の異動を一元的

ることは考えているのか。 に行っており、再処理を経験したものが濃
■国の具体的要求事項 縮に、濃縮を経験したものが再処理にと異

緊急時において、作業員の放 動させており、技術的な面では問題ない。
射線防護及び放射線管理を一 （日本原燃）
層確実なものとするため、原
子力事業者間における相互融
通を含めた高線量対応防護服、 ○緊急時の際、厳しい入構管理と、様 ○核物質防護上の問題等の課題があり、施設
個人線量計等の資機材を確保 々な所属からの多数来るだろう応援 への入構は従事者に指定し手続きを踏まな
するための措置が講じられて 要員の対応は整合性をもってできる ければならない。従事者に指定するために
いるとともに、緊急時に放射 のか。 は、教育等の時間数が決められていること
線管理を行うことができる要 から、必要に応じて順次増強を図っていく
員を拡充できる体制が整備さ ことで対応したい。まずは周辺の支援もか
れていることを確認する。 なり重要となるため、そちらで対応したい。

■国の審査基準 ○シビアアクシデントの場合は、不確 ○当社は試運転を２年以上実施しており、そ
・事故発生時の初期段階に必要 かさや多様性があることを踏まえて の経験を生かすとともに、原子力機構等の

な高線量対応防護服等の資機 対策をたてることも重要で、そのた 技術経験を生かしながら対応していきたい。
材が所内に備えられているこ めには、各社のプラントの仕組みや （日本原燃）
と、及び事業者間の相互融通 シビアアクシデントも理解し、適切
を含め、資機材を確保する仕 に判断するための仕組みづくりが必
組みが構築されていること。 要である。

・緊急時に放射線管理の要員を
拡充するための仕組みが構築
されていること。
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国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○その他全般 ○青森県の特徴として、豪雪等で外部 ○寒冷時期には物が凍るため、凍結により機
電源が失われ、シビアアクシデント 械が破損しないような対策も工夫している。
が発生することが考えられる。豪雪 （日本原燃）
により道路が利用できなくなったり
通信・移動ができなくなる等、気候
的にもう一歩踏み込んだ厳しい条件
での対策を自主的に検討されたい。

○再処理工場におけるシビアアクシデ ○溶媒等が非常に高温になると火災の対象と
ントの特徴として、溶媒による火災 なることから、設計としてはかなり低い温
等が考えられ、そのような特徴を踏 度に制限値を設け、制限値を越えた場合は
まえた対応が必要である。これら特 インターロックがかかる対策をしてる。ま
徴に対するアプローチはどうなって た、火災が起きた場合も考え、化学消防車
いるか。 の配備も考えている。（日本原燃）

○今回の東京電力(株)福島第一原子力
発電所を考えれば、本当にシビアア
クシデントが起きてしまった場合、
どういう社会的な影響があるのか、
その大きさというのはどれくらいな
のかという情報を示していくという
ことが重要である。（要望）

○例えばある時間が経過した時に、施 ○今回の緊急安全対策はアクティブ試験の期
設の中のどこでどのような状況が進 間に限って緊急安全対策を講じている。本
展するのか。それを止めるためには 格操業に向けて、工場全体が操業を行う場
どういう対策が必要なのか。もしそ 合の安全対策については、今後検討をしい
こで止められなければ、その後、ど くこととしており、新しい対策も取り込み
れだけの時間が経ったらどこの場所 ながら、また、実際現場で訓練をして実施
でどういう状況が起きるのか。それ 可能であることを見極めつつ、対応をして
が１ヶ所で起きるのか、複数で起き 参りたい。（日本原燃）
るのか、自然に止まるのか。このよ
うなシミュレーションは行っている
のか。時間の流れ、それから施設の
物理的な配置、そういうものを総合
的に評価・検討をしていただきたい。

○再処理施設特有のシビアアクシデン ○いわゆるアクシデントマネジメントについ
トを考慮することが必要と考えるが ては、再処理施設の場合、原子力発電所と
いかがか。特に電源喪失の場合に、 異なり、深い分析や対策があまり講じられ
高レベル濃縮廃液貯槽の冷却や使用 ていないのは事実である。これについては、
済燃料プール水冷却の循環、これら 例えば、確率論的手法を使うなどして、安
の機能が回復できない場合の対策は 全対策に万全を期していくことは大事であ
考えているのか。 り、今後、一層の充実に取り組んでいく所

存。（保安院）
○中長期対策となるが、電源供給ができなか

った場合、あるいは動的機器が破損した場
合には、水素掃気についてはコンプレッサ
の使用、循環水ポンプの代替として消防車
による注水を考えている。（日本原燃）

○最悪の状態を考えて、例えば断層の ○設計基準事象の中には火災、爆発等につい
評価をするのとそんなことは起こり ての設計想定があり、仮に発生した場合で
えないからといって評価をするのと も、安全設計を施すことで周辺環境に影響
では、根本的に姿勢が変わってくる が出ないような設計がなされていることを
と思うが、再処理施設では最悪の場 設計指針上確認している。それをさらに超
合どういう被害が出るのか、そうい えるような事象についての取扱いは今後の

う理解をした上で対策を立てたのか。 課題となる。（保安院）

○再処理工場で過去の事故、故障とか
を見ると、様々な化学薬品を使って
いることから、それの複成生物のよ
うなものが溜まり、火災が起きたり
温度が上がるなどの事象が起きてい
るところもあることから、そのよう
な対策も注意していただきたい。小
さい事象が沢山重なっていくと大き
な事象につながっていくこともある
ことから、小さいところを潰してい
くようなところを検討していく形が
今のところ妥当なのではないかと考
える。（要望）
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国及び事業者の対応 委員からの確認事項 国又は事業者からの回答

○その他全般 ○緊急安全対策ということでいろいろ ○再処理工場のシビアアクシデントについ
な提案をしているが、再処理工場の て、しっかり理論化して不断に検討をし続
場合には、これから様々な対策を備 けるということが非常に重要だと考えてい
えていくという段階だと思う。これ る。（日本原燃）
らの対策が上手くいかないとした ○緊急安全対策はこれで終わりではなく、検
ら、どういう原因があり得るかとい 討・反映に取り組んでいくことが必要。現
うところを内部で是非議論し、安全 時点で判明しているものに留まらず、新知
確保を続けていただきたい。 見が得られた都度、緊急安全対策としてと

られていくべきものだと考えている。（保
安院）

○再処理施設の安全確保は、想像力を
働かせることがやはり重要と考え
る。設計基準事象として考えていた
としても、それをくぐり抜ける場合
もあり得る。設計基準事象の評価の
みではリスクプロファイルがどうな
のか分からない。そこをきちんと把
握して、発生頻度と起こり得る事象
を理解した上で安全対策をとってい
くことをお願いしたい。再処理工場
はまだ運転前であり、これからいろ
いろなデータを集めながらそういう
努力を規制行政庁の方にもお願いし
たい。（要望）
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資料３ 電源開発（株）大間原子力発電所に係る確認事項等
（１）地震、津波対策に係る確認等

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○３．１１の地震の連動を考慮すると、 ○連動による津波高の検討を行っている。それでも、１ｍ強程度という
津波評価において、択捉から十勝沖ま 結果が出ている。（事業者）
での連動による津波について検討すべ ○それを超える全体の連動については、今後、中 央防災会議や地震調
きではないのか。 査研究推進本部等の検討状況を注視し、新知見を 踏まえ対応してい

く。（事業者）

○地震、津波等による被災後の港湾設備 ○発電所の港湾は、港湾法に基づく設計基準で設計しており、一般の港湾
復旧に対し、何か対策をとっているのか。 設備と同じ耐震性を有している。（事業者）

○社内で今回の津波を踏まえて発電所の港湾が有している耐震性、津波耐
久力等をチェックし、港湾機能の維持ができるかを検討している。(事
業者)

○大間は、３．１１の津波高さでもT.P. ○東京電力(株)福島第一原子力発電所における津波高では従来の想定高
＋０．９ｍであり、地形的な特長で大き さを９．５ｍ上回るものであり、結果的に過剰になるかもしれないが、
な津波が来ないと想定されている。全国 緊急対策の目安として定めたもの。今後、サイト毎の評価を行うが、
一律１５ｍ、大間ではT.P.＋１２ｍの敷 それには時間が必要である。緊急避難的には事実からの教訓との整理
地上に３ｍの防潮壁を設置することの根 も必要と判断している。（国）
拠を示して欲しい。

○津波想定の精度は、不確かさから特定
できない中での当面の判断と理解した。
（意見）

（２）緊急時の電源確保に係る確認等

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○非常用電源として電源系バックアップが
幾つか用意されているが、燃料供給時間、
バッテリー駆動時間、電源車作動可能時
間等、時間の要因を考える必要がある。
装置の多重に加え、装置の供給時間も合
わせた評価を事前にやっておく必要があ
る。

（３）緊急時の最終的な除熱機能の確保等に係る確認等

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○冷却水、貯水タンク以外の外部水源につ ○大間原子力発電所の用水は、大間町上水道から供給を受けており、発電
いてはどのような状況か。 所内の５０００㎥のタンク２基で受け入れ、約１万トンの用水を確保し

ている。（事業者）
○大間町の上水道は、敷地南側の河川（奥戸川）を水源としており、河川

の渇水等に係る調査も行い、十分な水量が確保できることを確認してい
る。（事業者）

○給水タンク、燃料タンク等は地中に埋設 ○給水（淡水）タンクの耐震性を高めるため、補強することとしている。
してしまえば、地上に置くよりも安全性 さらに耐震性を考慮し、コンクリート構造物での追加設置できないか
は高くなる。 検討を行っている。（事業者）

（４）シビアアクシデントへの対応に係る確認等

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○水素を外にベントするのではなく、建屋 ○水素ベントを建設中に設置し、状況を分析して対応できるようにする。
の中で電力なしで吸着できるような装置 水素ガス対策は、触媒や電気加熱により水素を酸素と再結合する方式
が設置できないのか。 なども検討したが、確実な効果が期待できる水素ベントの採用を決め

○水素ガスの放出については、社会の安全 たものである。(事業者）
に関わるので、状況を分析して対応すべ
きである。
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（５）その他

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○大間原子力発電所は現在建設中であり、 ○現在実施中の設計を一部変更することによって中長期対策を含めた安全
東通発電所等より対応の自由度もあると 強化対策を建設中（燃料装荷前までに）に実施する。（事業者）
思うが、その特徴的なところはどこか。 ○安全強化対策を実施、詳細設計を進めていく中で、具体的な設計をして

いるものを一部変更する等しながら、できるだけの対策に取組む。（事
業者）

○具体的には、重油タンク等の防油堤の嵩上げ、代替海水ポンプの速やか
な設置のための設計対応、非常用発電機からの電源ケーブルの本設化、
淡水タンク補強・水源追加設置、免震建屋（緊急対策所）追加設置など
を検討している。（事業者）

○防災の観点から、道路が使えない場合 ○防災については、自治体に協力して行っていくが、事業者の防災計画
のアクセスについてはどう考えている としてやるべき対策は何か検討していく。（事業者）
のか。 ○防災については、県としても環境生活部で委員会を立ち上げて検討す

る。本委員会で抽出された課題は県原子力防災対策検討委員会に引き
継いで議論することになる。（県）

○防災については、原子力災害対策本部によるＩＡＥＡ報告でも取り上
げており、政府全体としてヨウ素剤の投与、地域での避難、スクリー
ニング等の課題に取り組む。（国）

○対岸に函館市があることも考慮し、きめ ○大間原子力発電所の状況を行政（函館市、北海道）に情報提供してい
細かな情報を出した方がよい。 るところ。これからも情報提供について努めていく。（事業者）

○これまで，隣接する函館市の住民等に
対する説明は行っているのか。

○電源開発(株)が青森県内に建設するのは ○大間原子力発電所については、地元からの誘致でプロジェクトが始まっ
なぜか。 ており、発電所としての計画は、プルサーマル、フルＭＯＸという政策

的な位置付けを持っている。また、電源開発(株)は、電力会社に電気を
卸す卸電気事業者である。（事業者）
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資料４ 再処理施設以外の核燃料サイクル施設に係る確認事項等

（１）日本原燃(株)ウラン濃縮施設

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○地震による被害は建屋よりは設備、機器 ○施設周辺で過去に起こった地震を参考とすると、敷地のおける影響度は
の方が頻繁に起きると予想される。濃縮 震度５程度と評価しており、これに耐えられるよう、十分な裕度を取っ
施設の遠心分離器等の高度な機器につい た耐震設計をしている。（事業者）
ての耐震性能をどう確認しているのか。 ○地震等による電源喪失時に、六フッ化ウランは機器・配管等の内部に密

封された状態になる。（事業者）
○常温での六フッ化ウランは平衡の蒸気圧が大気圧よりも低く、配管・機

器から外部へ直ちに漏れることはないため、施設外に影響することもな
い。(事業者)

○分離機の高速回転中における回転体が破損・飛散しても、分離機外側の
ケーシングの気密性が保たれることを試験等で確認している。(事業者)

○六フッ化ウランを空気や水と反応させ ○濃縮機器は大部分が負圧で密封されており空気が入らないようにする
ないための対策はどうなっているのか。 とともに圧力を監視して空気の侵入を監視している。（事業者）

○仮に水分を含んだ空気が混入した場合は、臨界の可能性、および、化
学反応にて有毒であるフッ化水素が発生する可能性を考慮する必要が
ある。臨界については、例え、摂氏４０度、湿度１００％の空気が負
圧から大気圧まで混入しても臨界にならない。また、フッ化水素を機
器・配管内に閉じ込めるとともに吸着器にて処理することとしてい
る。(事業者)

（２）日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター
※委員からの確認事項なし

（３）日本原燃(株)高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター ○流路の閉塞に係る対策としては、鳥等の侵入防止のため網を設置してい
では、自然通風で除熱する仕組みであり る。(事業者)
電源が必要ないが、流路が複雑になって ○スカイシャイン線等、直接線が流路から建屋外に出ることを防止するた
いることから、閉塞等への対応や閉塞し め設置している迷路板等の損傷等により流路確保に影響を与えることが
た場合の冷却の許容停止時間をどのよう あるが、これらについては耐震Ａクラスで設計・建設しており、閉塞の
に評価しているか。 可能性はないものと評価している。（事業者）

○通風流路に何らかの異物が詰まることも考えられるが、これについて
は点検口から点検することで状態の把握が可能であり、何らかの異物
が詰まっている場合には治具により除去も可能である。（事業者）

○流路閉塞が万一発生した場合の設計評価として、仮に出口シャフト部
が閉塞し開口割合が半分程度になった場合でも、ガラス固化体の閉じ
込め性に影響を与える温度には至らないことを確認している。さらに、
ほとんど流路がふさがれた状態でも、ガラス固化体の閉じ込め性に影
響を与える温度に至るまでの時間的余裕は数日間ある。（事業者）

○停電時には、高レベル放射性廃棄物貯蔵 ○監視装置のバッテリーの持ち時間は、概ね１時間である。(事業者)
管理センター等における監視装置のバッ
テリーはどのぐらい持つのか。

○高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター ○詰まり等発生等の異常時対応として、出口温度を１日３回以上測定する
の自然通風の出口における降雪及び火山 等、常時監視している。また、冬期には除雪を１日１回行っている。(事
灰対策はどうなっているのか。 業者)

○入口側の詰まり対策としては、点検口からのファイバースコープによる
監視や清掃等が可能な構造としている。(事業者)

○戦闘機等の飛来物に対しては、どう配慮 ○爆撃訓練中の戦闘機等が施設にぶつかっても安全が確保できるような対
しているのか。 策を実施している。(事業者)

○使用済燃料受入貯蔵施設等は、ほぼ全ての建物の外壁を１ｍ以上の鉄筋
コンクリート製で建設している。また、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理
センターについては、収納管、通風管の直上部分の床面を厚くすること
により、飛来物から防護する構造をとっている。（事業者）
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（４）日本原燃(株)MOX燃料加工施設

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○ＭＯＸ燃料加工施設のグローブボックス ○ＭＯＸ粉末等を大量に貯蔵する装置のグローブボックスについては耐震
の耐震基準は何クラスで評価しているの Ｓクラスで設計している。それ以外の混合行程等の多くのグローブボッ
か。また、グローブボックス自体の健全 クスについてはは耐震Ｂクラスで設計している。仮にＢクラス以下の全
性というのは、どう評価されているのか。 てのグローブボックスが同時に破損した場合であっても、一般公衆の被

ばくとしては２０マイクロシーベルト程度の線量であると評価してい
る。(事業者)

○焼結炉等の高度な機器についての耐震性 ○ＭＯＸ燃料加工施設では他の原子力施設と同様に基準地震動を定め、そ
能をどう確認しているのか。複数のグロ の基準地震動が地盤の解放基盤面で地震力を起こし、建物の各機器を設
ーブボックスが並んで、その間を加工中 置しているフロア毎に揺れの大きさを計算し、その設置している各フロ
の燃料等が動いていく過程で不具合が出 アの揺れで各フロアに設置している機器の耐震性能について解析をして
てこないのか。 いる。（事業者）

○焼結炉等の重要な設備はＳクラスで設計している。Ｓクラスの設備周辺
に設置されている他機器の倒壊による影響については、重要なものは耐
震Ｓクラスで設計しており、重要でない機器についても倒壊の可能性が
ある場合には、上位機器と同じレベルの耐震性を有する設計としている。
（事業者）

○ＭＯＸ燃料加工施設の焼結炉では、電源 ○焼結炉のヒーターの周りに断熱の耐火レンガ、その外側を鋼製の胴体で
喪失後、加熱は停止するが、余熱での火 囲っている構造で、その周囲に可燃物はない。焼結炉付近にはグローブ
災の可能性は検討されたのか。 ボックスがあるが、焼結炉は、電源が喪失するとヒーターは止まること

となる。加熱停止後、冷却水が停止しても、グローブボックスのパネル
が軟化する温度以下である。（事業者）

○焼結炉はメンテナンス上、分割可能であり、分割部にパッキンがある。
厳しめの評価として、加熱は停止するが、加熱を継続し、冷却水だけ止
まると想定しても、パッキンの健全性が保たれる温度以下である。（事
業者）

○電源喪失時、ＭＯＸ燃料加工施設の焼結 ○焼結炉では水素をアルゴンで希釈した水素・アルゴン混合ガスを使用す
炉の雰囲気ガスの処理等、火災対策等は ることとしている。通常、水素の可燃限界約４％以下でペレットを製造
どうなっているのか。 することとしている。

○将来、品質の高いペレット製造のために、水素濃度を上げる場合も考慮
し、許認可上は水素濃度を９％までは使用可能となっている。この場合
も含め、電源喪失になった場合、焼結炉の入口と出口が自動的に閉鎖さ
れ、空気の流れ込みを防止し、爆発を防止する設計となっている。なお、
万一、焼結炉において水素爆発が起きた場合でも、敷地境界で７．２マ
イクロシーベルトとの評価をしている。（事業者）

○ＭＯＸ燃料加工施設で全交流電源喪失時 ○グローブボックスは、０．１％／ｈ以下の気密性を持っている。通常時
の負圧機能は喪失するが、気密性を有し は高性能エアフィルターを通じてグルーブボックス内に空気を取り入
たグローブボックス内にある機器の中に れ、高性能エアフィルターを通して排気口から排気する。これによりグ
あるので、外部には放出されないとはど ローブボックス内を負圧にしているが、全交流電源喪失時にはグローブ
ういうことか。弁が自動的に止まるとい ボックス排気設備は停止し、負圧機能は喪失する。しかし、グローブボ
うことか。 ックスは気密性が高いこと、グローブボックスの前後には高性能エアフ

ィルターを設置していることから、核燃料物質はグローブボックス内の
設備・機器内に留まり外部には放出されることはない。(事業者)

○全交流電源喪失時には、グローブボックス排気設備のダンパーは閉止
し、放出を抑制するが、高性能エアフィルターを設置しているため、閉
じ込め性能を担保される。(事業者)

（５）リサイクル燃料貯蔵(株)リサイクル燃料備蓄センター

委員からの確認事項 国又は事業者からの回答内容

○金属キャスクの中性子遮蔽性能が著しく ○経年劣化で外筒部分が損傷して、キャスク内に中性子遮蔽材として入れ
低下する事象とはどのようなことを想定 ているプロピレングリコール水、水素系のものが全喪失するということ
しているのか。 を想定し、結果として、中性子遮蔽材の遮蔽が著しく無くなることを想

定、評価している。(事業者)

○自然通風の出入口において。降雪及び火 ○リサイクル燃料貯蔵施設の自然換気については、（空気）流量減時に温
山灰等の影響による目詰まり発生時に 度等測定データが異常値を示すことから、給気と排気の温度等を常時、
は、冷却性能が落ちてくるが、健全性の モニタリングすることで健全性を確認する。（事業者）
確認をどうしているのか。

○港で陸揚時に地震、津波が来たらどう ○海溝側で起こった地震によって津波が到達するまでは時間的な余裕が
いう対応を取るのか。 あるため、冷静に適切な対応を取るための教育・訓練を積み重ねてい

く。
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資料５

青森県原子力安全対策検証委員会委員名簿

委 員 長 田中 知 東京大学大学院工学系研究科教授

副委員長 杉山 憲一郎 北海道大学大学院工学研究院教授

副委員長 神田 玲子 放射線医学総合研究所放射線防護研究ｾﾝﾀｰ上席研究員

出光 一哉 九州大学大学院工学研究院ｴﾈﾙｷﾞｰ量子工学専攻教授

今村 文彦 東北大学大学院工学研究科教授

片岡 俊一 弘前大学大学院理工学研究科准教授

片田 敏孝 群馬大学大学院教授広域首都圏防災研究センター長

釜江 克宏 京都大学原子炉実験所附属安全原子力システム研究セ

ンター教授兼京都大学大学院エネルギー科学研究科エ

ネルギー社会・環境科学専攻教授

柴田 鉄治 科学ジャーナリスト・元朝日新聞論説委員

滝田 貢 八戸工業大学大学院工学研究科建築工学専攻教授

谷口 武俊 (財)電力中央研究所研究参事

本間 俊充 (独)日本原子力研究開発機構安全研究センター長

山口 彰 大阪大学大学院工学研究科環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ工学専攻教授

以上１３名
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資料６ 審議経過

第１回 平成２３年６月７日（火）～８日（水）

議事：県内原子力施設現地調査

第２回 平成２３年６月１９日（日）９：００～１３：００

全国町村会館 ２階 ホール

議事：１．検証委員会で審議すべき事項（案）

２．「原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保につ

いて」に対する報告

３．東京電力(株)福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた発

電所及び再処理施設の緊急安全対策・外部電源の信頼性に対

する評価等

４．検証に当たっての視点

第３回 平成２３年６月２６日（日）９：００～１３：００

３０１新橋ビル ８階ホール

議事：１．シビアアクシデントへの対応に関する措置等に係る実施状況

報告（東北電力（株）、日本原燃（株））及び確認結果（原

子力安全・保安院）について

２．東北電力(株)東通原子力発電所の緊急安全対策等に係る検証

３．検証にあたっての視点

第４回 平成２３年７月 ３日（日）９：００～１３：００

３０１新橋ビル ８階ホール

議事：１．東北電力(株)東通原子力発電所の緊急安全対策等に係る検証

２．緊急安全対策で不要とされている施設に係る国、事業者対応

状況に係る検証

３．電源開発(株)大間原子力発電所に係る安全強化対策等
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４．検証委員会報告書の構成（案）

第５回 平成２３年７月１０日（日）９：００～１３：００

３０１新橋ビル ８階ホール

議事：１．再処理施設における原子力発電所のシビアアクシデント対応

を踏まえた措置の実施状況の確認結果について

２．日本原燃（株）六ヶ所再処理施設の緊急安全対策等に係る検

証

３．電源開発(株)大間原子力発電所における安全強化対策等の実

施方針の確認について

４．電源開発(株)大間原子力発電所における安全強化対策等に係

る検証

第６回 平成２３年８月２０日（土）１３：００～１６：００

都市センターホテル５階オリオン

議事：１．日本原燃（株）六ヶ所再処理施設の緊急安全対策等に係る検

証

２．報告書について

３．これまでの審議に係る補足説明

第７回 平成２３年９月１７日（土）９：００～１３：００

ホテルルポール麹町２階ロイヤルクリスタル

議事：検証委員会報告書（素案）について

第８回 平成２３年１１月３日（木）９：００～１３：００

ホテルグランドヒル市ヶ谷３階瑠璃

議事：検証委員会報告書（案）について
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